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ま え が き 

 

１９９０年代後半から、パートタイマーはその増加スピードを一段と加速させ、いまや雇用労働者

の４人に１人を占めるに至っている。経営環境の厳しさを反映して、企業は正社員の雇用を抑制

し、代わりにパートタイマーなど非正社員の雇用を増やしている。一方、柔軟で多様な働き方を求

める労働者も増えており、こうした需給両面の動向がパートタイマー増加の背景にあるのはあらた

めて指摘するまでもない。 

２００３年８月に、パートタイム労働指針が改正され、パートタイマーと正社員との間の均衡を考

慮した処遇の考え方が具体的に示された。「働きに応じた公正な処遇」のためには、正社員も含

めた総合的な働き方や処遇の見直しも検討課題であることを強調している。 

パートタイマーは単に人数が増えているだけではない。長期勤続化も進んでいる。それに連れ

て正社員に近い働き方をするパートタイマーも現れてきた。いわゆるパートタイマーの基幹労働力

化が起こっている。一方、正社員の内部も複雑化している。正社員でありながら、転勤がなかった

り、短時間勤務の者も生まれつつある。その接点上で、いわゆる均衡処遇の問題が大きく俎上に

のぼっているのが現状であると思われる。 

総合スーパーはパートタイマーをもっとも活用している業種である。現在、大手各社はパートタ

イマーをも包含した人事・賃金制度の改革を進めている。正社員とパートタイマーとに区分した従

来の人事・賃金制度の枠組みを大きく変えようとする企業も現れている。それに伴い、当該企業

の労働組合も構成メンバーの範囲を、パートタイマーを含めて広げる動きを活発化させている。 

本報告書は、総合スーパーの労使を中心にヒアリングし、人事・賃金制度の改革の内容、正社

員とパートタイマーの処遇の変化、労働組合のあり方の変容などを探ったものである。均衡処遇

の接点ともいうべき 前線の事例を紹介しつつ、若干の知見をまとめることによって、均衡処遇に

至るには、いかなる道があるべきかを模索したものともいえる。 

ご多忙のなか、本調査にご協力いただいた総合スーパーの労使など多くの方々に心から感謝

を申し上げる次第である。本報告書が均衡処遇を模索する労使の議論に少しでも参考になり、

同時に今後の均衡処遇をめぐる政策形成の一助になれば幸甚である。 

２００５年３月 
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第１部 概  要 



 

 



 

－ 1 － 

１ 本報告書の問題意識 

 

本報告書で取り上げるパートタイマーと正社員の均衡処遇は、２００３年８月に改正されたパー

トタイム労働指針で、正社員との均衡を考慮した処遇の具体的な考え方が示されて以降、パート

タイム労働政策の中心的な課題となっている。 

指針では事業主に対して、パートタイマーの処遇の決定方法を正社員と合わせるなどの措置

を講じるほか、意欲、能力、経験、成果などに応じて処遇することにより、正社員との均衡の確保

を図るよう求めている。しかし現在のところ、均衡処遇に向けた先駆的な取り組みが一部でみられ

るものの、パートタイマーの雇用管理が大きく変わりつつあるとは言い切れない状況にある。 

そこで本研究では、パートタイマーを積極的に活用し、均衡処遇の面でも新たな動きが出てい

る総合スーパーを対象にヒアリング調査を実施し、均衡処遇に向けたパートタイマーに対する雇

用管理事例を実証分析したうえで、均衡処遇推進にあたっての課題を明らかにすることを目的と

した。 

 

２ 研究と調査の方法 

 

（１）研究会の設置 

調査部に当該テーマに関する研究会を設置し、①テーマ設定のあり方②ヒアリング対象企業

の選定③ヒアリング事項の絞込み④ヒアリング調査結果の分析⑤報告書の構成――などについ

て、本田一成國學院大學経済学部助教授、原ひろみ当機構研究員のアドバイスを踏まえて、検

討した。 

 

（２）文献サーベイ等 

パートタイマーの処遇問題に関する先行研究を把握するため、主要な論文を参照して、課題

設定の手がかりとした。また、パートタイマーの量的な拡大と質的な基幹化の実情を統計面から

把握するため、関係の各種統計を収集した。併せて、パートタイマー関連の立法、法改正の推移、

労働政策の変遷、これらに対応した労使の動向など、過去の経緯を参考にして、調査のフレーム

ワークを固めた。 

 

（３）事例研究 

①大手総合スーパー５社の労使に対するヒアリング調査 

従業員に占めるパートタイマー比率が高く、パートタイマーが量的に拡大しているだけでなく、

質的にも店舗運営に欠くことのできない基幹的な戦力となっている総合スーパーを調査対象とし、

各社の労使からヒアリングを行った。 

 



 

－ 2 － 

②産業別労働組合のパートタイム労働政策に関するヒアリング 

昨年、新たなパートタイム労働政策（指針）を策定したＵＩゼンセン同盟の担当者から、政策見

直しのポイント、均衡処遇に関する考え方、組織化の目標・動向などについて、研究会で報告を

受けた。 

③労働組合に組織化されているパートタイマー（組合役員）に対するヒアリング 

均衡処遇の対象となるパートタイマー自身が、労使の対応や職場の現状や課題などをどのよう

に見ているかを把握するため、総合スーパーに働く勤続１０年以上のベテランで、労働組合の役

員を務める現役のパートタイマー３人に対するヒアリングも実施した。 

 

３ 本報告書の構成 

 

第２部の本論では、第１章で各種統計や先行研究をもとに、パートタイマーの量的な拡大の推

移と、質的な基幹化の実情を概観する。また、本事例調査の対象が属する総合スーパー業界に

おけるパートタイマー増加の動向と、その背景などを政府統計から分析する。併せて、パートタイ

マーに対する労働組合組織化の現状と課題についても論及する。 

第３章～第７章では本調査の根幹部分となるヒアリング調査による事例研究の結果を各社ごと

に報告する。ヒアリング対象は、大手総合スーパー５社の人事担当者と労働組合で、正社員の人

事・処遇制度や賃金制度見直しの経緯についてもヒアリング項目にあげ、パートタイマーと正社

員の間の処遇格差の現状を把握するとともに、今後の展開を展望する。また、均衡処遇に対する

考え方や方針を労働組合側から聴取することで、均衡処遇の推進に当たって労働組合が果たし

ている役割を明らかにした。 

第８章の「要約と結論」では、事例研究を通じて得られた知見をもとに、各社の特徴点を分析

する。合わせて、均衡処遇をめぐる４つの傾向を浮き彫りにし、均衡処遇に向けた労使の課題と、

政策形成に向けてのインプリケーションを明らかにする。同時に、本調査を踏まえて、今後、検討

すべき課題も記述した。 

第３部の資料では、第一にパートタイマー（組合役員）に対するヒアリング結果の概要を掲載す

る。日常的にパートタイマーから苦情などを聞くことが多い組合役員にヒアリングすることで、パート

タイマー自身が求める具体的な処遇改善の方向を明らかにすることを目的とした。今回のヒアリン

グ対象者は、パートタイマーの意見を代表する立場にはあるものの、人数が３人にとどまったことも

あり、今後の検討課題を抽出するための参考資料という位置づけで掲載する。 

第二に、１９９３年のパートタイム労働法施行から現在にいたるパートタイム労働政策の変遷を

概観し、労働行政の動向を把握するとともに、こうした動きに対する労使双方の考え方や対応な

どを踏まえて、政策面からみた現在の課題を整理する。 
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４ 調査研究結果の概要 

 

（１）パートタイマーの量的・質的基幹化の動向（総合スーパー労使のヒアリング背景） 

１９９０年代に入ってパートタイマーの増加スピードは一段と速まり、パートタイマーはいまや雇

用労働者の４人に一人を占めるに至っている。不況が長引き、経営環境が厳しいなかで、企業は

正社員の雇用を抑制し、代わりにパートタイマーなど非正社員の雇用を増やしている。一方、柔

軟で多様な働き方を求める労働者も増えている。こうした労働力の需給両面の変化がパートタイ

マーの増加を促し、わが国の多くの企業にとって、パートタイマーはもはや不可欠の存在であると

言っても過言ではない。 

パートタイマーは単に人数が増えているだけではない。社員に占める正社員の割合が減少す

るなかで、これまで正社員が担ってきた役割の一部を、パートタイマーに任せる企業も現れている。

パートタイマーのいわゆる質的基幹化が進展している。 

しかし、パートタイマーと正社員の賃金格差は、１９８０年から一貫して拡がってきた。そのため、

パートタイマーと正社員との間の均衡処遇の確保が政策課題として大きく浮上し、２００３年８月に

はパートタイム労働指針が改正され、パートタイマーと正社員との間の均衡を考慮した処遇の考

え方が具体的に示された。 

こうしたなかで、小売業界のとくに総合スーパーは、パートタイマーの量的拡大が著しいと同時

に、パートタイマーの質的基幹化でも先鞭をつけてきた業界である。近年では、正社員とパートタ

イマーで区分した人事・賃金制度の従来の枠組みを、大きく変えようとする企業も現れており、そ

の過程には均衡処遇を意識した試みもみられる。 

一方、労働組合は均衡処遇の実現に向け、推進力の一つになっておかしくない存在である。

しかし、労働組合によるパートタイマーの推定組織率はわずか３.３％にとどまり、パートタイマーを

メンバーに加えて、労働条件向上を図ろうとする労働組合はいまのところ少数派と言ってよい。こ

うしたなかで、総合スーパーでは社員区分の見直しが組織化の契機となり、組合員範囲の見直し

を図る労働組合もある。 

 

（２）総合スーパー５社の労使ヒアリング結果 

▽各社の制度見直しの特徴 

総合スーパー５社の労使ヒアリングでは、いずれも近年、パートタイマーと正社員の位置づけに

かかわる制度見直しを行っていることが明らかになった。①社員区分②資格制度③パートタイマ

ーと正社員の処遇の均衡部分という切り口で、各事例の特徴を簡単にまとめると以下のようにな

る。 

 

・Ａ社 ①「転居を伴う転勤が可能か否か」を基準に社員を区分し、「否」の正社員とパートタ

イマーなど非正社員を一つの区分（コミュニティ社員制度）に括り直した。 



 

－ 4 － 

②正社員とコミュニティ社員の資格・評価制度は一本化し、全社員に小型店店長ま

での登用機会を拓いた。 

③コミュニティ社員のうち、マネジャーなどの役職に就いたパートタイマーの月例賃金 

は同一資格・同職位にある正社員・リージョナル社員の約９０％水準に設定した。 

 

・Ｂ社  ①「転 宅 の可 否 」と「フルタイムかパートタイムか」を基 準 に、社 員 を４つの契 約

(CAP=Contract of All Partner 制度)に区分し直した。 

②キャップごとに資格制度は別建てだが、キャップ間の比較と転換を可能にするこ

とで、すべてのキャップに店長までの登用機会を拓いた。 

③各キャップの賃金項目のうち、資格給についてはキャップ間格差を５％以内に抑

えた。また、キャップを問わず役職に就いた社員には、役割給を時間比例で加給

するようにした。また、正社員とパートタイマーの中間的形態として創設したキャリ

アキャップ（転宅なし・フルタイム）については、原資に退職金の前払分を含めるこ

とで賃金全体水準として正社員と同等を確保した。 

 

・Ｃ社 ①転居転勤のない正社員であるホーム社員の削減に向けて、パートタイマーと正社

員の中間的な位置づけとなる「エクセレント社員制度」（一日６時間または７時間の

シフト制勤務）を創設した。 

②エクセレント社員の資格は正社員の制度に乗り入れさせ、その上限はホーム社員

と合わせた。 

③エクセレント社員は月給制、期間の定めのない雇用とし、基本給水準で同じ職責・

役割にあるホーム社員の時間比例で６／８あるいは７／８を確保した。 

 

・Ｄ社 ①地域内で転居転勤があるとされてきたエリア社員群について、近年新たに、原則と

して転居を伴う異動がない「狭域」区分を設け、現実には転居転勤しない者も包

含してきた実態に即して制度修正を行った。その結果、エリア社員群のうち大半の

女性が「狭域」に移行した。 

②リーダーパートナー制を導入したり、社内公募制の対象をパートタイマーにも拡大

するなどし、パートタイマーの役職登用をめざしてきたが、役職づきパートタイマー

はわずかにとどまっており、役職づきでもパートタイマーの資格は別建てである。 

③正社員とパートタイマーはキャリア期待、転勤リスク、労働時間の拘束性、売場の

数値の責任性などの面で大きな違いがあるため、基本的に両者で処遇を合わせ

る必要はないと考えているが、役職づきパートタイマーに限っては正社員の職責

手当の時間比例で職責加給を加算するなどしている。 
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・Ｅ社 ①パートタイマーから、中間的な形態を経て正社員に登用してきた転換制度を休止

した。 

②正社員に倣い、パートタイマー個々の能力を職能級制度で測る制度を採用してい

たが、近年、パートタイマーの資格制度は廃止した。 

③パートタイマーに個人的な能力の発揮は必要ないとし、時給の昇給も３回までとす

るシンプルな時給制に戻した。しかし、パートタイマーの定着率が低迷しているた

め、近くパートタイマーも専用の役職に登用し、職責手当などが付くような若干の

改訂を検討中である。 

 

以上のように、総合スーパー業界で行われている、パートタイマーと正社員の位置づけにかか

わる制度見直しの内容はさまざまであると言える。 

Ａ社は転居転勤がないという点ではパートタイマーと同じである正社員をパートタイマーに統合

したうえで、パートタイマーも積極的に役職に登用し処遇の均衡を確保しようとしており、Ｂ社は正

社員やパートタイマーを転宅の有無や労働時間の長さの面で重ならない区分に再整理し、区分

にかかわりなく役職に登用することで処遇の均衡を確保しようとしていた。またＣ社は、転居転勤

がないという点では共通する正社員層と時間比例原則で処遇の均衡を図る社員区分を用意し

て、パートタイマーに中核的な役割を担ってもらおうとしていた。一方、Ｄ社は役職に登用したパ

ートタイマーについては処遇の若干の均衡を図ろうとするものだが、同時に正社員の体系を職務

に応じた賃金や、転居転勤の実態に即した社員区分に改める方向にある点で前述の３社とは異

なっていた。またＥ社は、人材活用戦略として、パートタイマーは単純・定型業務のみとし、正社

員との間で職務（役職登用）などの区分を明確にすることで、基本的には処遇差を是認する向き

にあった。 

 

▽均衡処遇をめぐる４つの傾向 

  こうした各社の取り組みかたの違いが何に起因しているかをはじめ、事例に共通する事象を整

理すると、次の４つの特徴が浮き彫りになった。 

 

 ①賃金制度見直しと均衡処遇 

   年功制から能力・成果主義的制度へと賃金制度を改革するのに合わせて、パートタイマーと

正社員の間の処遇を見直している。とくに基本給のうち職責・役割といった職務によって決まる

賃金項目と、賞与でもとくに職務に応じる基本・基準部分から均衡に着手する傾向がある。 

 

  ②パートタイマーの質的基幹化と均衡処遇 

   正社員の雇用を抑制し、パートタイマーの質的基幹化に積極的な企業ほど、パートタイマー

の処遇を正社員との比較で見直す傾向がみられる。他方、パートタイマーの量的拡大は進め
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るが、質的基幹化戦略を採用しないか消極的な企業では、正社員とパートタイマーとの間で、

企業が求める仕事の性格などに違いがあるとして、格差を是認する傾向にある。 

 

 ③均衡処遇に伴う社員区分の適正化 

   パートタイマーと正社員双方の制度見直しにあたり、社員区分の適正化が図られている。区

分見直しの際に一つの基準となっているのは、転居を伴う転勤の有無であり、「なし」の正社員

とパートタイマーが同じ社員区分に括り直される傾向にある。正社員のうちこの区分への対象と

なっているのは、主に高卒・短大卒のいわゆる「女性一般職」である。 

 

 ④パートタイマーの労働組合組織化と均衡処遇 

   人事・賃金制度改革と社員区分の見直しを契機として、構成メンバーの範囲にパートタイマ

ーを加える労働組合が多い。しかし、労働組合が均衡処遇の推進を直接、要求した例は見当

たらなかった。 

本報告書を通じ、均衡処遇をめぐる個別企業の取り組みかたの違いは、パートタイマーの基幹

化方針をはじめとする人材活用戦略や、正社員の処遇の見直しなどに関係していることが明らか

になった。しかし一方、正社員、パートタイマーを問わず社員に納得して働いてもらえるようにする

ことが必要になるなかで、いずれの事例も近年、パートタイマーか正社員かを超えて、仕事・働き

方と処遇の対応関係を明確にしようとする向きにある点では一致していた。すなわち労使には、

実態を踏まえて可能な部分から、仕事・働き方と処遇の対応関係を見直すことが、ひいては均衡

処遇化につながることを理解してもらうことが重要と考えられる。 

 

５ 今後の研究課題 

 

本調査では、各社の事例をパートタイマー、正社員自身がどう受け止めているかまでは追跡で

きなかった。均衡処遇は納得性がキーワードの一つであるだけに、次の３点の検証が今後の課題

である。 

 ①各社の人事・賃金制度改革と社員区分の見直し、それに伴う処遇の変化について、パ

ートタイマー自身がどのように受け止めているか（労働組合役員を務めるパートタイマー

のヒアリング結果を第３部に掲載したが、わずか３人のため整理分析するには不十分と

判断し、報告書本体には知見を組み込んでいない）。 

     ②正社員自身は、均衡処遇についてどう受け止めているか。 

     ③パートタイマーがメンバーとなった労働組合が今後、均衡処遇に向けてどのような動きを

示すのか。また、パートタイマーの声は労働組合を通じ、今後どのような形で反映されて

ゆくのか。 
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第１章 パートタイマーの量的拡大と基幹化の動向－均衡処遇が政策課題となる背景 

 

第１節 はじめに 

 

１９９０年代後半からパートタイマーの増加スピードは一層早まり、いまや非農林業雇用労働者

の４人に１人を占めるにいたっている。また、パートタイマーの就業実態をみると、勤続年数が伸び

る一方、販売・営業職、専門・技術職や役職に就いている者の割合が増加するなど、職種や職

務内容において多様化が進んでいる。 

パートタイマーとして働く側の意識の面でも、現在の仕事のままで良いとする者の割合が高い

一方、主要な仕事を希望したり、技術を活かしたいなど積極的な意欲を持つ者が増加している。

このようにパートタイム労働が我が国の経済社会に欠くことのできないものとなる中で、パートタイ

マーの能力が有効に発揮できるような就業形態としていくことが一層重要となっている。 

こうした、パートタイマーの質量両面における変化の動向を踏まえて、２００３年８月にパートタイ

ム労働指針が改正された。「パートタイム労働者」1 と正社員の間の均衡を考慮した処遇の考え方

が具体的に示されるとともに、事業主の講ずべき措置が追加された。均衡処遇が政策課題として

クローズアップされてきた背景には、量的な拡大だけにとどまらず、質的なパートタイマーの基幹

化がある。この基幹化の進展に対応した、正社員との間の処遇問題の解決・整理を抜きに、企業

も労働組合も行政も次のステップに進みにくくなっているというのが現状だといえる。そこで、はじ

めにパートタイマーの量的な拡大と質的基幹化の現状、また近年、均衡処遇の政策議論が大き

く浮上してきた背景、さらにパートタイマーの労働組合組織化の動向などをみる。 

 

第２節 パートタイマーの量的拡大 

 

総務省「労働力調査」によれば、非農林業における２００１年の「パートタイム労働者」（短時間

雇用者）数は、１２０５万人（うち女性８２９万人）となり、初めて１２００万人を超えた。パートタイマー

の増加は１９８０年から顕著になり、１９８０年の３９０万人から２００２年には１２１１万人へと３倍に増

加している。非農林雇用者総数に占める割合でみても２割強にのぼり、とくに女性では雇用者総

数の４割を占めている。 

 
１パートタイム労働法ではパートタイム労働者を「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常労働者の

一週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義している。ただし、各種統計や法令によってパートタイム労働者

の定義は異なっている。本報告書では、統計を使ってパートタイム労働者の実態などを説明する場合、当該統計の

定義に基づいて記述する。その場合、パートタイム労働者の定義はグラフ・表の（注）で示す。本報告書では、とくに統

計や法令に基づかない一般的な説明においては、「パートタイマー」に用語を統一する。この場合の「パートタイマー」

とは、雇用先の呼称がパートタイマーなどの場合を指す 
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第１－２－１図 短時間雇用者（パートタイム労働者）数の推移－非農林業 
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パートタイマーを含む「非正社員」全体も大きく増加しているが、この大半もパートタイマーの量

的拡大が牽引している。厚生労働省が２００４年に発表した「就業形態の多様化に関する総合実

態調査」によると、２００３年の調査時点で全国の事業所の「非正社員」の割合は３４.６％と、労働

者の３人に１人以上を占めるまで拡大している。その４年前の前回調査時（１９９９年）の２７.５％か

ら７.１ポイントの大幅上昇となっている。就業形態別にみると、短時間雇用者がこの間、１４.５％か

ら２３.０％へと、８.５ポイントの大幅増を記録している。不況が深刻化し、雇用情勢が悪化したこの

時期に、増加割合が著しく高かったことがわかる。 

 

資料出所：総務省統計局 「労働力調査」 

（注） 雇用者は休業者を除く 

短時間労働者（パートタイム労働者）とは、1 週間の労働時間が３５時間未満の者 
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第１－２－２図 労働者の就業形態 

 

産業別にみると、非農林業における「パートタイム労働者」は、｢卸売・小売業、飲食店」（３８６

万人）、「サービス業」（３９７万人）、「製造業」（２００万人）――の３業種に、８割以上が集中してい

る（第１－２－３図）。また、産業別に「パートタイム労働者」比率の 近の変化をみると、とくに卸

売・小売業、飲食店で上昇が著しいのがわかる（第１－２－４図）。 

こうした増加は、スーパーなど従来から雇用者数の多い業種におけるパートタイマー比率の引

き上げに加え、外食産業やコンビニエンスストアなど、パートタイマー・アルバイトを多用する新し

い業態の登場・成長を反映していると考えられている。 

 

第１－２－３図 短時間雇用者（パートタイム労働者）の産業別構成比（非農林業） 

32.0％ 32.9％ 16.6％

5.5％

5.1％

3.7％

4.1％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成13年度

卸売・小売業、飲食店

サービス業

製造業

建設業

運輸・通信業

金融・保険業、不動産業

その他

 

 

その他
3.4%

出向社員
1.5%

嘱託社員
1.4%

契約社員
2.3%

派遣労働者
2.0%

正社員
65.4%

パートタイム
労働者
23.0%

臨時的雇用者
0.8%

非正社員
34.6%

資料出所：厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」（平成１６年） 

（注） パートタイム労働者とは、名称にかかわらず正社員以外の労働者で、 

一週間の所定労働時間が正社員より短い者 

資料出所：厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」（平成１６年） 

（注） パートタイム労働者とは、名称にかかわらず正社員以外の労働者で、 

一週間の所定労働時間が正社員より短い者 
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第１－２－４図 産業別パートタイム労働者比率 

 

第３節 正社員との賃金格差 

 

１９９０年代後半からは企業経営をめぐる環境の厳しさが一層増し、コスト要因でパートタイマー

を雇用する企業の割合は増加した。 

厚生労働省｢パートタイム労働者総合実態調査｣（２００１年）によれば、雇用理由で一番多いの

は｢人件費が割安だから｣で、１９９５年の約３８％から約６５％に増加している。 

第１－２－１表 パートタイム労働者を雇用する理由別事業所数割合 

 

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」

（複数回答、単位％）

平成13年 平成7年
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9.0

人件費が割安だから

業務が増加したから

学卒等一般の正社員の採用、確保が困難

人が集めやすいから

一時的な繁忙に対処するため

1日の忙しい時間帯に対処するため

経験・知識・技能のある人を採用したいから

簡単な仕事内容だから

雇用調整が容易だから

退職した女性正社員の再雇用に役立つから

定年社員の再雇用・勤務延長策として

その他

（複数回答、単位％）

平成13年 平成7年

65.3
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17.8

27.3
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6.5

65.3

17.1

5.8

17.8

27.3

39.2

12.2

31.4

16.4

5.1

7.3

6.5

38.3

29.8

10.7

19.9

9.3

37.3

13.2

35.7

12.4

5.8

4.4

9.0

38.3

29.8

10.7

19.9

9.3

37.3

13.2

35.7

12.4
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一時的な繁忙に対処するため

1日の忙しい時間帯に対処するため

経験・知識・技能のある人を採用したいから

簡単な仕事内容だから

雇用調整が容易だから

退職した女性正社員の再雇用に役立つから

定年社員の再雇用・勤務延長策として

その他

人件費が割安だから

業務が増加したから

学卒等一般の正社員の採用、確保が困難

人が集めやすいから

一時的な繁忙に対処するため
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経験・知識・技能のある人を採用したいから

簡単な仕事内容だから

雇用調整が容易だから

退職した女性正社員の再雇用に役立つから

定年社員の再雇用・勤務延長策として

その他

（注）パートタイム労働者とは、いわゆるパートタイム労働者的取扱いを行っている者、 

および一般の正社員より所定労働時間が短い者 
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（注）・パートタイム労働者とは、1週間の労働時間が35時間未満の者。
　　　・パートタイム労働者比率は各産業毎に、従業者を100とした場合のパートタイム労働者の割合である。
資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成2年、13年）

 
パートタイム労働者比率は各産業毎に、従業員を１００とした場合のパートタイム労働者の割合である 

資料出所：総務省統計局 「労働力調査」 
（注）パートタイム労働者とは、１週間の労働時間が３５時間未満の者 

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」 
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しかし、パートタイマーの平均所定内給与を通常の労働者と比較し、その格差の推移をみると

拡大傾向がみられる。 

厚生労働省｢賃金構造基本統計調査｣で処遇面の変化をみると、「パートタイム労働者」の一

時間当たりの給与額は、一般労働者に比べ女性で７割弱、男性で５割強となっており、近年この

格差に拡大傾向がみられる。１９７５年当時、時間あたりの「パートタイム労働者」の所定内給与は

８０.６％だったが、パートタイム労働者比率の高まった１９８０年になると７６.２％に低下し、その後、

一貫して下落しており、２００２年には６４.９％まで水準が落ちている。 

 

第１－２－５図 一般労働者とパートタイム労働者の１時間当たり所定内給与額の推移 
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（％）

パートタイム労働者 一般労働者 格差（一般労働者の賃金＝100.0）

646

815

1,187 1,201 1,213
1,255

1,281 1,295

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
（注）一般労働者の1時間当たりの平均所定内給与額は次式により算出した。
1時間当たりの平均所定内給与額＝平均所定内給与額÷平均所定内実労働時間数

1318 1,329
1,372

1,340 1,359 1,376

 

 

また、同調査によれば「パートタイム労働者」に対する各種手当や制度の実施状況についても、

１９９５年に比べ能力活用制度の実施状況は若干、増加しているものの、各種手当だけでなく、と

くに定期昇給、賞与、昇進・昇格などの実施割合は減少している。 

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 
（注）一般労働者の１時間当たりの平均所定内給与額は次式による 

１時間当たりの平均所定内給与額＝平均所定内給与額÷平均所定内実労働時間数 
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第１－２－２表 各種手当および制度実施状況別事業所割合 

パートタイマーと一般労働者の処遇格差の背景には、有期･無期という契約形態の相違に起

因する賃金カーブの違いがあるとみられる（第１－２－６図）。パートタイマーの賃金カーブは勤続

年数に応じた右肩上がりの弧を描いていない。パートタイマーは経験が評価されにくい状況に置

かれているといえる。 

格差拡大の要因について、厚生労働省の｢パートタイム労働研究会｣報告（２００２年）では、正

社員の労働時間短縮やパートタイマー自身が非課税限度額や社会保険の適用 低限で就業

調整をしている影響などを指摘しているが、販売員やスーパーのチェッカーなど、賃金の低い職

種でパートタイマーのウェートが高くなっていることが、大きく影響しているとみられている。このよう

に政策課題として、均衡処遇がクローズアップされているにもかかわらず、現実は処遇の格差が

拡大していることになる。 

第１－２－６図 勤続年数別賃金カーブ（時給） 

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」

（複数回答、単位％）
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厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（パートについては特別集計）により、短時間・在宅労働課で算出した。
パートタイム労働者とは、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも少ない又は1日の所定労働時間が一般の
労働者よりと同じで1週の所定労働時間が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

資料出所：パートタイム労働研究会報告添付図表 
「賃金構造基本統計調査」（パートについては特別集計）により、厚生労働省短時間・在宅労働課が算出 

 
パートタイム労働者とは、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも少ない又は１日の所定労働時間が一般の労 
働者と同じで１週の所定労働時間が一般の労働者よりも少ない者 

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」
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第４節 パートタイマーの質的拡大 

 

先述したように、コスト要因でパートタイマーを雇用する企業の割合は増加し、正社員が減少す

る中で、正社員が行っていた役割の一部をパートタイマーが担うなど基幹的役割を果たすパート

タイマーも増加している。その基幹化の進展の現状を統計からみてみる。 

２１世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査結果」（２００１年）によれば、事業所

内に同じ仕事をしている正社員がいるかを、事業所、正社員、「パート」それぞれに聞いたところ、

「多数いる」と回答した割合は事業所で２６.５％、正社員で１２.４％だが、「パート」自身が も多く

３分の１（３３.７％）を占めていた。３年前と比べ、そうした「パート」が｢増えている｣事業所は、｢減っ

ている｣事業所を大幅に上回っている。 

責任の重さなど役割といった面での違いは残っているが、従来、正社員がやっていた仕事がパ

ートタイマーなどに組み込まれ、基幹的な役割を持つ層が厚みを増していることが類推される。 

 

第１－２－７図 同じ仕事をしている正社員（非正社員） 

 

資料出所：21 世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査結果」（平成 13 年） 

（パート）

多数いる
33.7％

無回答
2.0％

いない
28.4％

一部に
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35.9％

合計（N=1,523）

（正社員）
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43.7％

無回答
0.9％

多数いる
12.4％

事業所に
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はいない
12.6％

合計（N=2,514）

（事業所）

いない
18.4％

一部に
いる

53.2％

多数いる
26.5％

無回答
2.0％

パート、その他が1人以上計
（N=1,121）

資料出所：２１世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査結果」（平成１３年） 
（注） 「パート」とは、名称にかかわらず正社員」以外の労働者で、一週間の所定労働時間が正社員より短い者
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さらに同調査によれば、責任の重さや転勤・配転、休日出勤、残業などの取り扱いも含めて、

正社員と同じ仕事をしている「パート」の割合は、事業所、正社員、「パート」とも４～５％いると認

識している。 

第１－２－３表 

責任の重さや転勤等の取扱いも含めて同じ仕事をしているパート(非正社員)の割合 

資料出所：21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」（平成13年）

（注）「パート」とは、名称にかかわらず、「正社員」以外の労働者で、1週間の所定労働時間が
正社員より短い者。

（注）正社員と同じ仕事に従事しているパート（非正社員）の就業状況について聞いたものである。
残業・休日出勤について「同じ」又は「多い」、かつ、配転及び転勤（住所変更を伴う）について「正
社員・パート（非正社員）ともある（パート（非正社員）の配転及び転勤の頻度が正社員と比べて多
い又は同じ）」又は「正社員・パート（非正社員）ともにない」、かつ、責任の重さについて、「同じ」又
は「重い」と回答したものの、事業所にパート（非正社員）がいる回答者全体に占める割合である。
なお、事業所については、配転及び転勤の頻度は聞いていない。

（注）事業所及び正社員には、正社員と同じ仕事に従事している非正社員の就業状況を尋ね、パートに
は同じ仕事に従事している正社員の働き方との比較を尋ねたため、単純には比較できない。

パート（非正社員）の割合 4.7％ 5.0％4.1％

正社員 パート事業所

パート（非正社員）の割合 4.7％ 5.0％4.1％

正社員 パート事業所

 

また、厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」から、所定外労働の実態をみると、「パ

ートタイム労働者」の約２３％が行っており（月間平均８.９時間）、さらに所定労働が３５時間以上

の「パートタイム労働者」の場合、さらに多い約３５％以上が所定外労働をしている。 

 

第１－２－４表 パートタイム労働者の９月の所定外労働の状況別事業所割合 

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」
（注）「パート」とは、いわゆるパートタイム労働者的取扱いを行っている者及び一般の正社員より

所定労働時間が短い者

平成13年9月 100.0 12.2 47.276.4

所定外労働を
行った正社員
がいた

所定労働日
以外に勤務
した正社員
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資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」
（注）「パート」とは、いわゆるパートタイム労働者的取扱いを行っている者及び一般の正社員より
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厚生労働省の「パートタイム労働者総合実態調査」（２００１年）によると、役職に就いている「パ

ートタイム労働者」数は、１９９５年の約５％から、２００１年の約１１％に倍増している。このようにパ

ートタイマーは補助的仕事という従来の認識は、必ずしも当てはまらなくなってきている。 

 

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」 

 
（注）「パート」とは、いわゆるパートタイム労働者的取扱いを行っている者及び一般の正社員より所定 

労働時間が短い者 

資料出所：21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」（平成13年）

（注）「パート」とは、名称にかかわらず、「正社員」以外の労働者で、1週間の所定労働時間が正社員より短い者

（注）正社員と同じ仕事に従事しているパート（非正社員）の就業状況について聞いたものである。
残業・休日出勤について「同じ」又は「多い」、かつ、配転及び転勤（住所変更を伴う）について「正社員・パート（非
正社員）ともある（パート（非正社員）の配転及び転勤の頻度が正社員と比べて多い又は同じ）」又は「正社員・パー
ト（非正社員）ともにない」、かつ、責任の重さについて、「同じ」又は「重い」と回答したものの、事業所にパート（非正
社員）がいる回答者全体に占める割合である。
なお、事業所については、配転及び転勤の頻度は聞いていない。

（注）事業所及び正社員には、正社員と同じ仕事に従事している非正社員の就業状況を尋ね、パートには同じ仕事に従
事している正社員の働き方との比較を尋ねたため、単純には比較できない。

資料出所：２１世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」（平成１３年） 
 
（注）「パート」とは、名称にかかわらず、「正社員」以外の労働者で、１週間の所定労働時間が正社員より短い者 
 
（注）正社員と同じ仕事に従事しているパート（非正社員）の就業状況について聞いたものである。 
   残業・休日出勤について「同じ」又は「多い」、かつ、配転及び転勤（住所変更を伴う）について「正社員・パート（非 

正社員）ともある（パート（非正社員）の配転及び転勤の頻度が正社員と比べて多い又は同じ）」又は「正社員・パー 
ト（非正社員）ともにない」、かつ、責任の重さについて、「同じ」又は「重い」と回答したものの、事業所にパート（非正 
社員）がいる回答者全体に占める割合である。 
なお、事業所については、配転及び転勤の頻度は聞いていない。 

 
（注）事業所及び正社員には、正社員と同じ仕事に従事している非正社員の就業状況を尋ね、パートには同じ仕事に従 

事している正社員の働き方との比較を尋ねたため、単純には比較できない。 
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第１－２－５表 役職別パートタイム労働者割合 

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」
（注）「パート」とは、いわゆるパートタイム労働者的取扱いを行っている者及び一般の正社員より

所定労働時間が短い者

（複数回答、単位％）

平成13年 平成7年

(1.0)

(5.9)

(35.3)

(57.5)

(3.9)

(17.7)

(62.6)

(15.8)

11.4

(100.0)

87.9

4.6

(100.0)

95.4

役職に就いている

部課長、部課長代理クラス

係長・主任クラス

班長・グループリーダークラス

その他

役職に就いていない

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」
（注）「パート」とは、いわゆるパートタイム労働者的取扱いを行っている者及び一般の正社員より

所定労働時間が短い者

（複数回答、単位％）

平成13年 平成7年

(1.0)

(5.9)

(35.3)

(57.5)

(3.9)

(17.7)

(62.6)

(15.8)

11.4

(100.0)

87.9

4.6

(100.0)

95.4

役職に就いている

部課長、部課長代理クラス

係長・主任クラス

班長・グループリーダークラス

その他

役職に就いていない

 

パートタイマーが導入当初の補助的仕事から正社員と同じ仕事をこなし、欠くことのできない雇

用形態となっていることは、統計的にもあらわれてきている。総務省｢労働力調査特別調査｣によ

れば、これまで景気後退期には、正社員が増加する一方、非正社員がバッファーとして抑制され

る傾向にあったが、近年（１９９７年～２００１年）は正社員が１７０万人減少する一方、非正社員が

２００万人増加しており、明らかにパターンの変化がみられる。正規社員が大幅に減少する一方、

非正規が大幅に増加するという逆転現象が生じている。 

こうした雇用調整の変化が統計上観察されるが、今回のヒアリング調査で訪れたＡ社の人事企

画部長は「パートタイマーも長く働いてもらいたい。雇用調整の手段とは考えていない」と語るなど、

店舗運営の中核的な役割をパートタイマーに期待している。補助的職務しかまかされていない時

代、パートタイマーは「雇用の調整弁」だったが、スーパー業界においては、パートタイマー抜きの

店舗運営が考えられない状況になっているということができる。 

第１－２－８図 景気後退期の形態別雇用増減 
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（資料出所）　総務省 「労働力調査特別調査」

（注）　非正規とは、パート、アルバイト、派遣、その他（嘱託など）をいう。

資料出所：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」 

 
（注）「パート」とは、いわゆるパートタイム労働者的取扱いを行っている者及び一般の正社員より所定 

労働時間が短い者 

資料出所：総務省「労働力調査特別調査」 
（注）非正規とは、パート、アルバイト、派遣、その他（嘱託など）をいう 
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資料出所：総務省「労働力調査特別調査」 
（注）非正規とは、パート、アルバイト、派遣、その他（嘱託など）をいう 

16

119 

正規

-82  

55  

平成13年 平成７年 



 

－ 18 － 

第５節 スーパー業界における質的拡大 

 

先にみたとおり、近年のパートタイマーの量的拡大を牽引してきたのは、卸売り･小売、サービス

業といえる。このうち、スーパー業界のパートタイマーは当初、正社員の補助として導入された経

緯があるものの、もっとも活用が進んだ業種のひとつといえる。 

大手スーパーは１９８０年代まで大規模小売店舗法（大店法）により、出店が強く抑制されてき

た。しかし、１９９０年代に入り一貫して規制緩和が推進され、１９９８年に大規模小売店舗立地法

（大店立地法）が成立した結果、大店法は２０００年５月３１日で廃止され、スーパー業界の出店ラ

ッシュと大規模化を後押しした２。 

こうした規制緩和の動向を反映するように、１９９０年代に入ってから総合スーパーの売り場面

積は、コンスタントに増加してきている。「商業統計調査」でみると１９９１年から４年ごとの伸び率は

２割以上を記録、不況のあおりで１９９７年からは横ばい状態に入ったが、１９９９年から２００２年ま

での４年間をみると伸び率は９.８％となり、再び店舗面積は上昇に転じた。 

しかし、この間の店舗数の推移をみると、１９９９年の１６７０店から２００２年には１６６８店とほぼ横

ばいだった。この店舗数の頭打ちは、「経営危機･倒産による既存店の閉店」「新規店舗の開店」

というスクラップ・アンド・ビルドが、同時進行したためとみられる。 

こうした統計の動きからも、１店舗あたりの売場面積が従来よりも大きくなっている「店舗の大規

模化」を読み取ることができる。しかし、この４年間の年間商品販売額をみると（商業統計調査）、

マイナス３.８％となっており､売場面積の拡大=売上の拡大に直結していない事情が浮かび上が

る。 

第１－２－９図 総合スーパーの売場面積 
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資料出所：経済産業省「商業統計調査」 

 

２大店立地法は、中小企業の保護を目的とする大店法とは異なり、地域環境の保持を目的とする社会的規制である

点に特徴がある。規制内容をみると、規制対象となる大型店の範囲や調整期間は、それぞれ店舗面積 1,000 ㎡超と

１年以内となっており、大店法との差は実質的にはほとんどない。しかし、調整内容や調整手続きについては違いが

みられる。前者については、大店法では、「店舗面積」、「開店日」、「閉店時刻」、「休日日数」の４項目に限定されて

いたが、大店立地法では特に項目は限定されていない 

資料出所：経済産業省「商業統計調査」 
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第１－２－１０図 業態別就業者数内訳の構成比 
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資料出所：経済産業省「商業統計調査」 

 

こうした事情も反映してか、「商業統計調査」によると１９９９年（平成１１年）～２００２年（平成１４

年）の間、総合スーパーでは正社員比率が２４.６％から１９.２％に減少する一方、パートタイマー･

アルバイト等比率は、７１.５％から７６.７％まで高まった。 

このように、規制緩和を梃子に各社が新規出店による拡大戦略をとる一方、各社が新規採用

の取り止めなどで正社員数を抑制した結果、店舗運営をになう人材供給が追いつかなくなってき

たこともパートタイマー基幹化が進展した背景のひとつにあげることができる。 

その結果、店舗運営に欠かせない専門的・管理的業務を担う基幹的パートタイマーが存在感

を強め、 近は「パート労働者が店舗運営の中心的な役割を担う時代に突入した」（村上２００４）

とみることができる。量的拡大によるパートタイマー比率の上昇が話題となっていた時代から、「パ

ートの管理職比率が話題になる時代」（村上２００４）に移り、パートタイマーの基幹労働力化は、

量的な面にとどまらず、質的側面を伴ったものになりつつある３。 

パートタイマーが増加している業種のなかでもスーパー業界は、「正規労働者が担ってきた業

務、特に管理業務や指導業務、判断業務を徐々に非正規労働者に移行させていくという変化、

すなわち『基幹労働力化』を伴った」（武石２００２）雇用拡大であると指摘することができる。 

そして、いまやスーパー業界のなかには、店舗運営の中核的仕事をになう「正社員的パート」と

呼ぶことのできる層が厚みを増そうとしている。その反面、依然としてパートタイマーを補助的な役

割にとどめる企業もあるなど、業界内でパートタイマー処遇の二極化現象がみられる。さらに、社

員区分見直しによる均衡処遇をすすめた結果、かつてはスーパー業界の基幹的労働力であった

高卒・短大卒者の多い女子一般社員が、「正社員的パート」と同じ処遇の「パート的正社員」に再 
３本田一成「パートタイマーの量的な基幹労働力化（研究ノート）」日本労働研究雑誌４９４号（日本労働研究機構）２

００１年 
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編され４、この境界線上で、正社員とパートタイマー間の処遇格差が圧縮に向かうケースが顕在

化している。 

 

第６節 労働政策と均衡処遇 

 

１９９３年に事業主による「パートタイム労働者」１の雇用管理改善について、包括的な努力義務

を規定する「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（パートタイム労働法）が制定さ

れた。同法は、労働基準法、労働安全衛生法、 低賃金法など正社員に適用される法律は、

「パートタイム労働者」にも適用されることを改めて明記し、併せて、いわゆる均衡処遇について

「就業の実態、通常労働者との均衡等を考慮した、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実

施、福利厚生の充実その他雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じ、その能力を有効

に発揮することができるよう努めなければならない」（第３条）との努力義務を規定した。 

しかし当時、「パートタイム労働者」の処遇のあり方について労使間の意見の隔たりが大きく、旧

労働省は１９９６年１０月、「パートタイム労働に係わる調査研究会」を設置して、パートタイム労働

対策に関する残された課題の検討を開始した。その結果１９９８年２月に、女性少年問題審議会

建議として、①労働条件をめぐるトラブルの防止②有期労働契約のパートタイム労働者の雇用の

安定の確保③通常労働者との均衡を考慮した処遇・労働条件の確保――などが今後の政策課

題の中心に位置づけられた。 

①の「労働条件をめぐるトラブルの防止」に関しては、１９９４年４月に改正パートタイム労働法が

施行され、雇い入れ通知書の義務化が明記されるとともに、同時に改正された労働基準法第５

条（労働条件の明示）に賃金、労働時間その他の労働条件の明示が盛り込まれた。 

また、②の「雇用の安定の確保」に関してはその後、旧労働省「有期労働契約の反復更新に

関する調査研究会」で、契約の更新・解雇の実態や判例などが検討され、２００２年１２月に「有期

労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」が示されるなど、事業主に対する雇用管理の

改善を促すための基盤整備も進められてきた。さらに、２０００年には雇用保険法の一部改正に伴

う短時間労働者の適用基準の年収要件の廃止が行われるなど、各種の施策の拡充・整備が行

われてきた。 

この結果、③の「通常労働者との均衡処遇・労働条件の確保」といった均衡指標に係る検討が

残された課題としてクローズアップされることになった。また、２０００年４月の「パートタイム労働に

係る雇用管理研究会」報告、また２００２年７月の「パートタイム労働研究会」報告などを踏まえて

厚生労働大臣が、労働政策審議会に、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善策

のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」（２００３年７月）を諮問。同告示案は

７月下旬に答申されたあと、８月にパート労働指針が改訂され、１０月に施行された（この間の経

過は第３部資料参照）。 

４
佐藤厚「正社員的パートとパート的正社員」ビジネス・レーバー・トレンド２００５年１月号 
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第７節 パートタイマーと労働組合 

 

２００４年の「労働組合基礎調査」によると労働組合員数（単位労働組合）のうちパートタイム労

働者の労働組合員数は３６万３千人と前年に比べて９.５％増加したものの、全労働組合員数に

占める割合は３.６％、推定組織率は３.３％と低水準にとどまっている。 

とはいえ、正社員・職員の組織率と組合員数の低下に歯止めがかからないなか、わずかではあ

るものの、パートタイマーの組織化は着実に進んでいるといえる。 

詳細は各社の事例ヒアリングで紹介するが、総合スーパーでは社員区分の見直しが組織化の

好機になっており、各組合はパートタイマーの組織化範囲の見直しに着手している。これまでパ

ートタイマーの組織化対象は、社会保険が適用される長時間パートタイマーがメインだったが、正

社員との均衡処遇に配慮した社員区分に切り替えた組合では、ユニオンショップにより、一気に

組織人員を拡大するケースも出てきている。 

こうした動向は、正社員中心の企業内組合にとって、これまでの組織化対象の枠組みの見直

しにとどまらず、正社員組合員の意識面の改革をせまることになるだろう。ヒアリング調査で明らか

になったように、均衡処遇を進める企業では従事の正社員の既得権益を含めた立場が揺らぐ事

例も出てきている。組織率という数値的な面にとどまらず、パートタイマーの組織化は、企業内組

合のあり方そのものを再考させる大きな契機となる可能性がある。 

 

第１－２－６表 パートタイム労働者の労働組合員数及び推定組織率の推移（単位労働組合） 
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第２章 総合スーパー５社労使のヒアリング調査の目的と方法 

 

１ ヒアリング調査の目的 

 

パートタイマーをめぐる 近の動向を踏まえ、本調査は正社員との均衡処遇について、パート

タイマー活用の先進業種であり、均衡処遇の面でも新たな動きが出ているスーパー業界の 新

事情についてヒアリング調査した。調査を通じて、均衡処遇に向けた取り組みの 新動向を把握

し、均衡処遇を推進するにあたっての課題を明らかにすることを目的とした。 

前述したように平成不況期に急拡大し、質的にも正社員と遜色のない働きぶりをみせるパート

タイマーが増えているなか、ヒアリング対象は、その代表格である総合スーパー５社の労使とした。 

 

２ ヒアリング調査の日程と対象企業の概要 

 

ヒアリングの実施状況は以下のとおりである。 

①Ｃ社人事部（７／８）、Ｃ社労組（１０／１９） 

②Ｂ社人事部（７／２３） 

③Ａ社人事部（８／４）、Ａ社労組（１１／８） 

④Ｄ社人事部（８／６）、Ｄ社労組（１０／１５） 

⑤Ｅ社人事部（１０／２５）、Ｅ社労組（同日） 

※それぞれ、会社側は担当の課長以上に対応いただき、労組は書記長クラスが対応した。

なお、Ｂ社労組についてもヒアリングを予定していたが、産業再生機構活用による経営再建

の非常事態と重なったこともあり、実施を見送った。 

＊P/A 比率は、全従業員に占めるパートタイマー･アルバイトの比率 

 

３ ヒアリング調査の項目 

本社

B社 E社C社 D社

店舗数

社員数

営業収益
（03年度決算）

営業利益
（03年度決算）

P/A比率

A社
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約240億
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約241億
300万円

364 266 56 177 151
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P･A 約2万780人

正 約1万4100人
P･A 約3万4060人

約1兆
7643億円

約1兆
4303億円

約7202億円
約1兆

4940億円
（商品売上高）

1533億円

神戸市
愛知県
稲沢市

千代田区千葉市本社

B社 E社C社 D社

店舗数

社員数

営業収益
（03年度決算）

営業利益
（03年度決算）

P/A比率

A社

約78％ 約74％ 約78％ 約71％ 約78.5％

約240億
1700万円

約137億
3000万円

約128億
5300万円

約241億
300万円

364 266 56 177 151

正 約1万4320人
P･A 約5万820人

正 約1万190人

P･A 約2万9150人

正 約1230人
P･A 約4300人

正 約5610人
P･A 約2万780人

正 約1万4100人
P･A 約3万4060人

約1兆
7643億円

約1兆
4303億円

約7202億円
約1兆

4940億円
（商品売上高）

1533億円

神戸市
愛知県
稲沢市

千代田区千葉市本  社 

店 舗 数 

社 員 数 

営業収益 

営業収益 

Ｐ/Ａ比率 
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（１）企業対象のヒアリング 

①正社員とパートタイマーの人事管理体系 

社員区分制度、資格制度、正社員とパートタイマーの区分基準、区分の結果ついて

くる処遇の違い（雇用期間の定め、キャリア形成の期待度、資格・グレードのアップ上限、

兼業規制など）、正社員と同等の責任・権限を持たせているパートタイマーはどの区分

でどのような業務に就いているか 

   ②正社員とパートタイマーの賃金体系 

正社員とパートタイマーをどのような賃金制度(賃金構成、賞与、退職金、昇給の仕

組みなど)で処遇しているか、どのようなパートタイマーについて正社員との処遇のバラ

ンスを考慮しているか、処遇のバランスの具体的な中身は何か（賃金構成要素・水準、

賃金考課に係わる評価基準など）、逆に処遇のバランスを考慮しているパートタイマー

でも正社員とは全く同じにできない部分はなにか・その差は何に依るのか 

   ③人事・賃金制度の変遷 

正社員とパートタイマーの人事・賃金管理制度の変遷を踏まえ、なぜ処遇のバランス

を図る直近の変更に至ったか、そのプラス・マイナス面はなにか、処遇のバランスを図る

にあたり、とくに正社員についてはどのような見直しを行ったか 

   ④正社員とパートタイマーの今後 

今後、正社員の仕事はどうなってゆくか、正社員の通年採用に際しすでにいるパート

タイマーに優先権などを与えているか、処遇は正社員と同じで雇用期間の定めもない

いわゆる短時間正社員の可能性、労働組合のパートタイマー組織化のメリット・デメリッ

トをどう考えているか 

（２）労働組合対象のヒアリング 

①パートタイマーの組織化方針 

パートタイマーの組織化にいつ・なぜ踏み切ったのか、組織化に至る経緯、パートタ

イマーの組織化にあたり経営側、パートタイマーをどのように説得したか、組織化に際し

正社員側に抵抗感はなかったか、パートタイマーの組合費・権利の付与の状況 

②パートタイマーの労働条件改善に向けた取り組み 

パートタイマーの労働条件の改善にどのように取り組んできたか、正社員とパートタイ

マーに渡る新制度の導入に労組はどう絡んだか、制度変更に至った理由は.（なぜ処

遇のバランスに配慮する必要があったのか）、処遇のバランス化に際し正社員の人事・

賃金体系はどのように見直し、従来体系との間に生じる不利益をどう処理したか 

③正社員とパートタイマー間の処遇のあり方に関する今後の課題 

今後、正社員の仕事はどうなってゆくか（正社員・パートタイマー間の職域のすみ分けは

どうなるか）、パートタイマーから正社員への転換実績はどのくらいあるか、処遇は正社員と

同じで雇用期間の定めもないいわゆる短時間正社員の可能性 
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第３章 

パートタイマーと正社員で資格・評価体系を一本化 

―大手総合スーパーＡ社の事例― 

 

第１節 企業・店舗の概況 

１ 企業概要 

 

１９２６年設立のＡ社（本社：千葉市）は、地方スーパーマーケット３社の提携を契機に、数多く

の業務・資本提携で急速に拡大した。株式上場３０周年を迎えた２００４年現在、主力の総合小

売事業に加えて専門店事業、コンビニエンスストア事業、ドラッグストア事業、サービス事業など、

企業数約１６０、グループ店舗数約９２００を擁する巨大グループ企業に成長している。同社の企

業理念は「お客さま第一」を原点とし、その満足を実現できるのなら商売の基本を支える大黒柱

（店舗）の有りようさえも、ためらいなく変えるというものである。機動的なＭ＆Ａ（合併・買収）と、販

売・在庫管理における 新鋭システムの導入、新業態への積極参入などを強みに、売上高比利

益率３％の目標を掲げ、２０１０年の世界小売ランキングで１０位内入り（この目標を「グローバル１

０」と称す）をめざしている。 

２００３年度決算（単体）において、営業収益は約１兆７６４３億６５００万円（前年比３.７％増）、

営業利益は約２４０億１７００万円（同２５.５％減）、経常利益は２７５億９３００万円（同１８.５％減）で

ある。店舗数（単体）は３６４店、うち総合スーパーまたはスーパーマーケットは３２４店であり、総売

場面積は約３２１万５５００㎡、１㎡あたりの売上高は５２万円となっている。 

従業員構成（２００４年７月時点）は、正社員が１万４３２３人（うち男性１万１４８人、女性４１７５

人）、パートタイマー・アルバイト（８時間換算）が５万８２３人であり、パートタイマー・アルバイト比率

は約７８％、従業員一人一時間あたりの売上高１は約８９２０円である。 

 

２ 店舗改革 

 

Ａ社は２０００年から、衣料品、グロサリー部門と順次、商品の価格や在庫情報などを一元管理

するための基幹システム――「ＯＤＢＭＳ」（Open database merchandising system）の導入を進め

ている。商品本部の店舗補充担当者が全店舗分の 低限在庫数量（ミニ値）と 大在庫数量

（マックス値）をコントロールし、在庫がミニ値になるとマックス値まで補充するための発注を自動的

に行うシステムである。店舗ごとに催事や関連販売などを展開したい場合は、部門マネジャーな

どが前日に修正すれば反映できる。ＯＤＢＭＳの導入に伴い、かつてはパートタイマーなどが商品 

１人時売上高のデータは「食品商業」（２００４年７月号）から引用。売上高を１２カ月で除した月商額を月間総労働時

間の目安で割った数字であり、月間総労働時間数の目安は正社員とパートタイマー・アルバイトの合計数に３０日を

乗じ、さらに８時間を乗じて算出している 
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の販売動向を見て行っていた発注作業は激減し、店舗ごとの補充発注コストが３分の２になる一

方、発注精度は上がり、結果として欠品ロスも激減した。 

このほか同社では、売場変更や棚割管理をサポートする「インタクティクス」（Intactix）システム

や、商品の計画立案と品揃えを支援する「アーサーシステム」、商品の回転率に応じたＲＤＣ（在

庫型センター）・ＸＤ（通過型センター）の効果的組み合わせなども急ピッチで構築しつつある。 

「グローバル１０」を掲げるＡ社にとって、販売管理比率の低いローコスト運営は至上命題である。

同社は外資スーパーの低コスト管理を目標に、売上高比人件費９％（現在１２％強）の目標を掲

げ、少数精鋭で運営可能になる店舗の仕組みづくりを進めている。 

 

第２節 人事管理体系 

１ 人事理念と人事制度改革 

 

Ａ社は、｢国籍・性別・学歴・従業員区分にとらわれることなく、能力と成果に基づき公正に処遇

する｣人事管理体系を、３０年来運用してきた。しかし就業形態の多様化が進むなかで、「Ａ社と

従業員の継続的な発展、成長を支えられるものに変える｣ため、２０００年に新人事体系への転換

を労使で合意し、２００２年から改訂に取り組んできた（第３－２－１図参照）。 

 

第３－２－１図 Ａ社の近年の人事制度改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００２年２月、一連の改革の第一段階として、経営幹部層約１０００人の資格体系を、職能資

格制度から職務等級制度に変更した。賃金体系も、それまで３分の１を残していた、年齢給にあ

たる｢習熟給｣を廃止。同年８月には、一般社員についても、職能資格制度から役割（仕事）基準

の職能資格制度（職務職能資格制度）に転換し、賃金体系から年齢や勤続年数といった、年功

的要素の強い項目の排除に取り組んできた。これにより、ポスト（仕事）の必要数以上に高資格者

が発生していたという問題が解消に向かうとともに、 ポストと賃金のアンマッチの増大が抑えられる 

ＩＳＭプラン導入 
総 合 職 ,地 域 専 任 職 選 択 制 へ 

１９９３年 

職能資格制度 

新たな賃金体系導入 
基 本 給 +資 格 給 +習 熟 給 +業 績 給 へ 

新たな評価制度導入 
「目 標 達 成 度 評 価 」「営 業 数 値 達 成  
度 評 価 」「職 務 遂 行 能 力 評 価 」を導 入  

１９９４年 

１９９５年 

業績変動賞与導入 
１９９８年

２０００年 
新人事体系への転換 

を労使合意 

ＭＪ職制度導入転換
２００２年８月 

（０４年２月スタート）
コミュニティ社員制度導入 

一 時 金 に業 績 をタイムリーに反 映  

２００３年８月 
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第３－２－２図 Ａ社の人事制度改革のねらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こととなり、いわば同一職務同一賃金を追求する下地が整った（第３－２－２図参照）。 

Ａ社は２００３年８月、非正社員の人事制度改革にも着手した。それまではフレックス社員（パー

トタイマー）、キャリア社員（優秀パートタイマー）、契約制社員、アルバイトの区分で、資格・処遇

だけでなく就業規則まで別立てだった人事管理体系を、｢コミュニティ社員制度｣に一元化した。

コミュニティ社員と正社員の資格・評価体系は一本化し、コミュニティ社員も含む全社員が、同じ

教育、試験を受け、マネジャークラスまで（中小型店店長まで）登用され得るよう改めた。これによ

り、正・非正間の社員区分による役割や期待、教育・資格登用の機会といった違いがなくなるとと

もに、結果として同一職務同一賃金に近づくこととなった。 

 

２ 社員区分 

 

コミュニティ社員制度を導入後のＡ社の社員区分は、いわゆる正社員については、海外を含め

全国転居転勤がある｢Ｎ社員｣（ナショナル社員）と、国内を４ブロック（北日本、関東、中部、西日

本）に分けたうちの１つを選択し、そのなかでのみ転居転勤がある｢Ｒ社員｣（リージョナル社員）―

―で構成し、それ以外を転居転勤のない｢コミュニティ社員｣（パートタイマーなど）と、｢エキスパー

ト社員｣（薬剤師などの専門職）に分類した（第３－２－３図参照）。 

労働時間は、正社員とマネジメント層（Ｊ３資格以上、第３－２－４図参照）のコミュニティ社員が、

年間１９２０時間を基本に一カ月単位の変形労働時間制であるのに対し、オペレーション（Ｊ２資格

以下、同）層のコミュニティ社員は、売場長が年間１９２０時間以内、担当が月間１５０時間未満で

一日８時間上限・週４０時間上限となっている。コミュニティ社員は月間１２０時間以上で社会保険 

⑥人材の多様化・ 

・職 務 のマーケットバリューに合 わせた処 遇 が困 難  

・有 能 な人 材 の確 保 （外 部 ）やつなぎとめに問 題 発 生  

・グローバルスタンダードと異 なるわが国 独 自 の 

制 度 設 計  

・合 併 ・提 携 への柔 軟 でスピードを持 った 

対 応 困 難  

⑤成果主義の浸透 
・資 格 をベースとしたポスト管 理  

（降 格 のない職 能 資 格 制 度 ） 

 ・評 価 の中 心 化 傾 向  

（賞 与 、業 績 給 への成 果 反 映 少 ない） 

 ・勤 続 年 数 （年 齢 ）をベースとした各 種 制 度

（退 職 金 、年 齢 給 等 ） 

①職能資格制度の転換

④人材の

②総額人件費の見直し 

③固定費から 

・ポスト（仕 事 ）の必 要 数 以 上 に高 資 格 者 が増 える 

・ポスト（仕 事 ）と賃 金 のアンマッチが増 大 する 

 

・人 時 コストの高 止 まり 

 年 金 退 職 金 の積 立 て不 足  

 生 活 支 援 型 中 心 の福 利 厚 生 制 度  

 福 利 厚 生 費 の急 伸  

 右 肩 上 がりの賃 金 体 系  

・右 肩 上 がりの賃 金 体 系 （年 齢 給 部 分 ） 

 毎 年 の賃 金 改 定  

 降 格 のない職 能 資 格 制 度  

 賞 与 に占 める固 定 月 数 割 合 が高 い 

・経 営 者 、スペシャリスト育 成 プログラムと処 遇 の未 整 備  

・平 均 昇 格 スピードの鈍 化  

・10 年 次 以 上 人 数 の増 加  

・個 別 管 理 ・個 別 育 成 の体 制 不 十 分  

・現 行 の採 用 から育 成 までの一 連 の 

 システムの行 き詰 まり 

人材の位置づけ 組織風土 
・ 重要の経営資源 
・競争・差別化の 大源泉

・お客さま第一の組織行動
・チャレンジマインドの浸透
・継続成長する人材集団

早期育成と確保変動費への転換 

流動化への対応 
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第３－２－３図 Ａ社の新旧社員区分 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（男女構成） 

ナショナル（Ｎ）社員：約８５００人（男性７２００人、女性１３００人） 

リージョナル（Ｒ）社員：約４０００人（男性２８００人、女性１２００人） 

コミュニティ社員：約７万９０００人（うち女性約７万２３００人、男性約６７００人） 

※（うち旧・ローカル（Ｌ）社員からは約１８００人（うち女性約１６５０人、男性約１５０人）） 

 

適用となり、原則６カ月契約で６０歳雇い止めのところ、マネジメント層以上になれば１年契約更新

（６０歳雇い止め）となる。 

社員区分に応じて資格・職群（役割）上限が決まっており、Ｎ社員には制限がない（Ｓ職資格で

経営幹部まで可）が、Ｒ社員とコミュニティ社員はＭ職資格（Ｍ３）の、小型店店長以下マネジメン

ト層までとなっている。 

新人事体系の導入により、同社の社員区分は、身分的意味合いの強かったかつての「正社

員」「非正社員」から、「転居転勤する人」か「しない人」かに明確化した。新たな社員区分基準が、

労働時間の長さを含んでいないのは、「コミュニティ社員もマネジメント層になると、制度設計上は

月１２０時間、１４０時間勤務も可能だが現実にはおらず、実態として自発的に、正社員とほぼ同

じ１６０時間勤務となって｣おり、実質的な区分基準でなくなっているためである。 

社員区分の変更は制度化されており、Ｎ→Ｒが５年に一回、Ｒ→Ｎは一年に一回、意向調査が

ある。正社員⇔コミュニティ社員間の相互転換も、制度上可能であり、まずコミュニティ社員からは、

Ｊ３資格に達してマネジャー職に登用され、転居転勤要件が満たせるということであれば、年１回の

面接試験で正社員になることができる。該当者はまだいないが、個別に肩をたたいて中途採用枠

に応募してもらっていた旧来のやり方と比べれば、機会が保障されている。Ａ社によれば、いわゆ

る主婦パートタイマーの正社員への転換ニーズは高くないが、 近はフリーターなどがパートタイ
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マーの募集に食い込み、正社員への転換を希望する予備軍になっているという。一方、結婚や

育児、介護などを転換理由とする、正社員からコミュニティ社員への転換については、そのつど申

請してもらい、面談で状況を確認して認めている。 

Ａ社では、コミュニティ社員にも正社員同様の兼業規制がかかっている。コミュニティ社員にも

長期勤続を望んでおり、｢他社で働くくらいならうちで長く働いて欲しい｣という期待感の反映であ

る。実際、同社のパートタイマーの平均勤続年数は約１０年であり、女性正社員（１０～１１年）と同

等の長さになっている。 

 

第３－２－４図 Ａ社の資格体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 資格制度 

 

Ａ社の資格体系（第３－２－４図参照）は、経営幹部層が職務等級制度、正社員のＭＪ職とコミ

ュニティ社員のマネジメント層が役割（仕事）基準の職能資格制度、コミュニティ社員のオペレー

ション層がスキル基準の資格制度である。 

経営幹部層（Ｓ職）は１つの資格とみなし（Ｓ資格）、担っている仕事の大きさに応じてＳ１～Ｓ５

とＥＳの６つの等級を設けている。Ｓ資格の役割（対応職）には、経営者、戦略スタッフ（スタッフ部

長）、事業部長や商品部長、大型店店長などがある。 

正社員のＭ職とＪ職にはそれぞれＭ１～Ｍ３、Ｊ１～Ｊ３の３つの資格がある。Ｍ職には、課題達

成に向けたスペシャリティやマネジメント力の発揮が求められており、主に小型店店長や副店長、

統括マネジャー、マネジャー、商品部員、スタッフ、エリアマネジャー、ショップマスターなどの役割

を担う。Ｊ職は実務に強い売場マネジャーという位置づけであり、マネジャー、売場長、商品部員、
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本社スタッフ、エリアマネジャー、ショップマスターなどに就く。 

一方、コミュニティ社員のマネジメント層には、Ｊ３からＭ３まで４つの資格があり、店舗の職位は

中小型店店長や副店長・統括マネジャー、マネジャーやチーフなどを想定している。オペレーショ

ン層は、入社直後のフレッシャーから、職務Ⅰ～Ⅲ、Ｊ２～３の６つの資格があり、売場長まで昇進

することができる。以前は、パートタイマーは職務Ⅲまでしか昇格できない仕組みとなっていたが、

新制度では正社員と全く同じ登用試験で、Ｍ３資格までチャレンジ可能になった。なお、売場長

は売場単位の売上集計や商品・発注、要員配置などを担い、マネジャーは複数の売場で構成さ

れる部門内の、品切れ防止・発注責任までを負っている。 

入社後、正社員は一定期間、必ず売場へ配属され、担当からマネジャーをめざす。正社員はＪ

１（担当）を半年で終えるのに対し、コミュニティ社員はＪ１に相当するフレッシャーから職務Ⅲまで

をそれぞれ半年（フレッシャーのみ２カ月）かけて上がってゆく。つまり、正社員と非正社員の間の

コアメンバーへの参入障壁は取り除かれたが、参入（昇格）スピードには差をつけることができる仕

組みとなっている。コミュニティ社員の中には労働時間に制約のある者も多く、育成に時間がかか

るためである。 

正社員、コミュニティ社員を問わずＪ資格までは降格がないが、Ｍ資格になるとＭ資格内で降

格があり得る。また、飛び級制度があり、登用試験の優秀者は２ランク以上の昇格も可能である。

これまでは、通常どおり昇進すれば、４０歳で経営幹部層（Ｓ職）に到達できるイメージだったが、

飛び級制度によりＮ社員は制度上６年で、実際にも「早い人は入社後１２年で」、Ｓ職まで昇進可

能となっている。 

職種、職位については、正社員が年一回の自己申告を基に、能力や適性を勘案しつつ関連

ある部門（例えば紳士服から婦人服や子ども服へ）・職種を転々とするのに対し、コミュニティ社員

は一般的に、入社した単一部門のまま同じ職種で昇進してゆく人が多い。 

登用試験は、正社員のＪ１資格内には筆記＋面接試験があり、コミュニティ社員のフレッシャー

から職務Ⅲまでは実技検定のみである。この間、正社員、コミュニティ社員を問わず、「Ａ社ナビ」

と呼ぶ e-learning システムを用いて学習する。その後、正社員のＪ１→Ｊ２、コミュニティ社員の職務

Ⅲ→Ｊ２への昇格は筆記と実技、Ｊ２→Ｊ３は筆記と面接、Ｊ３→Ｍ１へは筆記と面接、人事評価を年

一回実施する。受験は正社員、コミュニティ社員とも同一の会場で行う。 

コミュニティ社員の現在の 高職位は、小型店の統括マネジャーである。同社は２００５年にか

けて、コミュニティ社員の役職登用を１０００人程度まで増やしたい意向である。従来、｢ここまでの

役割・仕事はパートタイマーには無理｣といった意識があったことは否めないが、パートタイマーを

役職に登用する難しさはむしろ、パートタイマー側の基幹化意欲が期待するほど高くない点にあ

る。Ａ社によれば、パートタイマーの大多数は時間の余裕を活かして収入を得たい人であり、自ら

進んで責任の重い役職に手を上げる雰囲気は乏しい。同社では、コミュニティ社員のやる気を見

計らって｢やってみませんか｣と声をかけ、昇格・登用試験の受験を促している。 
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４ 賃金制度 

 

Ａ社の賃金体系（第３－２－５図参照）では、経営幹部、正社員ＭＪ職、コミュニティ社員マネジ

メント層は日給月給制である。経営幹部層の月例賃金は基本資格給＋職務給＋通勤手当、住

宅助成金（子女教育手当は１０数年前から廃止）、正社員ＭＪ職は資格給（９）＋能力給（１）＋通

勤手当、地域手当、住宅助成金、子女教育手当、店長手当で構成している。資格給は資格ごと

に同一額のシングルレート、能力給は一資格内での若干の能力差を反映するものであり、能力

給があることで、同一資格内の賃金が上がり続けない（下がることもある）仕組みとなっている。か

つて、正社員には習熟給という年功要素があり、平均的な評価さえ取っていれば、賃金表に沿い

７～８年間は自動昇給していた。しかしその割合も近年は１／３まで縮小し、さらに今回の改訂に

より自動昇給は３年で打ち止めとなって、｢昇格なくして昇給なし｣（だが昇格する場合の昇給幅は

大きい）が徹底されることとなった。 

コミュニティ社員のマネジメント層の月例賃金は、資格給（７）＋職位給（２）＋能力給（１）＋賞

与＋通勤手当で構成している。正社員は資格と役割が絶対連動しているのに対し、コミュニティ

社員は必ずしもそうなっていないため、正社員でいう資格給（９）が資格給部分（７）＋職位給部分

（２）に分かれており、相当職位に就いていない場合は、職位給の部分が減額になる。コミュニティ

社員のマネジメント層の月例賃金は、｢水準ベースで（同一資格・同職位にある）Ｒ社員の約９０％

を確保するよう設定｣しており、Ｒ社員はＮ社員の９５％相当であることから、同一資格・同職位に

あるＮ社員：Ｒ社員：コミュニティ社員の賃金比は、１００：９５：８５の水準になる見当である。 

 

第３－２－５図 Ａ社の賃金体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、コミュニティ社員オペレーション層の賃金体系は時給制であり、採用時給＋部門給（紳

士、水産といった部門の違い）＋地域給（地域（店舗）による賃金市場格差）＋資格給（資格の違

い）＋職位給（売場長などで定額）＋評価給（５段階評価で０～＋５０円。下がることもある）＋時

間帯加給＋曜日加給――で算出する。 
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賞与については、正社員には基準部分４カ月＋業績変動部分０～２カ月が支給されるのに対

し、コミュニティ社員マネジメント層は基準部分３カ月＋業績変動部分０～２カ月であり、コミュニテ

ィ社員オペレーション層は担当が年間１カ月、売場長が年間２カ月ベースとなっている。 

薬剤師などの専門職であるエキスパート社員については、社内資格による格づけという形をとら

ず、毎年の職務契約時に市場価値、実績、技能レベルを見て処遇を個別に決める、年俸制に近

い形を採っている（月給の形態で支払う）。 

 

５ 教育制度 

 

Ａ社は２００１年、｢教育は 大の福祉｣であるとの考え方に基づき、すべての社員が同じ教育

機会を受けられるよう、教育体系を整理した（第３－２－６図参照）。それまで非正社員については、

ビデオテープによる視聴覚教育や各種マニュアルによるＯＪＴにとどまっていたものの、正社員との

統合に踏み切った。コスト増が見込まれるにもかかわらず、統合が可能になった背景については、

同社がすでに１９６９年に企業内大学、１９９２年に企業内大学院を設置し、正社員についての教

育ノウハウを充分、蓄積してきた点を指摘することができる。同社は教育コストをかける意義につい

て、「１万３０００人の正社員の中からだけよりも、１０万人の全社員から優秀な人を探す方が当然、

良い人が見つかるという発想だ」と説明する。 

新たな教育体系では、現場の OJT を基本に店内スクーリング、職務別研修、e-learning が受け

られるほか、マネジャー（Ｍ職）以上になると、コミュニティ社員でも｢キャリアは自ら切り拓く｣を基本

に、Ｏｆｆ－ＪＴも受講できる。Ｏｆｆ－ＪＴには、専門的な知識スキルを学ぶビジネススクールのほか、

国内外研修などがある。 

 

第３－２－６図 Ａ社の教育体系 
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６ 評価制度 

 

Ａ社では、正社員とコミュニティ社員のマネジメント層には、目標管理制度を導入しており、上

司と協議のうえ可能な限り数字で示した目標を立てさせている。売上数値、オペレーション、部下

育成の３項目について、年に２回（半期ごとに）点数化し、能力給や賞与、Ｍ職以上の降格に反

映（能力給については年１回）する。同社は評価基準について、｢正社員、コミュニティ社員とも同

一｣と説明している。 

非正社員のオペレーション層については、職務Ⅰ以上で、勤務実態、技術、貢献度をベース

に目標を立てさせている。売上数値目標はないが、例えば生鮮商品などの品出し業務のみの場

合は、一時間に３０パッキン出せるようになるといった具合に、いくつかの項目を設定させる。評価

は半期ごとに行い、評価給として０円～５０円の範囲での６段階で、半年ごとに時給に反映（昇・

降給）する。 

 

第３節 Ａ社にみられる均衡処遇 

１ 均衡処遇の対象と内容 

 

新人事管理体系への移行にあたり、Ａ社が配慮したコミュニティ社員と正社員の均衡は、結果

として正社員と同じ月１６０時間勤務になるという、Ｊ３資格・マネジャー職以上のコミュニティ社員を

対象に、同一資格・同職位にある、正社員のとくにＲ社員と比較して、処遇のバランス化を図ると

いうものである。 

バランス化の内容は、①賃金の支払形態が正社員と同様、日給月給制になる②月例賃金の

決定方式が、正社員とおおむね同じ資格給（９）＋能力給（１）＋手当になる（おおむねというのは、

正社員は資格と役割が絶対連動しているのに対し、コミュニティ社員は必ずしもそうでなく、資格

給を資格給（７）＋職位給（２）で構成していることを指す）③月例賃金の全体水準ベースで、同一

資格・同職位にあるＲ社員の約９０％を確保するよう設計している④賞与についても正社員と同じ、

基準部分＋業績変動部分０～２カ月で構成し、少なくとも基準部分を３カ月とし、正社員（４カ月）

の３／４を確保している――の４点に集約できる。 

一方、こうした処遇のバランス化に努力してもなお、①手当関係（マネジャー職以上のコミュニ

ティ社員でも通勤手当のみで、Ｒ社員には地域手当、子女教育手当、住宅助成金などがつく）②

退職年金の有無（コミュニティ社員にはつかない）③福利厚生の適用（コミュニティ社員にも従業

員買物割引は適用になるが、共済制度、財形貯蓄制度や社内預金制度は、現在のところ適用さ

れない）④契約期間の定めは、正社員が無期なのに対し、コミュニティ社員はマネジャー職以上

でも 1 年更新――の４点に関しては、異なる処遇要素として残されている。ただ、このうちの福利

厚生について、同社は｢本来は合わせるべきであり、２００５年にかけてやってゆかなければならな

い課題だと考えている｣と話している。 
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Ａ社は、｢同じ５年でも一箇所にとどまるのと転々とするのでは、成長の違いが明確に出てくる｣

ため、事業や店舗のスクラップ＆ビルドが相次ぐなか、転居転勤要件はキャリア形成に不可欠だ

としている。そして同一資格・同職位でも、正社員とコミュニティ社員ではこうした処遇差が残る理

由については、｢転居転勤するとしないでは、それなりの価値観の差もあるため、合理性・納得性

の得られる範囲と考えている｣としている。 

新制度では、正社員のＭＪ職とコミュニティ社員マネジメント層の間の競合が想定される。この点

について同社は、「同じ役職でも正社員とコミュニティ社員では求めるものが違う」と指摘する。例

えば同じマネジャーでも、正社員には複数店舗で培ったカンや経験、収益性などの観点がより強

く求められるのに対し、コミュニティ社員には地域の生活情報や地域特有の季節感などを加味し

た店舗の安定的運営が期待されている。また、｢店舗ごと採用のコミュニティ社員がＭ職に育つま

でには 低でも５～６年を要し、その頃には同職にいたＲ社員には、新設店などへ転勤してもらう

ことになる｣とみている。一方、Ａ社労組も「コミュニティ社員にマネジャーまで任せるのなら、処遇も

合わせるのが当然だと言えるのは、弊社が拡大戦略を採っており、ポストの増加が見込めるから

かもしれない」と話しており、積極的な拡大戦略で次々と生まれる新たなポストが、役職づきパート

タイマーの量的拡大を促していると言える。 

 

２ 均衡処遇に不可欠な社員区分の適正化 

 

Ａ社の旧社員区分では、正社員のなかに転居転勤のないＬ（ローカル）社員がいたものの、新

人事体系への移行に伴い、これはコミュニティ社員に切り換わることとなった（第３－２－３図参照）。

その理由は、社員の区分基準が、身分的意味合いの強かったかつての｢正社員｣｢非正社員｣か

ら、転居転勤の可否という働き方の実態的違いに移ったためであり、また、年功要素を縮小してき

た賃金体系でみても、資格上限に張り付きながら、賃金は年功的に積み上げてきたＬ社員のカー

ブが、役割からみて１割程度、割高になっていたためである。 

Ｌ社員はバブル崩壊前の１９９０年頃まで、原則自宅通勤で大量採用してきた主に高卒・短大

卒の女性である。同社によれば、当のＬ社員からは、「パートタイマーになるなんて世間体が悪い」

「パートタイマーとはそもそも会社への貢献度が違う」といった強い抵抗感の表明があった。そこで

移行にあたっては、①無期契約のまま退職年金を持ち越す②３年間は現給を保障し、その後３

年かけてコミュニティ社員の給与水準へ下げていくものの、その間に資格を１つ上げれば賃金減

少分（年収の約１割）は充分吸収できる――といった経過措置を施して、Ａ社労組の協力も仰ぎ

つつ納得を取り付けたという。新制度への移行に際した、２００４年２月の登用試験では、コミュニ

ティ社員（旧Ｌ社員含まず）から７２人がＪ３資格に合格し、そのなかから同７月、８人がＭ１資格所

持者になった。同社は「この結果にＬ社員にも火が点いた感じだ」と話している。 
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３ 均衡処遇の牽引力と正社員の今後 

 

Ａ社が｢非正社員｣という呼称をやめ、正社員と同じ土台で優秀なコア人材を育てるという方針

に転換したのには、主に２つの要因がある。一つは「年齢、国勢、性別に関係なく同一価値労働

同一賃金を実現する」という、トップの強い意思である。この点については、Ａ社、Ａ社労組がとも

に「決定打」として強調する。そしてもう一つは、同社が「制度の導入前後で人件費の増加がな

い」、「原資的な観点からは、めざすというより実態を制度にした結果、そうなったところがある」と指

摘する、現場で先行する基幹化に処遇が追いついてきたという方向性である。 

Ａ社は２００２年から３年間、業務の合理化を進めるとともに、既存社員の雇用を守りつつ人員

構成を変革することを理由に、新卒採用を原則見送る一方で、新規出店を続けてきた。そのため

現場の正社員数は限られるようになり、「任せられるものなら、パートタイマーにもどんどん任せた

いのが心情。正社員で職域を囲い込むような発想、余裕はなかった」（同社労組）。そして「パート

タイマー主任」が増え始め、正社員並みに１５０時間程度働く者が現れると、「現場からは相応の

賃金を支払ってもいいのではないかという声が上がり始めた」という。そうして「個別に（高い）時給

を獲得するパートタイマーが全国で３００人にも達し、制度の抜本改革が必要になってきた」。 

パートタイマーの質的基幹化とともに新制度を導入し、｢パートタイマー比率を上げても基本的

に人件費は大きく変わらなくなってきている｣という現在、Ａ社は今後の正社員の役割について、

｢仕事の標準化が進み、コミュニティ社員にどんどん任せやすくなっている分、できるだけ早い昇

進とマネジメントへの専念が求められている｣と話す。国外でも加速する出店増を支える人材確保

に向けて、同社は２００５年春から新卒採用（大卒約２００人、通年（中間）約２００人）の再開を予

定している。学歴制限はないものの、結果として大卒を中心に、Ｎ社員の採用に絞る形である。 

 

第４節 労働組合の概況 

１ パートタイマーの組織化状況 

 

Ａ社労組は１９７２年３月に結成し、現在の組合員総数は約１万７９００人（２００４年末時点）。こ

れまでは正社員のほか、｢非正社員｣のうちキャリア社員約７００人を組織化していたが、｢コミュニ

ティ社員制度｣の導入から半年後の２００４年８月、同労組はコミュニティ社員のうち、Ｊ３・Ｊ２・職務

Ⅲ・職務Ｓかつ社会保険適用者（＝月間１２０時間以上勤務）の約４３００人を、新たにユニオンシ

ョップで組織化し、「組織率２は一気に４ポイント高まり１７.８％となった」。今後、組合の当初案で

は、｢２００６年度中までに、総組合員数は６万人を超える」見込みである。 

２
Ａ社と、後述するＢ～Ｅ社の労組組織率は、当該労組の説明の数字をそのまま記述している。各労組はおおむね、

いわゆる正社員のうち労働協約により決められた組合員範囲の社員数に、パートタイマー数を加えて分母とし、分子

は組合員数としている。しかし、企業によっては嘱託なども分母、分子に加えている組合もあり、この定義は厳密なも

のではない。 
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組合費はチェックオフで、徴収基準は正社員かコミュニティ社員かを問わず、月例賃金×１.８

０％（年間１２回）＋一時金×１.００％（年間２回）である。同労組ではコミュニティ社員も、義務が

同じ代わりに権利も同じであり、組織化直後の定期大会では、コミュニティ社員の非専従中執が

すでに一人誕生している。コミュニティ社員を「同じ職場に働く仲間」と位置づける、同労組の基

本的なスタンスが顕れている。 

 

２ パートタイマーの組織化理由 

 

Ａ社労組によれば、コミュニティ社員を組織化した直接的な動機は、１０年前に５０％を超えて

いた組織率が、２０％を下回るまでに落ち込んできたことにある。だが、加盟する上部団体の方針

もあり、パートタイマーの組織化自体は以前から検討してきたものの、同労組は今回のタイミング

で踏み切った理由について、以下の３つを指摘する。 

一つは、これまでもパートタイマーに対するアンケート調査を行ってきたが、作らないでくれ・入り

たくないという声がない一方、是非作ってほしい・積極的に入りたいという声もなく、そうしたなかで

組合運動の質が、変容してきたことである。Ａ社労組によると、運動の中心が賃上げメインの中央

集約的なトップダウンから、日常的な課題の解決を優先する、支部内自決をより重視する方向に

移行したことが、少なからずパートタイマーの組織化に影響を及ぼしたという。 

二つめは、「企業業績を反映して職場風土が悪くなり、会社との信頼関係が弱まるなかで、社

員の４分の１でしかない正社員だけが守られればいいとは考えられなくなってきた」ことである。同

労組は｢作業効率を上げるのは当然だが、結果として仕事は上から降ってくると従業員が感じる

状態になってしまった。指示する人・される人の構図の下で完全な縦割分業となり、企画して仕入

れて売り上げるという小売本来の仕事の面白さが失われ、不満感、徒労感が拡がってきた」と話

す。また、早い昇進は可能になったが、知識も経験も不足している若手を周囲がフォローし切れ

ず、孤立している状況も中にはあるという。Ａ社労組は、「解決には全社員レベルからの声と知恵

が必要になった」と説明する。 

三つめには、｢正社員にパートタイマーに対する防衛感のような否定的態度が、ほとんどなかっ

た」ことが関係している。同労組は従来から、正社員の組合費から交通費などを支給して、競合

店を視察する流通セミナーなどに、パートタイマーも積極的に参加させてきた。同社は他社に比

べ、短時間パートタイマーの比率が高いこともあり、正社員のパートタイマーに対する抵抗感は、

ほとんどないという。 

 

３ パートタイマーに係る運動方針 

 

Ａ社労組は組織化にあたり、賃上げや共済制度などを前面に押し出すのではなく、｢５つの出

来マス！｣を掲げた。①｢したい！｣思いが｢できる！｣になります（例えばパーソナルカラー徹底講
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座など）②仲間の輪が広がります（職場集会やまるごと国内流通視察セミナー、よこわりくるまざ討

論会、ほんねで考える会など知識や友人が得られます）③｢あなたの声｣が活かされます（賃金や

労働時間などの交渉権が発生します）④相談相手が増えます（相談ダイヤル）⑤今の生活、将来

の生活の不安を回避する知恵を提供します（産別、グループの共済制度が受けられます。このほ

か年金・積立共済、医療共済、総合レジャー共済など）――の５つである。これらを載せたミニパ

ンフレットを作り、勧誘方法は原則、各分会の独自に任せた。 

同労組によれば、コミュニティ社員を組織化したとはいえ、退職年金など正社員との間に残る

処遇差を一気に解消していこうという動きが、加速しているわけではない。むしろ「労働条件では

なく、働き甲斐・やり甲斐のある職場づくり」を優先課題に位置づけている。２００４年度の運動方

針をみると、コミュニティ社員の処遇に関係する取り組みとしては、｢貢献度に見合った総合的労

働条件が世間水準を満たしている｣と盛り込んでいる。具体的には、｢機会は均等であり、処遇決

定のルールが公平であり明確になっている｣｢ルールの運用に関して疑義・苦情があれば、申し出

て対応されている。そのことによって不利益な扱いを懸念することがない｣――ことの追求を掲げて

いる。 

Ａ社労組は「ある一定ラインを切るとコミュニティ社員も処遇に不満を持つだろうが、業界水準

でみて現在、弊社はそういう状況にない」とみており、「それよりも働いていて楽しい、成長感やや

りがいが持てるといった、正社員と同じ方向性をめざしたい。正社員の中にもまだ、コミュニティ社

員の活躍に理解を示していない現実もあることから、意識改革はどんどんやってゆきたい」と指摘

する。だが勧誘を進めるなかで、時給の引上げや労働時間の長さの安定性を求める声があがっ

てこなかったわけではない。そのため、同労組は当面、コミュニティ社員に一定の労働時間を確

保するよう春闘で要求してゆく意向である。しかし、時給の一律引き上げについては、地域が主

導権を持つカンパニー制を採るようになったこともあり、いまは馴染まないと考えている。 
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第４章 

パートタイマーと正社員で人材活用体系を統合 

―大手総合スーパーＢ社の事例― 

 

第１節 企業・店舗の概況 

１ 企業概要 

 

Ｂ社（本社：神戸市）は１９５７年、１号店「主婦の店」からわずか１５年あまりで小売業売上高の

日本一まで急成長し、価格破壊をめざす創業者独自の「安売り哲学」に基づき、流通改革をリー

ドしてきた。１９８０年には小売業で初めて、年商１兆円超を達成した。駅前などの好立地に点で

展開する、地価含みの出店戦略を得意とし、 盛期はリテイル事業（ＧＭＳやコンビニエンススト

ア）からファイナンス（金融・保険）事業、サービス（外食、レジャー・ホテル）事業、ディベロッパー

（不動産・建設）事業と、積極的にグループ事業を拡大した。 

しかしバブル崩壊後は消費不況に直撃され、１９９４年の四社合併から有利子負債を増やし始

め、１９９５年の阪神大震災による被害も大きく影響して、１９９７年度には上場以来初の経常赤字

に転落した。経営建て直しのため、２００１年に創業者が退任し、主力銀行の主導のもと、２００２年

から「新３カ年計画」がスタートした。その後、外食、ホテル、百貨店事業などからの撤退を進める

とともに、不採算事業の整理・統廃合や、３次にわたる希望退職者の募集（総勢３２００人あまり）、

子会社の清算などを進め、店舗数２６３店、連結子会社数１３３社まで縮小した。計画通りに財務

体質を改善してきたものの、次期中期計画を策定中の２００４年１０月に、自主再建を断念。産業

再生機構の活用を決定した。 

２００３年度決算（単体）において、営業収益は約１兆４３０２億５６００万円（前年比８.２％減）、

営業利益は約１３７億３０００万円（同１１.８％減）、経常利益は１６６億４５００万円（同１４.６％減）で

ある。店舗数（単体）は２６６店、総売場面積は約１８９万２３００㎡、１㎡あたりの売上高は７３万円

である。 

従業員構成は、正社員が約１万１９０人（うち男性約８０１０人、女性約２１８０人）、パートタイマ

ー・アルバイト（８時間換算）が約２万９１５０人。パートタイマー・アルバイト比率は約７４％で、一人

一時間あたりの売上高は約１万２１４２円である。 

 

２ 店舗構成 

 

Ｂ社の店舗は、総合小売スーパー小型店の場合で、店長のもとにレディス課、チャイルド課、デ

イリー課など全１６課、営業サポート担当副店長の下に営業サポート課、顧客サービス・総務担当

副店長の下に顧客サービス課、後方サポート課を配し、各課は課長、（課長）代行、カテゴリーご

との担当者で構成している。いわゆる正社員の８割は店舗に配属されており、主に店長、副店長、
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課長に就いている。一方、いわゆる非正社員の課長は十数人、代行は１５０人程度となっており、

約９８％は担当者レベルにある。 

 

第２節 人事管理体系 

１ 人事理念と人事制度改革 

 

Ｂ社は本格的な複線型人事体系を志向しつつ、ほぼ６～７年ごとに人事制度改革を行ってき

た（第４－２－１図参照）が、数次にわたる早期希望退職で正社員数が限られるなか、営業力強

化に向けて２００２年３月、「ＣＡＰ（Contｒact of All Partner）制度」の導入に踏み切った。ＣＡＰは、

同社が求める働き方の要件に見合った処遇で、全社員を区分し直す契約概念である。同社では

ＣＡＰを通じ、「できる人（能力のある人）・やりたい人（ヤル気のある人）」に役割機会を付与するた

め、ＣＡＰ間の賃金の整合性に配慮した。旧社員区分・資格体系（第４―２－３図参照）では、雇

用・勤務地区分に役割と賃金が連動していたため、いわゆるパートタイマーが役職に就くことはな

く、能力を発揮するチャンスは限られていた。また、とくに女性社員の中には、職位に自ら上限を

課してしまう傾向が少なからずみられたという。そこで同社はむしろ、従来の雇用区分を取り払うこ

とで、「処遇ありきの配置・登用から、人材ありきの抜擢へとパラダイムの転換を図った」（Ｂ社）。 

 

第４－２－１図 Ｂ社の人事制度改革の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 社員（契約）区分 

 

ＣＡＰ制度に基づくＢ社の社員（契約）は、会社が求める働き方の２つの要件①フルタイム（週４０

時間勤務）か、パートタイム（週３０時間以上３８時間上限、週２０時間以上週３０時間未満、週２０

時間未満）かの勤務形態②転宅を伴う異動の有無――を基準に、それに見合った処遇で①ゼネ

１９７６年～ 職能資格等級制度 ・・・基本給は職能給（５）+本人給（５）（３０歳時点） 

１９８４年   人事制度改革「ＳＰＡＲＫ ＰＬＡＮ」 
・・・子どもの教育や持ち家など社員の価値観や地域志向を尊重し、 

限定勤務地制度を導入：職能給（５）+地域別本人給（５） 

１９９０年   人事制度改革「ＳＰＡＲＫ ＰＬＡＮⅡ」 
・・・正社員に職務・役割別の３つのコースを導入 

本格的な複線型人事制度をめざす 

１９９７年   人事制度改革「オレンジプラン２１」 
・・・職務・役割別のコースを２つ追加するとともに 

正社員に従来からの能力・業績評価に加わるＪＯＢ評価と、 
仕事給、業績賞与制度を導入：地域別本人給（５）+仕事給（５） 

２００２年～ 新たな社員区分「ＣＡＰ制度」導入 
・・・正社員、パートを問わず新たに４つの社員契約概念に仕切り直し 

地域別本人給を年齢でなく資格依存型のベース給に改めた 
：地域別ベース給（４）+資格給（４）+役割給（２） 
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ラルキャップ②キャリアキャップ③アクティブキャップ④プロフェッショナルキャップ――の４つのタイ

プに分けられている。 

まずゼネラルキャップは、転宅可能でフルタイムで働ける人材であり、従来の正社員に相当す

る。近年は労働時間より営業時間が長いため、ここでいうフルタイムの概念は、土日・祝日にかか

わらず会社都合に応じた時間帯でシフト勤務が可能という、労働時間の融通性を意味している。

ゼネラルキャップは期間の定めのない雇用契約の形（定年制）であり、管理職は職務価値に基づ

く年俸制、一般職は仕事・役割を中心とした月給制である。 

 

第４－２－２図 Ｂ社の社員（契約）区分 

 

（人員構成） 

ゼネラルキャップ：約１万人（男性約８１００人、女性約１９００人） 

キャリアキャップ：約３００人 

アクティブキャップ：約４万人 

プロフェッショナルキャップ：約２５０人 

 

次に、フルタイムで働けるが転宅不可のキャリアキャップは、有期契約（１年）であり、年功要素

の全くない実質年俸制である。ただ、賃金の支払形態は例えば今後、週３日勤務といった新たな

就業形態にも対応できるよう、日給月給制となっており、退職金の前払い分も含まれている。キャ

リアキャップは、いわば正社員といわゆるパートタイマーの中間形態にあたり、Ｂ社としても「正社

員ほど強いコミットメントまでは求めない人材像をイメージした」という。 

パートタイム勤務で、転宅できないアクティブキャップ（Ａ１～Ａ５）は、いわゆるパートタイマーに

相当する区分である。有期（Ａ１・Ａ２は６カ月、Ａ３～Ａ５は１年）契約更新・６０歳雇い止めであり、

時給制だが後述のように、ゼネラルキャップ、キャリアキャップと「能力同等なら処遇も同等水準」

が確保される。 
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プロフェッショナルキャップは、薬剤師など高度な技術、技能を持つ人材のほか、例えばパート

タイム勤務で転宅不可であっても、Ｂ社が特別に契約したいと考えるような人材枠である。フルタ

イムとパートタイムの比率は１対３となっており、有期（１年）の個別契約で、賃金は技能や公的資

格を評価し、市場価値によって決定する完全年俸制である。このほかＢ社の社員区分としては、

催事などの繁忙期に雇う臨時アルバイトなどがある。 

以前、正社員は限定勤務地制度のもと、大きく３つの社員区分に分かれていた（第４－２－３図

参照）が、うちナショナル社員（全国転勤可）とリージョナル社員（全国７地域内でのみ転勤可能）

はゼネラルキャップ概念に相当し、スムーズに移行した。また、いわゆる主婦パートタイマーや学

生アルバイトなどはアクティブキャップ、嘱託などがプロフェッショナルキャップへ、さらに優秀パー

トタイマーの枠組みだった「定時社員」から積極的に昇進を考える人や、共稼ぎの正社員でどうし

ても転居できない人などが、キャリアキャップに移行した。 

正社員にはこのほか、転居転勤がなく、異動も９０分通勤圏内に限るホーム社員の区分もあっ

たが、契約概念の変更で「転宅のない正社員はあり得ないフレーム」となり、また「例えば岩手県

にはもう盛岡店しかなく、事実上、店舗間の異動さえない」者も出てきてしまったことから、社員（契

約）区分としては消失を余儀なくされることになった。ホーム社員は主に高卒・短大卒女性に自宅

通勤を保証し、当該地域で販売担当業務のエキスパートをめざしてもらう社員枠として機能してき

たが、「新制度導入を理由に、キャリアキャップかゼネラルＮ・Ｒになるのかの選択を強いるのは難

しく」、また逆にＮ・Ｒに転じると言われても対処しにくい状況もあったことから、ホーム社員約１０００

人は当面は、ゼネラルキャップ待遇に内包されることになった。同社によれば、制度導入前に４：

４：２だったＮ：Ｒ：Ｈの社員数分布は、その後の希望退職などを経て現在は６：３：１となっており、

ホーム社員は自然減により、いずれ解消の見込みという。 

 

第４－２－３図 Ｂ社の旧社員区分・資格体系 
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仕事に求められる要件にマッチする人材、 
出来る人材を配置・登用 

～ 

<本部> 

支配人 
店長 

副店長 

課長 

代行 
カテゴリーマスター 

担当者 

カテゴリー毎に 
求められる 
仕事を明確化 
 

 

特定の職務に応じた 

処遇で個別に契約 

（店長・薬剤師等） 

Ａ５ 

Ａ４ 

Ａ３ 

Ａ２ 

Ａ１ 

Ｃ５ 

Ｃ４ 

Ｃ３ 

アクティブ キャリア 

Ｇ３ 

Ｇ４ 

Ｇ５ 

Ｇ６ 

Ｇ７ 

Ｉ 

ＸⅢ <店舗> 

スタッフ 

課長 

本部長 

部長 

参与～ 
副主事 ゼネラル 

プロフェッショナル 

ＣＡＰ制度は働き方の変化に応じ、契約区分間の往き来（アクティブキャップ⇔キャリアキャップ、

キャリアキャップ⇔ゼネラルキャップ）ができるよう設計されている（アクティブキャップは後述する資

格体系の、Ａ３以上で可能になる）。同社は制度設計当初、アクティブキャップからキャリアキャッ

プへの応募が殺到するのではないかと懸念したが、予想したほどの転換希望がなかったことに意

表をつかれたという。同社では「主婦パートタイマーなどの大半は、自分の生活に合わせ、家計補

助で働ける点に魅力を感じており、契約区分間を渡り歩くニーズは多くない」とみて、キャリアキャ

ップの募集にあたってはむしろ地元のフリーター層を見込み、「ゼネラルキャップに転換すれば店

長にもなれる、『人生が変わるかもしれないＢ社のパートタイマー・アルバイト』」をキャッチコピーに

採用している。 

 

３ 資格制度 

 

Ｂ社の資格制度（第４－２－４図参照）は、ゼネラルキャップの管理職が職務分類制度で、一般

職レベルはキャップを問わず、職務・職能資格制度となっている。職務・職能資格制度は社員

（契約）区分ごとに別建てではあるものの、同水準資格間の要件を合わせているため、求められる

要件に適合すれば、キャップを問わず役割（職務）に配置・登用される。 

具体的にみると、ゼネラルキャップに役割上限はなく、Ｇ３（担当者～代行・ショップマスターレ 

ベル）→Ｇ５～６（課長レベル）→Ｇ７（副店長レベル）→Ⅰ～ＸⅢ（支配人や店長までの管理職レ 

 

第４－２－４図 Ｂ社の新資格体系 
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ベル）までの対応資格がある。これに対し、アクティブキャップとキャリアキャップには役割上限があ

るが、Ａ１～Ａ３（Ｃ３）資格は担当者、Ａ４（Ｃ４）は代行・ショップマスターに対応し、Ａ５（Ｃ５）にな

れば課長まで昇進することができる。かつていわゆるパートタイマーは上位（旧定時社員）になっ

ても、下位パートタイマーを指導するにとどまり正社員と役職を分け合うことはなかった。この点で

新旧制度は大きく異なるが、制度導入後２年を経て、実態としてアクティブキャップの課長は顧客

サービス課長（いわゆるレジ責任者）など数ケースにとどまっており、同社では「これまでの固定観

念がまだ、払拭しきれていない」とみている。 

また、アクティブキャップやキャリアキャップであっても、店長など管理職クラスの実力があると認

められ、プロフェッショナルキャップへのキャップ転換に応じれば、さらに上位まで昇進が可能にな

る。その意味で、制度上は全キャップに店舗幹部までの登用機会が与えられている。実際、これ

までにパートタイマー出身の副店長も誕生したが、家庭の事情からその職位を降りることとなり、同

社ではパートタイマーに役職を任せる難しさも感じている。アクティブキャップやキャリアキャップの

上位昇進に、あえて契約更改を求めるのは、あくまで契約概念を徹底するためである。 

なお、新卒者はゼネラルキャップのＧ４資格からスタートし、昇格は 短１年でＧ５、同２年でＧ６、

同４年でＧ７、同６年で管理職――といったキャリアイメージを描くことができる。一方、アクティブキ

ャップの中で資格を上げるには、①半期ごとの認定チェックリスト（主に売り場管理、発注・プライス

カード、販売促進、競合対策など）で連続してＡ評価を受ける②A１→A２へは週２０時間以上勤

務可能、A２→A３へは週３０時間以上勤務可能かつ昇格試験合格――という要件をクリアする必

要がある。 

 

４ 賃金制度 

 

Ｂ社の賃金体系（第４－２－５図参照）は、基本的に社員（契約）区分ごとに別建てであり、ゼネ

ラルキャップは月給制（経営幹部は年俸制）、キャリアキャップは年俸制、アクティブキャップが時

給制となっている。だが、各契約区分間の異動がよりスムーズに実現できるよう、賃金体系の間に

は整合性が図られており、賃金構成をおおむねベース部分＋資格部分＋役割部分に合わせて

いるほか、一部の賃金項目に限り水準にも配慮している。 

具体的にみると、ゼネラルキャップの賃金はベース給＋資格給＋役割給＋家族・都市住宅ほ

か手当で構成しており、基本給の構成比はＧ５レベルでベース給：資格：役割＝４：４：２となって

いる。ベース給は標準生計費や物価水準などをベースに、G３のみ地域に年齢を加味し、G５以

上は地域別にシングルレートで設定している。資格給は各資格（G３、G５、G６、G７）要件の遂行

度に応じて一定期間昇給するものであり、昇給期間は 短５年、 長１８年で設定されている。役

割給は職務の遂行度に基づいて年度ごとに決定し、代行５０００円～１万５０００円、課長１万円～

６万円、BY・スタッフ０～７万円――（担当者には支給せず）の範囲で、毎期の評価に応じて若干

アップダウンするレンジ型である。 
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正社員の賃金はかつて、本人給＋職能給＋役職手当＋家族、都市住宅ほか手当で構成し、

うち５割を年齢、地域、世帯状況別に設定される生活保証的要素の強い本人給が占めていた。

世帯主は４８歳、非世帯主は３０歳でそれぞれ頭打ちという定昇も実施されていたが、新制度の

導入に合わせ２００３年度からは、資格を上げない限り賃金の上昇は見込めない（１８～２４歳を除

く）、ベース給へ移行した。同社の賃金体系は、すでに６～７割が役割ベースに衣替えしているが、

今後さらに資格給のウェートを徐々に減らし、役割給へのシフトを視野に入れている。 

キャリアキャップの賃金については、キャリアベース給（地域別）＋資格給（C３、C４、C５）＋役割

給＋技能職手当・薬剤師手当――で構成し、「全体水準として同資格・同役割にあるゼネラルキ

ャップと同等（転宅リスクの有無に伴う若干の格差がある）水準を確保するよう」設計されている。 

アクティブキャップについては、ベース部分（基本時間給（店舗ごとに地域相場を勘案して設

定）＋職種加給（レジ、フィッシュ、デリカ、ミートなど業界水準）＋時間帯加給＋日・祝加給）＋ア

クティブ資格加給（A１、A２、A３、A４、A５）＋役割加給＋技能職加給・薬剤師加給――で構成し

ており、うち役割加給は正社員の役割給の時間比例で支給する。資格加給は資格に応じて設定

しており、ゼネラル⇔キャリア間、キャリア⇔アクティブ間の水準差は５％程度に抑えられている。な

おかつて、パートタイマーの上位（旧定時社員）については、習熟を反映する年功昇給があったも

のの、改訂にあたりパートタイマーの年功は一切、排除した。 

一方、キャップを問わず担当者レベル（アクティブキャップのＡ１、Ａ２はなし）以上には、基本賞 

 

第４－２－５図 Ｂ社の賃金体系 
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与として役割に基づく算定基礎×４カ月が、業績賞与（売上高など目標数値の達成度）として、

個人業績×会社業績が支給される。 

 

５ 教育制度 

 

Ｂ社は現在、営業力回復に向けて人材育成を強化しており、「階層別集合教育」と「選択派遣

型研修」を効果的に組み合わせて、教育体系を構築している（第４－２－６図参照）。 

「階層別集合教育」は、営業力強化に向けたキーマンを育成するためのものであり、正社員、

パートタイマーを問わず役割に登用された社員が受講する。例えば、課長代行に登用された時

点で「新・監督者養成講座」を受け、店課長になった段階で「新任課長研修」と「新・店舗まるごと

パワーアップ研修」を受講する。一方、「選択派遣型研修」は、個人の主体性を販売力強化につ

なげるためのものであり、多様なメニューのなかから店舗ごとの判断で、毎月度、地域別に受講し

てもらう。主にパートタイマーをターゲットとした「ＳＰ（セールス・パワーアップ）セミナー」として、例

えば花売場の担当者に花のコーディネート能力を高めてもらう「花の学校」講座、後方ライン向け

には「電話交換・店内放送スキルアップ講座」「スマイルカウンター講座」、フーズラインに対しては

「青果教室」や「お魚―鮮塾」などがある。「選択派遣型研修」は就業時間内に受講させ、当該時

給も支給する。いわゆるパートタイマーの教育にここまでのコストをかけるのは、「パートタイマーだ

からここまでの職域しか任せないのではなく、ゼネラルキャップの候補としても見ている証」であり、

同社によれば「所詮、私はパートタイマーだから」という意識の払拭と、一つの動機づけとして有効

に機能しているという。 

 

第４－２－６図 Ｂ社の教育体系 
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６ 評価制度 

 

新人事管理体系では、正社員かパートタイマーかを問わず、能力とやる気に応じて役割（職

務）登用機会を拓くこととしたが、これにより各役割（職務）要件の明確化と、公平・納得性の高い

評価の実施が求められることになった。Ｂ社における評価は、｢業績｣｢能力・スキル｣｢やる気・情

熱｣の３つを基準に実施されており、ゼネラルキャップ一般職レベルと、アクティブキャップＡ３資格

以上は、ほぼ同じシステム・基準を採用している。 

「業績」評価では、目標数値の半期ごとの達成度を出し、主に業績賞与に反映する。支配人

や店長については、達成度が直接反映される絶対評価だが、店課長は相対評価となっている。

目標数値には、例えば店課長の場合で売上高、粗利益高、担当課利益の３つがあり、それぞれ

の結果を２０％、３０％、５０％でウェートづけして達成度合いの序列を出す。これに基づき、原資を

配分する。 

「能力・スキル」評価は、役割給の細かいレンジである昇給や役割間の昇降格、降職などの参

考になる。一般職は、資格や職位の要件に対して実行度を評価する「ＪＯＢ評価」を、管理職は

「職務評価」を行っている。ＪＯＢ評価ではゼネラルキャップ、アクティブキャップを問わず、担当者

レベルは資格項目として問題分析力、指導・リーダーシップ、知識・技能、態度・姿勢の実行度を、

代行レベルはさらに役割項目として、マネジメント、販売計画立案・実行、商品・売場管理を評価

する。 

 

 

第４－２－７図 Ｂ社の配置・異動イメージ 
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「やる気・情熱」の評価は、選抜・降職などポストチェンジの裏付けに用いられ、一般職は上司

によるアセスメント、管理職はアセスメントと多面観察で行われている。アセスメントには「昇格アセ

ス」と「職位アセス」があり、職位アセスは店課長→副店長→店長にそれぞれ昇進する際、集団討

論か分析演習発表と、個人面接を通じて判断している。 

Ｂ社はまた、社員（契約）区分にとらわれず、できる人・やる気のある人にチャンスが与えられる

ように公募制、飛び級、社内ＦＡ制度といった選抜制度も取り入れている（第４－２－７図参照）。

公募制は、商品部バイヤー、本部スタッフ等の職種で、年２回程度、希望者本人に手を挙げても

らう。公募に基づく２００２年の登用実績は、商品部・本社スタッフが４５人、接客教育担当が２人

（うちパートタイマー１人）などとなっている。 

 

第３節 Ｂ社にみられる均衡処遇――均衡処遇の対象と内容 

 

Ｂ社は新制度で、各キャップ間の資格転換を可能にし、全てのキャップに役職登用の機会を拓

いたため、キャップ間にある程度、処遇の整合性が求められることになった。同社がキャップにか

かわらず、「能力同等なら処遇も同等水準」になるよう配慮した均衡処遇の内容は３点であり、一

つは、代行で５０００円～１万５０００円、ＢＹ・スタッフで０円～７万円などのレンジ（評価に応じて若

干上下）で設定している役割給について、キャリアキャップ、アクティブキャップにも、ゼネラルキャ

ップの時間比例（３８／４０など）で加給している。２つめは、役割と連動した賞与の決め方であり、

少なくとも基本賞与については、役割に基づく算定基礎×４カ月を支給している。３つめはＡ３～

Ａ５、Ｃ３～Ｃ５、Ｇ３～Ｇ５の各同等レベル資格間で、資格給の水準格差を５％程度に抑えている

ことである。同社によれば、資格給の均衡化は、ゼネラルキャップが期間の定めのない契約である

ことを考慮して、昇給ピッチを緩やかにしたのに対し、有期契約であるキャリアキャップやアクティ

ブキャップは、正社員・ホーム社員の平均勤続年数が７年であることを踏まえ、昇給ピッチを険しく

設定することで実現したという。 

さらに、正社員といわゆるパートタイマーの中間的な働き方にあたるキャリアキャップについては、

「設計段階から、同一資格・同役割のゼネラルキャップと比較して、賃金の全体水準として同等に

なるよう設計した」。これは、キャリアキャップの原資に退職金の前払いを含めることで、実現したも

のである。 

一方、同一資格・同役割であっても、ゼネラルキャップとキャリアキャップ、アクティブキャップで

異なる処遇要素としては、①ベース給部分の基本給水準差②手当関係（ゼネラルキャップには家

族・都市住宅、Ｎ・Ｒほか手当がつく）③退職金の有無（ゼネラルキャップは積立て、キャリアキャッ

プは前払い、アクティブキャップはなし）④福利厚生の違い⑤契約期間の定め（ゼネラルキャップ

が無期に対し、キャリア・アクティブキャップは１年・半年契約更新）――などが指摘できる。うち基

本給のベース給部分に関し、設計段階から格差を配慮しなかった理由について、Ｂ社は、「アク

ティブキャップは店舗ごと採用（契約）であり、競合や地域相場によって設定されており、一律の
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設定が難しいため」としている。また、現在のところこれらの違いが残る理由については、｢転宅リス

クと、長期勤続までのコミットメントを求めるか否かの違い｣と説明している。 

 

第４節 労働組合の概況 

 

Ｂ社労組は１９６５年５月に結成し、その後何度かの合組・分組を経て、２００５年２月現在、組合

員総数は約２万３０００人となっている。ユニオンショップ協定で、ゼネラルキャップ約７７００人のほ

か、キャリアキャップ約３３０人、アクティブキャップのうちＡ２以上（週２０時間以上）約１万５２００人、

キャリアＥＸ社員（定年後の再雇用社員）――を組織化している。組合費の徴収基準は、正社員

かパートタイマーかを問わず月次基本給×１.２％（年間１２回）＋上部団体費、賞与総額の１.０％

（年間２回）であり、組合役員の選挙権・被選挙権に制約はない。 

Ｂ社労組がパートタイマーを組織化したのは１９８２年である。パートタイマーの戦力化に向けた

昇格制度の導入に合わせ、一定の資格に昇格したパートタイマーをユニオンショップ協定で組織

化した。これに対し、同労組は今回のＣＡＰ制度の導入に際しても、パートタイマーの組織化範囲

をＡ２（勤続１年以上・週契約２０時間以上）以上約１万２０００人に拡げ、「組織率は一気に約２

３％から約４７％に上昇した」（Ｂ社）。組織化の成功は、①経営再建と人事リストラの実施②財務

構造改革と営業力低下への対応③新しい売場・風土への改革④できる人・やりたい人にやっても

らう⑤仕事と役割を機軸に、パートタイマーから管理職までの人事処遇コンセプトを一貫させたい

――といったＢ社側の意向と、①度重なるリストラによる組織率の低下②労組の役割＝生産性向

上（従業員のモラールアップ）と適正な配分（従業員代表としての交渉）――などの課題に直面す

るＢ社労組の思惑が一致した形と言える。 

店舗によっては、組織率が７割以上に及ぶところもあるという現在、Ｂ社によれば労組からアク

ティブキャップ組合員にも経営方針を説明し、意見をフィードバックしてもらうことで、「これまで見

えなかったものが見えるようになったほか、アクティブキャップ組合員のモチベーションアップにも

つながっているようだ」という。１９８２年当時に３年程度だったパートの平均勤続年数は、アクティ

ブキャップＡ２で６年（平均年齢４４歳）、Ａ３で約１２年、Ａ４で約１６年、Ａ５で約１８年となっており、

Ａ３以上で同社の女性正社員（９年程度）より長くなっている。 
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第５章 

パートタイマーと正社員の中間的雇用形態を創設 

―中堅総合スーパーＣ社の事例― 

 

第１節 企業の概況 

 

１９４８年設立のＣ社は、１９６３年に業界初の上場を果たし、衣料品、住生活用品、食料品の

総合スーパーとして、いち早く全国チェーン化を成し遂げた。１９９２年には約４１００億円の売上を

記録して 盛期を迎えたが、その後、バブル経済期の過大投資などにより有利子負債を増大さ

せ、１９９９年２月、会社更生法の適用を申立て事実上、倒産した。しかし２００２年、プリント基板

の設計・生産を手がけるグループ会社の傘下で更正計画の認可を受け、新生Ｃ社としてスタート

を切った。２００３年には大型総合スーパーほか６つの新規出店も果たし、現在、全国で５６店舗を

展開しており、効率的なローコスト運営に迫られている。 

２００３年度決算において、商品売上高は１５３３億円。従業員構成は正社員が１２３１人（うち男

性８１８人、女性４１３人）、パートタイマー・アルバイト（８時間換算）が４３０４人で、全従業員に占

めるパートタイマー・アルバイト比率は約７８％となっている。 

 

第２節 人事管理体系 

１ 人事理念と人事制度改革 

 

Ｃ社は破綻後、人事管理体系を経営再建をかけた補完システムに位置づけ、限られた人件費

で 大限の効果が上がるよう、２００２年４月に抜本的に改革した。当時、同社の売上高比人件費

率は１０％強であり、競争力回復に向けてコストカットは至上命題だった。同社が採った人事制度

改革の柱は２本で、一つには役割（職務）と責任を明確化し、これに応じた処遇ができるように、

年功的な賃金項目を一切、排除した。具体的には、求める役割（職務）を責任の重さごとに括る

グレード（職責）資格体系を導入し、賃金体系は従来の職務職能給から、役割（職務）と責任に

応じた完全職務給へ移行した。二つめは当時、年功序列の積み上げ方式で高水準に達してい

た時間給社員（いわゆるパートタイマー）について、社会保険など法定福利費の対象を絞り込む

形で、「部門のマネジメントまで任せる時間給社員」と「販売など定型的な作業のみを任せる社

員」の二種類に整理した。前者を、パートタイマーと正社員の中間形態にあたる「エクセレント社

員制度」と名づけ、正社員の資格体系を適用しつつ月給制で処遇する一方、後者については労

働時間の長さを一律に逓減した。人事制度改革にあたっては、全社員が新生Ｃ社に再就職し、

新たな制度のもとで処遇を受けるという認識を持ってもらえるよう、時間給社員についても白紙か

ら再契約し直した。 
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２ 社員（身分）区分 

 

Ｃ社の新制度では、いわゆる正社員を①全国転勤可能な「ナショナル社員」②特定の地域内

（北海道内、北本州（関東含め青森まで）内、南本州（関東含め大阪まで）内）でのみ転勤可の

「ゾーン社員」③転勤なし・異動は９０分通勤圏内の「ホーム社員」――に区分した。一方、いわゆ

る非正社員については、①一日６時間または７時間働く（年間所定休日１０４日）、シフト制の「エ

クセレント社員」②週５日以内で一日６時間または７時間働き（同１０４日以上）、鮮魚・精肉・惣菜

の技術職である「フーズエキスパート社員」③週５日以内で一日５時間以上５.７５時間以内（同１０

４日以上）、定型・単純業務に就く「パートナー社員」④その他（一日４.７５時間以内の「短時間パ

ート」、一日５.７５時間以内の「長期アルバイト」、一日８時間以内の「嘱託社員」、一日６時間また

は８時間の｢定年退職者再雇用｣、パターン選択により個別契約で働いてもらう「キャリアパートナ

ー社員」）――で構成している（第５－２－１図参照）。 

 

第５－２－１図 Ｃ社の社員区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正社員のうちホーム社員と、非正社員は原則、転勤がない。シフト制とは主に、始業（開店は

９：００）から８時間の早番か、終業（閉店は２１：００）までの８時間の遅番を意味する。エクセレント

社員については正社員同様、期間の定めのない雇用契約（６０歳定年制）だが、フーズエキスパ

ート、パートナー社員などその他については、１年契約で必要に応じ更新（キャリアパートナーの

み更新しない）となっている。 

旧制度（第５－２－２図参照）からの移行では、旧フレンド社員（詳細は後述）から「エクセレント

社員」や「フーズエキスパート社員」が選別され、旧メイト社員や準社員はパートナー社員などへ、

旧短時間パート・アルバイトはパートナー社員や短時間パート、アルバイトへそれぞれ振り分け

た。 

移行に伴う再契約では、旧メイト社員と準社員総勢約１２２０人の労働時間の長さが、一日５.７

５時間以内に引き下げられ（時間給は維持）、その結果、労働時間や社会保険料の削減が図ら

れて年間で数億円のコストダウンが実現できた。現在、非正社員のうち社会保険（健保・厚年・基 
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第５－２－２図 Ｃ社の旧社員区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

金）に加入させているのは、エクセレント社員とフーズエキスパート社員のみ、非正社員の１割弱

である。 

今回の人事制度改革に伴い、正社員のうち地域内限定の「ゾーン社員」と、勤務地限定の「ホ

ーム社員」両区分については若干の整理が図られた。すなわちゾーン社員については、生活圏

ごとに細かく分類（北海道、東北２、上信越、首都圏２、東海、関西２の９区分）していたゾーンを

北海道内、北本州、西本州の３つにまとめ、ホーム社員に関しては今後、新規採用を行わず、自

然減に委ねることとした。これまでゾーン社員は主に高卒男性の、ホーム社員は主に高卒・短大

卒女性の採用枠となってきた。うちホーム社員にはバブルの人材難に採用された人が多く、主に

衣料部門などの一般販売職に位置づけられてきたものの、新制度への移行を前に再評価を実

施し、｢かなり厳しいが正しい評価｣を労組も了解のもとで受け容れてもらった経緯がある。再評価

の結果、ホーム社員の中にはマネジメント職から一転、一般職に降格し、納得できずに辞めた人

も少なくなく、移行後も退職者が出ているという。 

Ｃ社における社員区分は、転居転勤できるか否かと、労働時間の融通性（シフト制か固定勤務

制か）・長さの違いでなされており、正社員より勤務時間は短い（６時間または７時間）ものの、シフ

ト勤務が可能で、合理化対策とは言え転勤にも応じられる「エクセレント社員」は、いわばパートタ

イマーと正社員の中間形態に位置づけられている。 

正社員（ナショナル、ゾーン、ホーム社員）各区分間の転換は制度化されており、これまでも３０

歳以上になれば自己申告に基づき可能だったが、実績は多くない。一方、非正社員から正社員

への転換については、新制度でも想定していない。しかし同社によれば、「これまでいわば純血主

義が強すぎた」ことへの反省から、現在は積極的に中途採用を行うようになっており（２００４年実

績で約６０人）、今後エクセレント社員からの希望があれば、中途採用枠での優先権などを考えて

ゆきたいという。ただ現況、エクセレント社員の大多数は「いわゆる優秀な主婦パートタイマー」に

とどまっており、また、「エクセレント社員には、正社員より拘束が少なく責任も軽減されながら、正

社員に近い賃金を得られるという割高感がある」ことから、正社員への転換希望はないという。 
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３ 資格制度 

 

Ｃ社の資格体系（第５－２－３図参照）は、求める役割（職務）を責任の重さごとに括ったグレー

ド（職責）制である。グレードには、管理・経営層のＧⅡと一般・マネジメント層のＧⅠがある。ＧⅡ

内にはランクＡ～Ｃがあり、それぞれのランクは役割に対応している。ランクＡは本部長・部長、ラン

クＢは部長、ランクＣは店長・チーフＢＹ、本社次長・専門性の高いスタッフである。ＧⅠ内にも同

様にランクＤ～Ｈまでがあり、ランクＤには店次長、ＢＹ（バイヤー：商品開発）、ＤＢ（ディストリビュ

ーター：数値管理）、ＳＶ（スーパーバイザー：陳列や売場づくりの指導）、本社スタッフ、ランクＥに

はマネジャー、本社スタッフ、ランクＦにはサブマネジャー（食品生鮮（精肉、鮮魚、青果）のみの

役職）と本社スタッフ、ランクＧには部門長と本社スタッフ、ランクＨには店一般職、本社一般職―

―がそれぞれ対応している。 

ランク制は正社員だけでなく、非正社員のうちのエクセレント社員も対象である。ただ、昇進に

は社員（身分）区分に応じた上限があり、ナショナル社員に制限はないものの、ゾーン社員はラ 

 

第５－２－３図 Ｃ社の資格体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（店舗におけるポスト数） 

 

 

 

 

 

トレーニー(高卒新入社員対応) 

ランクＣ 

ランクＢ 

ランクＡ 

本部長・部長 

部長

Ｇ-Ⅱ 

店長 
チーフＢＹ 

本社次長、スタッフ ※各役割は会社が適材適所で配置する 

昇進 交代

Ｇ-Ⅰ ランクＤ 

ランクＥ 

ランクＦ 

ランクＧ 

ランクＨ 

店次長 
ＢＹ,DB,SV 
本社スタッフ 

マネジャー 

本社スタッフ 
サブマネジャー

部門長 

店一般職 
本社一般職 

※各役割は会社が適材適所で配置する 

Ｎ社員 

Ｚ社員 

エクセレント社員 

約６３０人 

約２２０人 

約４００人 

約４１０人 
Ｈ社員 

＜資格上限＞ 

店長 約 ５０人 
営業次長 約１５０人 
総務次長 約 ５０人 
マネジャー 約４００人 
サブマネジャー 約２００人 
一般 約２００人 

計約１,０５０人分 
※なお、本社の必要ポスト数は約３００人分

本社スタッフ 

本社スタッフ 



 

－ 52 － 

ンクＤまで（ただしゾーンごとにＤランク定員枠の５０％を限度とする）、ホーム社員とエクセレント社

員はランクＥ（マネジャー）までとなっている。これまで、パートタイマー（旧フレンド社員でも）は部

門長までしか就けなかったが、新制度の導入に伴い、マネジャーまでの登用機会が開かれた。現

在、エクセレント社員のランクＥ資格者・マネジャーは約１０人いる。 

ＧⅠ・ＧⅡ内ともランク間の異動に試験はない。原則、上司評価・推薦で上下する。同社によれ

ば「推薦という形を採るのは柔軟な人事ができるようにするため」で、３５歳で店長（ランクＣ）の社

員もいれば、５０歳を過ぎて店一般職（ランクＨ）の社員も現実にはいるという。一方、ＧⅠからＧⅡ

への昇進は、適応能力・資質の判断試験を受けなければならない。ＧⅡには５５歳時点で全員が

いったん現職を離れる役職定年があり、役職定年者はＧⅠとして処遇される。 

なお、大卒者は入社直後から、ＧⅠのランクＨよりスタートする。一方、高卒者の場合は４年間

はトレーニーというグレードにあり、５年めからＧⅠのランクＨに位置づけられる仕組みである。 

 

４ 賃金制度 

 

 Ｃ社の賃金体系（第５－２－４図参照）は、正社員が月給制であるのに対し､非正社員のうちエク

セレント社員と嘱託社員は月給制、その他は時給制となっている。 

 

第５－２－４図 Ｃ社の賃金体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正社員の賃金は、基本給（職責給（５）＋役割給（５））＋手当＋調整給で構成。うち、職責給は

ＧⅠ、ＧⅡそれぞれの固定給であり、昇進⇔交代がない限り変動しない。各グレードともシングル

レートで定昇制度はない（ただし高卒入社の４年間を除く）。役割給はランクとリンクした役割（職

務）ごとに決められており、各役割給ともシングルレートで定昇はないが、半期ごとの業績評価（相

対査定）に応じて変動（各ランク内３段階（Ａ～Ｃ））する。 

手当には身分・地域手当、家族手当、住宅関連手当、転勤赴任手当、福利厚生関連手当

（夕食・暖房）、役割手当（生鮮（鮮魚・精肉）、生鮮（惣菜・青果）、１・２級建築士の職種手当）―

―などがある。身分・地域手当はマネジャーの基本給でＮ：Ｈ＝１００：９０、かつＳ～Ｄまでの５地
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域でＳ：Ａ：Ｂ：Ｃ：Ｄ＝１００：９８：９２：９０：８８になるよう設定されており、給与全体のおよそ１割を占

める。調整給は旧制度との賃金格差を、２００２年４月から２００５年３月までの３年間で解消する措

置に基づくものである。 

正社員の旧賃金体系は、本人給＋職務職能給＋業績給＋手当で構成する職務職能給制度

であり、２／３を年功要素が占めていた。これに対し新賃金では、年功要素を一切排除し、完全

職務給に移行したが、｢若手でポストに就いた人は大幅に賃金が上がった反面、ポストから外れ

た人の中には、賃金が 大６割カットになった人も少なからずいた」という。 

一方、非正社員のうちエクセレント社員の賃金は、職責給（５）＋役割給（５）＋地域手当＋調

整給（旧フレンド社員制度からの移行給であり３年間で吸収する）で構成しており、基本給（職責

給＋役割給）の水準ベースで、同じ職責（グレード資格）・役割（役職ランク）にある正社員・ホーム

社員の時間比例で６／８（７５％）あるいは７／８（８７.５％）を確保するよう設計している。ただ厳密

には、エクセレント社員の基本給（職責給＋役割給）には、時間帯加給（１８時以降、時間あたり

平均２００円）がつく仕組みとなっており、正社員と同じ終業（２２：００）を含んで働き、一日平均約

６００円×２０日分がプラスされて初めて、ホーム社員とほぼ同等の時間単価になる計算である。 

非正社員のうちパートナー社員の賃金は、基礎時給＋能力加給（１００円上限）＋移行給（旧メ

イト社員などからの移行給）＋時間帯・日祝・早朝加算――で構成しており、フーズエキスパート

社員はこれに技術給３０円がプラスされる。 

 

５ 教育制度 

 

Ｃ社の教育は、正社員もいわゆるパートタイマーもＯＪＴをベースに、新商品情報や売場づくりな

ど、必要に応じＯｆｆ-ＪＴ（年２回程度）との組み合わせでなされている。だが、講習の間は売場が

手薄になり、コストも軽視できないことから、 近はむしろＯＪＴを管理する側のランクＤ・次長クラス

（ナショナル、ゾーン社員のみ）の研修に注力するようになっている。 

パートタイマー（主にパートナー社員）のモチベーションを上げる工夫としては、例えばＰＯＰ（呼

び込み広告）のキャッチフレーズや、全国で売り出すお弁当・惣菜の商品企画などを競い、賞金

を出すコンクールなどに取り組んでいる。また、｢人間力アップ｣に取り組むため、「商売人育成部」

を新設し、あいさつ・マナー等を徹底するよう指導している。 

 

６ 評価制度 

 

Ｃ社は目標管理制度を採用しており、正社員とエクセレント社員に対し、ランクＥ（マネジャー

相当）以上の直属の上司が、役割（目標達成度）、行動、成果（主に売上高と粗利益）――の３

つの観点で評価を行っている。目標は、職務（＝ランク）要件に沿い、できるだけ数値化する形で

期首に設定する。評価者は、①会社が求める役割に対しての達成度②成果を創出する際に発
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揮した力の発揮具合――を重点に評価を行う。 

評価は処遇のうち、役割給（半期に一回）と役割（職務）間ローテーションに反映する。役割給

への反映は、役割評価と成果評価から各ランクのウェート（ランクＥで評価：成果は４：６、ランクＦ・

Ｇで５：５、ランクＨで１０：０）に基づき、評点を算出。評点を踏まえて相対評価で、役割給の査定

が決まる（役割給の査定分布＝Ａ２０％、Ｂ６０％、Ｃ２０％）。Ａ-Ｂ、B-C の査定間格差は、月給

の１割程度である。一方、役割（職務）間ローテーションへの反映については、役割評価と行動評

価から各ランクのウェートに基づき評点を算出し、評点に応じて相対評価で、Ａ～Ｄの参考指標

を決める（指標分布＝Ａ１５％、Ｂ３５％、Ｃ３５％、Ｄ１５％）。 

 

第３節 Ｃ社にみられる均衡処遇 

１ 均衡処遇の対象と内容 

 

Ｃ社は「人的生産性を向上させるためには、ホーム社員の職務をより人件費の低いエクセレント

社員に任せる必要があった」としており、「エクセレント社員の活用戦略として、ホーム社員数が逼

迫している職場で中核的な役割を担ってもらうよう意識してきた」という。現在、エクセレント社員に

は、店長・店次長レベルの職務（販売促進や店舗全体の管理、人事考課、要員管理に基づくパ

ートタイマーの募集など）を除き、商品構成・ディスプレイから部門スタッフのマネジメントまで、正

社員とほぼ同様の職務・権限が委ねられている。 

そのため同社では、エクセレント社員を対象に、実質的に働き方（ともに転居転勤がなくシフト

勤務）が異ならないホーム社員と比較して処遇のバランスを図っている。その内容は主に３点であ

り、①賃金構成要素がおおむね同じ月給制を採用しており、基本給（職責給＋役割給）の水準

ベースで、同じ職責（グレード資格）・役割（役職ランク）にある正社員・ホーム社員の時間比例（エ

クセレント社員は終業を２０日分含んで初めて全くの時間比例になる）で６／８（７５％）あるいは７

／８（８７.５％）を確保している②６０歳定年制である③一部の福利厚生（財形貯蓄、ミリオン積立、

社員売掛、福祉会、厚年転貸融資など）について、ホーム社員と同様に適用している。 

一方、エクセレント社員とホーム社員の間の処遇の違いを洗い出すと、主に３つ指摘できる。①

その他手当関係（エクセレント社員は通勤手当のみ。ホーム社員には家族手当、住宅手当、夕

食手当、暖房手当、昼食補助などがつく）②退職金の有無（ホーム社員にはポイント方式（資格

等級などによる持点累計×点単価）で支給するが、エクセレント社員は退職餞別金）③福利厚生

の一部不適用（エクセレント社員は寮や単身社宅、財形住宅ローンなどが利用できない）――で

ある。 

Ｃ社は、こうした処遇差を残している理由について、①エクセレント社員はホーム社員に比べ、

まだまだ労働時間の融通性が低い（エクセレント社員は、主契約時間の前後１時間をずらすことも

できるが、暦日の半分は契約時間どおりでなくてはならないとの取り決めがある）②学歴などを踏

まえて将来、会社を担っていってもらうかの期待度に違いがある――と指摘する。これに関してＣ
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社労組は、「労働時間の硬直性の解消にコストをかけて、それに見合う利益が得られるとは考えら

れないため、敢えて現状に行き着いている面もある」とみているが、労組としても現在のところ、解

消を働きかける意向にはない。「処遇差の完全解消を要求すれば、就業時間だけでなく転勤や

教育訓練などについても、より正社員同様の要件が求められてくる。パートタイマーという、本来は

生活優先の就業形態を希望する人にとっては、ニーズと合致しなくなる面もある」からである。 

 

２ エクセレント社員制度の導入背景 

 

現在のエクセレント社員の処遇は、労使交渉を積み重ねた結果、充実してきた旧フレンド社員

のそれを多分に引き継いでいる。Ｃ社労組も、いわゆる均衡処遇化に対し正社員の抵抗感がな

かった理由を「エクセレント社員の原資は、彼女らが旧フレンド社員時代から持ち越しているもの。

すでにそれだけの原資を持っており、労組としても正社員から削って配分するというようなことを一

切していないからではないか」と話す。 

１９９４年に導入した旧「フレンド・メイト社員制度」は、いわゆるパートタイマーを①週５日以上で

一日６～７時間勤務（休日１０４日以上）する「フレンド社員」②週５日以上で一日６時間勤務（休

日１０４日以下）する「メイト社員」③週５日以上で一日６時間勤務（休日１０４日以上）する「準社

員」④出勤日数または一日の労働時間が準社員に満たない「パート社員」――に４区分し、それ

ぞれ「フレンド社員」は期間の定めのない雇用（６０歳定年制）で月給制、「メイト社員」は 1 年契約

更新で６０歳雇い止めの月給制、「準社員」は一年契約更新の５７歳雇い止めで時給制、「パート

社員」は一年契約更新の５７歳雇い止めで時給制――により処遇して、戦力化のインセンティブ

を引き出すものだった。 

月給制パートタイマーは 大約２０００人にものぼり、旧フレンド社員・部門リーダーのもと、若年

正社員が働く職場もあった。同社労組はそうした先進的な制度を、業界に先駆け導入してきた理

由について、「数次にわたる早期希望退職で、正社員中心の旧態依然のオペレーションでは現

場が回らなくなったからこそ、必要に迫られやらざるを得なかったのが本音だ」と話す。また当時、

「フレンド・メイト社員制度」を導入する狙いは、「一律定年制だった旧『定時社員』を、スキルに応

じて定年制（旧フレンド社員）と一年契約（旧メイト社員）に選別する」ことにもあったようだ。しかし、

雇用に係わるデリケートな問題だけに、移行は希望制にせざるを得ず、｢結果として部門リーダー

まで任せられるスキルの高いフレンド社員は多くなかった。メイト・準・パート社員間にも明確な職

務区分がなかったことから、ほぼ年功的な運用に終始してしまった。当時は労使とも甘かったんで

しょう｣と、Ｃ社労組は振り返る。 

これに対し新制度では、エクセレント社員に認める役割上限を、ホーム社員同様のマネジャー

まで引き上げ、６０歳定年制・月給制適用をおよそ５分の１となる約４００人に絞り込んだ。これによ

り、エクセレント社員はパートタイマーの間でも「身分」として一目置かれ、真にパートタイマーと正

社員の中間的形態として、機能するようになってきている。 
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第４節 労働組合の概況 

１ パートタイマーの組織化状況 

 

Ｃ社労組は１９６９年９月に結成し、現在、組合員総数は約４５８０人である。同労組は、業界に

先駆け１９７９年から、パートタイマーの組織化を開始した。当初は外部組合による組織化に対す

る防衛が動機で、６時間以上勤務で一定資格を得た定時社員を取り込んだ。その後、１９９４年の

「フレンド・メイト社員制度」の導入に際しては、組織化範囲をユニオンショップで、月給制適用の

フレンド社員・メイト社員に拡大した。さらに今回の人事制度改革にあたっては、エクセレント社員

約４００人、フーズエキスパート社員約１００人のほか、入社後６カ月以上のパートナー社員約３０２

０人を、ユニオンショップで一気にメンバーに加えた。結果、「組織率は約３７％から約８２％に急

増した」。 

組合費はチェックオフで、徴収基準は正社員が月例×１.８％＋上部団体費７４５円（年間１２

回）＋一時金総額の１.８％（年間１回）であり、一方、エクセレント社員は月例×１.８％（年間１２

回）、フーズエキスパートとパートナー社員は月例×１.５％（年間１２回）となっている。同労組では、

パートナー社員にも正社員同様の選挙権・被選挙権を付与しているが、家庭を担う主婦パートタ

イマーには事実上、かなりの負担となる組合役員に手を上げる人はいない。だが、店舗（支部）単

位では、エクセレント社員・フーズエキスパート社員・パートナー社員（ＥＦＰ社員）の代表者の中か

ら、副支部長１人を選ぶルールを設けており、また支部を地域ごとにまとめた組織であるゾーンや

本部の運営にも、ＥＦＰ社員の代表者を特別中央執行委員として参加させている。 

 

２ パートタイマーの組織化理由 

 

Ｃ社労組によれば、組織範囲をパートナー社員まで拡大した主な理由は、一つは「全社一丸と

なって、早期再建をめざすため」であり、もう一つは「同じ企業で働く仲間のやりがいと、労働条件

を整備する」ためである。 

組織化にあっては、福祉会の旅行補助制度などのサービスをメリットとして売り込み、他社の傾

向などを引き合いに出しながら説得にあたり、「安心して、楽しく、気持ちよく働ける職場」の追求

を前面に押し出した。パートナー社員用の組合紹介リーフレットでは、『みなさんがやりがいを感じ

られる職場をめざします――みなさんが日々仕事をするなかで、こうすればお客さまがもっと喜ん

でくれるのにといった意見を聞き、会社に改善も求めてゆきます』『みなさんが働く上での条件整

備をしてゆきます――お店（職場）で解決できることは、支部長が中心となって改善してゆきます』

――など、同じ目線に立った運動の方向性を強調している。 
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３ パートタイマーに係る運動方針 

 

Ｃ社労組の運動方針は、ＥＦＰ社員に係わる取り組みとして、｢（支部における｣ＥＦＰ社員組合

員の声を踏まえた店の問題解決・提言活動｣を盛り込んでいる。具体的には「もっともお客さま立

場に近いＥＦＰ社員組合員より出された店に関わる問題の解決・提言をしていく活動を実施するこ

とにより、店収益の改善に取り組む」「１店舗１店舗の収益改善が企業収益の向上につながり、自

らの職場（雇用）を守ることにつながる」――と書き込んでおり、運動の前面にはいわゆるパートタ

イマーの意見の尊重を据えている。しかし、パートタイマーを巻き込み労働条件の引き上げに取り

組んできた同労組のスタイルも継承されている。かつてのように正社員と全く同率１とはいかないが、

４年ぶりに要求を再開した２００３年の賃金交渉では、社員区分により獲得実績に当該差はあるも

のの、パートナー社員にも一時金に加えて能力給昇給の実施を、勝ち取っている。 

１
パートタイマーの募集にあたり、地域相場に応じて必然的に引き上げざるを得ない分をパートタイマーの定昇分に換

算し、正社員の要求率（定昇＋ベア）から同定昇換算分を差し引いて、パートタイマーのベアを割り出し要求してい

た。 
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第６章 

パートタイマーにも管理職立候補制を適用 

―大手総合スーパーＤ社の事例― 

 

第１節 企業の概況 

 

１９１３年設立のＤ社（本社：千代田区）は、グループ内フランチャイズ・チェーンのコンビニエン

スストアが業績好調な、東日本を営業地盤とする総合スーパーである。「小売はドメスティックなも

の」との考え方に基づき、全店舗（１７７店舗）の６割弱を関東一都三県に集中的に出店するドミナ

ント方式を採っている。１９７３年に一部上場を果たし、１９７６年には経常利益が１００億円を突破

した同社だが、欧米の先端的小売業に学び、１９８２年から顧客主導型の経営に向けて「業務改

革」をスタートした。１９８５年には業界で初めて、全店に POS（販売時点情報管理）システムを導

入し、単品管理を徹底した。また、同社・卸・メーカーの三者による「チームＭＤ」を確立し、不良

在庫の一掃や、量販店に先駆けたオリジナルブランド商品の開発・適価販売を実現させた。他社

の多くが低価格志向にあるなかで「価値志向」を標榜し、総合スーパー２強の一方の雄として業

界をリードしている。 

２００３年度決算（単体）をみると、営業収益は１兆４９３９億６２００万円（前年比２.２％減）、営業

利益は約２４１億３００万円（同３０.３％減）、経常利益は約４２３億１７００万円（同１４.１％減）である。

店舗数（単体）は１７７店、総売場面積は約１６７万８６００㎡で、１㎡あたりの売上高は８８万円とな

っている。 

従業員構成は、２００２年５月末時点で正社員が約１万４１００人（うち男性約９８００人、女性約４

３００人）、パートタイマー・アルバイト（８時間換算）が約３万４０６０人。パートタイマー・アルバイト比

率は約７１％で、一人一時間あたりの売上高は約１万７２２円である。２００５年度以降、毎年１０店

近くの積極出店に転じるとしている同社は、パートタイマー・アルバイト比率（パートタイマー数÷

（年間平均正社員数＋パートタイマー数）を、２００６年度までに８０％まで引き上げる方針である。 

 

第２節 人事管理体系 

１ 人事理念と人事制度 

 

Ｄ社は、一人一人が自ら積極性を発揮して働けるよう、本人の生活設計や価値観に合わせて

勤務地域（転勤有無や範囲）を選択できる、「ナショナル・エリア・ストア社員群制度」（いわゆる限

定勤務地制度）を、１９８６年から適用している。同社の人事管理体系は、格づけから評価、処遇

まで社員群ごとに別建てである。 

制度の枠組みは現在でも変わらないが、経営環境に加え社員の生活環境や意識も大きく変

化するなかで２００４年、「自らの価値観に合わせて社員群を選択するという考え方をもう一段進め
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る」ため、地域限定社員群からより狭い県内のみの異動に限る勤務地限定社員群を、分離・新設

した。また、正社員（ナショナル・エリア社員群）の賃金は近年、徐々に職責・業績重視へ移行し

つつあり、１９９５年に業績賞与制度に転換したほか、１９９６年には幹部クラスを年俸制に改め、２

０００年には一般職にも職責概念を導入した。一方、非正社員（ストア社員群）の賃金についても

２００３年、年功要素（業績加給）を排除し、評価重視（評価給）へ改めるため、正社員とほぼ同じ

評価手法である「セルフチェック制度」を導入した。 

同社は２００１年から、ストア社員群内のパートナー社員に、「リーダーパートナー制」を適用して

おり、いわゆるパートタイマーの役職登用に徐々に向かいつつある。さらに２００２年からは、「社内

立候補制度」の対象をパートナー社員も含む全社員に拡げ、希望する全てのポジション（役員を

除く全管理職ポスト１４職種）に立候補できるようにした。同社では、「個々の社員が実力や個性に

ふさわしい仕事・待遇を得ることで、やりがいを感じられる風土をつくり、組織を活性化したい」とし

ている。 

 

２ 社員区分 

 

Ｄ社はこれまで、｢ナショナル・エリア・ストア社員群制度｣のもと、勤務地の範囲に応じ、社員を３

つに区分してきた（第６－２－１図参照）。３区分とは、①海外を含め全国に、会社の辞令でどこへ

でも転居転勤可能なナショナル社員群②国内を１８地域に分けたうちの１つを選択し、そのエリア

内の店舗でのみ勤務（転居転勤）するエリア社員群③自宅から通勤できる範囲の店舗のみで勤

務する（原則、転居転勤がない）ストア社員群――である。ナショナル社員群、エリア社員群はい

わゆる正社員の位置づけであり、ストア社員群はいわゆる非正社員に相当する。 

これに対し２００４年３月、同社はエリア社員群について、より自分の生活に合った通勤エリアを

選べるように、従来どおり広範な生活圏で転居可能な「広域エリア社員群」（関東など）と、通勤

（認定通勤）を原則に、赴任を伴う異動がない「狭域エリア社員群」（例えば東京都のみ、千葉県

のみなど）に細分化した。役職づきでない社員の転居を伴う転勤は実際のところ稀であり、また本

人サイドに転居転勤できない事情が生じても、社員群転換の申請がなかなか上がりにくいなかで、

Ｄ社労組としても、「持ち家から離れたくないなど個人のライフスタイルに合わせ、能力を発揮しや

すいような社員区分の的確化が必要と判断した」。エリア社員群にはこれまで、地域手当（担当職

レベルで月額２万５０００円程度）が支給されていたものの、「狭域エリア社員群」への移行者につ

いては、段階的に解消することとなった。「狭域エリア社員群」では、キャリアとなる対象店舗も限

定されるため、移行にあたっては抵抗感もあったというが、エリア社員群のうち女性の大半が希望

した。今後も、本人事情に応じた申請に基づき、エリア社員群の広域から狭域へ、ナショナル社

員群から狭域エリア社員群への変更が可能である。 

３つの社員区分のうち、ストア社員群についてはさらに、労働時間の長さ・融通性に応じ、主に

３種類の社員で構成している。一日８時間のシフト勤務制（多いのは７：３０～１６：３０、９：３０～１
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８：３０などであり、本人の都合に合わせ１５分刻みで、多様なシフトが存在する）を採るのが「エキ

スパート社員」、一日 低２時間から７時間を上限とする週３５時間以下の勤務が「パートナー社

員」、週３０時間未満が「ヘルパー社員」である。 

 

第６－２－１図 Ｄ社の社員区分 

 

 

 

 

 

 

男女構成比（２００２年５月末時点） 

ナショナル社員群：約７６００人（男性７０００人、女性６００人） 

エリア社員群：約７０００人（男性３０００人、女性４０００人） 

ストア社員群：約５万１０００人 

エキスパート社員約５００人（男性６人、女性４９４人） 

パートナー社員約３万６１００人（男性約３３５０人、女性約３万２７５０人） 

常用約１万４４００人、短時間約２万１７００人 

ヘルパー約１万４９００人（男性約８４００人、女性約６５００人） 

嘱託約９０人 

 

エキスパート社員はそもそも、婦人服の接客売上高に応じて報奨金を出すようなスキルの高い

販売専門者や、マグロ解体など生鮮技能者の採用枠だったが、後に専門職の意味合いは薄れ

た。いわゆるパートタイマーも含めて採用難となったバブル期、地方の孤立店などでは、高卒女

子や主婦などを販売一般職として厚遇する枠組みとしても機能し、また家庭の事情で転居転勤

できなくなった正社員に、働き続けてもらうための受け皿ともなってきた。現在、エキスパート社員

の新たな採用は行っていない。 

パートナー社員はいわゆるパートタイマーであり、７割を主婦、残りを若年フリーターなどが占め

約３０００人 
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る。常用（長時間）と短時間のタイプ分けがあり、常用（長時間）は週３０～３５時間勤務で雇用保

険・社会保険とも加入、短時間は週３０時間未満であり、雇用保険は週２０時間以上で加入だが、

社会保険には非加入である。ヘルパー社員はパートナー社員の帰宅後、１７時からの勤務が多

い学生限定のアルバイトである。ヘルパー社員も長期と短期に分かれ、長期は実動一日 大７

時間・週３０時間未満で雇用保険、社会保険とも非加入、短期は実動一日 大８時間・週 大４

０時間で雇用保険、社会保険とも非加入となっている。 

ナショナル社員群、エリア社員群は期間の定めのない雇用で、平均勤続年数はそれぞれ１５年、

１０年である。一方、エキスパート社員は１年契約（退職金なし）であり、とくに問題がなければ更新

され、平均勤続年数は１２年である。パートナー社員の契約期間は６カ月（退職金なし）であり、平

均勤続年数は常用で５年、短時間が３年となっている。ヘルパーの雇用期間は、長期が６カ月、

短期が 大２カ月である。 

Ｄ社の社員区分は、転勤可否（勤務地の範囲）と労働時間の融通性・長さ（正社員はシフト制、

非正社員はエキスパート社員を除き契約の範囲内で）の組み合わせに拠っており、いわゆる正社

員（ナショナル、エリア社員群）は転居転勤可能で８時間シフト制、いわゆる非正社員は特定店舗

勤務で８時間シフト制か、７時間上限の契約時間内となっている。しかしこのほど、エリア社員群の

中に「狭域」を設けたことで、正社員・狭域エリア社員群と、非正社員・エキスパート社員は転居転

勤のない８時間シフト制で、実質的に異ならない働き方となった。そのため、Ｄ社労組は「エキスパ

ート社員にはゆくゆくは、狭域エリア社員群かパートナーを選択してもらうといった形で、適正化せ

ざるを得ない」とみている。 

正社員に転勤が必要な理由について、同社は①新規開店にあたり要請される人材の確保②

人材活性化（ナショナル社員の場合で原則、３年ごとに異動）――などをあげ、「例えばバイヤー

の営業成績も異動後５年でピークを迎え、７年めからは職場の馴れ合いを生じたり、新たな発想

が出にくくなったりしてむしろ低下してくる。転勤は業績面でも不可欠」と指摘する。また、正社員

といわゆるパートタイマーの労働時間管理の違いについては、「パートナー社員は自身の可能な

範囲で、契約日と時間長をあらかじめ決めてもらう。本人の了解を得て２０～３０分の残業をお願

いしたり、催事で臨時的に３０分早く出社してもらったりということはあるが、正社員のような融通性

を強いることはない」と話す。同社では「就業管理が労使ともにシビア」であり、例えば繁忙期で、

パートナー社員に１～２カ月続けて残業させた場合でも、契約変更を要するという。「就業手続き

に手間がかかる仕組みにすることで、いわゆるパートタイマーの契約概念を徹底している」(Ｄ社）。 

社員群の転換は、ナショナル社員群からエリア、ストア社員群へは入社後２年で可能になる。

育児や介護などの事情で申請があれば随時、群転換を認めている。エリア、ストア社員群からナ

ショナル社員群への復帰も可能である。群転換を希望し、年一回の選考を経れば、転居を伴う異

動が命ぜられた時点でナショナル社員群に戻る。高卒・エリア社員群入社の社員の、ナショナル

社員群への転換は、入社後４年め以降に本人が希望し、会社が求める資質が認められれば可

能になる。例年、エリア社員群入社の数人が、ナショナル社員群に転換する。社員群転換制度の
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利用は多くなく、これまでの総数で３００人程度という。 

一方、ストア社員群から、エリア、ナショナル社員群への登用制度はない。以前、優秀なストア

社員には一般職中途採用枠への応募を薦めていたが、近年、専門職を除く中途採用自体がな

く、結果的にいわゆるパートタイマーの正社員への転換はみられない。 

 

３ 資格制度 

 

Ｄ社の資格体系は、経営幹部が職務等級制度であり、管理・一般職は「原則一本だが、資格

の呼称が異なる」、社員群別の資格等級制度である。社員群によりキャリア（資格）上限があるも

のの、「社内立候補制度」に基づき、職種や役職には社員群の制約なく就けるようになっている。

（第６－２－２図、第６－２－１表参照）。 

ナショナル社員群は、担当職、リーダー職、副主事、主事、副参事、参事――の６つの資格と、

それぞれ１～３級の３つの等級（副参事、参事は等級なし）で構成している。ナショナル社員群に

役職上限はなく、資格と役職の相関は、「リーダー職から副主事下位が担当マネジャークラス、副

主事上位から主事下位が統括、主事上位から副参事下位が店長、副参事上位から参事が地域 

 

第６－２－２図 Ｄ社の資格体系 

 

第６－２－１表 Ｄ社店舗の人員構成 

 

 

 

 

 

 人数 ％ 

店長 １８９ ０.３ 

次長など ６９０ １.１ 

担当マネジャー ３,５３０ ５.８ 

担当者 ７,８０１ １２.８ 

パートタイマー ３７,１９２ ６１.３ 

アルバイト １１,３８５ １８.７ 

大卒 高・短大卒

担
当
職 

担当職 

パートナー社員 

（リーダーパートナー） 

副参事

１～３級 

１～３級 

１～３級 

１～３級 

管
理
職
層 

一
般
職
層 

１～３級 

Ａ社員 

主事 

副主事

リーダー

担当職 担当 

シニア 

レギュラー

ジュニア

エ
ル
ダ
ー
職 

担当職

エキスパート 

約５００人 

職

約 7６00人 約 7000人 
Ｎ社員 Ａ社員 

約３６０００人 
パートナー社員 

１～３級 

専門学校卒 
主婦、フリーターなど 

参事 

ヘルパー社員 
約１５０００人 

学生 

主な役職 

地域 
マネジャー 

店長 

マネジャー 

マネジャー 

統括 

担当 

販売職 

社員  

新規学卒者 



 

－ 63 － 

マネジャーに相当するイメージ」（同社）である。しかし、｢近年はドラスティックな異動がみられるよ

うになり、担当者資格の主事も相当数いる。実力が同じなら若い方を起用する傾向にある｣など、

資格と役職は必ずしも対応しなくなってきている。 

エリア社員群は、担当、ジュニア、レギュラー、シニアの４資格とそれぞれ３つの等級で構成して

いる。ジュニアはナショナル社員でいうリーダー職、レギュラーは副主事、シニアは主事に相当す

る。エリア社員群にも原則、役職上限はなく、店長というケースもある。 

昇格は社員群別に、筆記試験、面接試験、人事考課で決定する。 

一方、ストア社員群のうちエキスパート社員は、担当職、エルダー職の２資格と、それぞれ３つ

の等級で構成している。役職上限があり、明文化してはいないものの、実態として就けるのは担当

マネジャーまでである。 

ストア社員群のうちパートナー社員に資格はないが、ナショナル社員群でいうリーダー職、エリ

ア社員群でいうジュニア資格相当までの、1～３級・特級の４つの等級がある。また、立候補に基

づき「リーダーパートナー」となれば、役職にも就くことができる。役職づきパートナーは現在７人お

り、担当マネジャー、レジチェッカーマスター、サービスカウンターチーフ（クレジット取扱い関係）、

商品管理マネジャー、シスター（福利厚生管理）――などに就いている。なお、ストア社員群のうち

ヘルパー社員については、資格等級はない。 

大卒はナショナル社員群の担当職３級あるいはエリア社員群の担当職３級から、高卒はエリア

社員群の担当職１級、短大卒はエリア社員群の担当職２級からスタートする。入社後は、４～５年

で担当マネジャーに昇格することを一つの指標に、売り場、職務のローテーションがある。担当マ

ネジャーの次は、営業ライン長（食品フロア責任者、店長、地域内責任者など）や、商品の仕入

れ・開発・品質管理・販売促進スタッフ、あるいは管理部門に配属される。一方、いわゆるパートタ

イマーは５年、１０年勤務しても、基本的に 初に契約した業務範囲に変更はない。役職に就く

にしても、契約業務でのたたき上げである。 

 

４ 賃金制度 

 

Ｄ社の賃金体系は資格体系と連動しており、社員群により別建てである（第６－２－３図参

照）。 

ナショナル社員群のうち副参事、参事の資格者については、１９９６年から年俸制を採用してお

り、職責グレードに応じて賃金が決まる。基本年俸と業績年俸で構成し、５月までに直属上司から

年俸を提示される。基本年俸は月給の形で支給されるが、四半期に１度、店長なら利益改善が

なされているかどうかなどを基準に、給与の約７％にあたる「業務職責手当」を実績に照らして見

直す。業績年俸は、従来の賞与に相当する基本賞与と業績賞与から成り、夏と冬の２回支給さ

れる。業績賞与は、職歴や年齢にかかわらず、利益改善などの実績に応じて賃金格差がつく。 

ナショナル社員群、エリア社員群のうち主事、シニア以下の管理職、一般職層は月給制で、賃
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金は、基本給〔職務職能給（４３）＋年齢給（３５歳売場マネジャークラスの比率で２０）＋職責手当

（１５）＋地域給（１５）＋資格手当（７）〕＋調整給＋その他手当（職種、通勤、子女、転勤者住宅

補助など）――で構成している。「若手であるほど年齢給、地域給のウェートが高く、年齢がいって

役職づきになれば、職務職能、職責のウェートが高まってくる」形で、年功的要素を薄める工夫を

している。職務職能給は資格、等級ごとに上・下限額が設定されており、各等級間で一部オーバ

ーラップする範囲給である。年齢給は、ナショナル社員もエリア社員も同じ、世帯主・非世帯主の

２つの賃金テーブルがある。地域給は、ナショナル社員群で５万円程度、エリア社員群で２万５００

０円（エリアごとに設定）程度となっている。 

同社は成果型賃金体系を志向しているが、現段階ではまだ、３０歳で頭打ちとなる年齢給が２

割を占め、職務職能給が４割を超えるなど、年功的賃金項目のウェートは小さくない。しかし、職

務職能給にも２０００年から職責に連動したレンジがつき、降職に伴い減額される（３年で差額を

半減）ようになった。また、ナショナル社員群のリーダー職資格、エリア社員群のジュニア資格以

上で加算される、資格・等級ごと定額の資格手当は、人員構成に比べポスト数が少ないという事

情でかつて、世代間賃金水準を揃えるために導入し、役職づきの場合は役職手当か資格手当

のいずれか高い方のみ支給するルールになっていたものの、段階的に廃止されつつある。 

一方、ストア社員群のうちエキスパート社員の賃金は月給制であり、地域本人給（５０）＋職務

職能給（５０）＋職責手当で構成している。地域本人給に年功要素はない。職責手当はナショナ

ル社員群、エリア社員群と同額で、エキスパート社員の役職づきは約２０人を数える。 

ストア社員群のうち、パートナー社員は採用相場ベースの時給制であり、基礎時給（採用時

給）＋職種加給（生鮮やレジなど人が集まりにくい職種でのみ支給）＋評価給①②（仕事ぶりを評

価シートで判断し自動的に決まる）＋生鮮技術加給（ 大４００円）＋職責加給＋調整給＋時間

外、深夜勤務、通勤手当――で構成している。うち、基礎時給は曜日（平日・土日）×時間帯（早

朝・昼間・夜間）のマトリクスに応じて決まり、店舗ごとに異なっている。調整給については、例えば

①評価給の導入に伴う激変緩和措置②事業所閉鎖で近隣店に異動してもらう場合に半年間、 

 

第６－２－３図 Ｄ社一般販売職の賃金体系 
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＋ 
資格手当(７) 

 通勤、職種、子女、 

転勤者住宅補助手 

当など 

ナショナル・エリア社 員

職務職能給(５０) 

職責手当 

通勤など手当 
時間 外、通勤な

ど手当 

職責加給 
＋

・・・役職づきのみ 

月給制 
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現給を保障③マネジャーが会議などに出席し、パートナー社員だけで切り盛りしてもらう際にリー

ダーを決め、責任の度合いに応じて加給――など、いくつかの要素が盛り込まれている。 

パートナー社員の賃金については、社員群制度（１９８６年）の導入とともに、早朝・夜間、休日

など勤務しにくい時間帯を高くしたテーブル表（物価動向や世間相場、労働力需給を踏まえつ

つ地区別、店舗別に設定）が導入され、契約給概念が明確化した。その後、個々のパートナー社

員の貢献度を評価する業績加給も加わり、当初は納得性の向上にもつながった。しかし、評価と

加給の結びつきが必ずしもオープンでなかったため、「どう働けば評価されるのか分からない」とい

った不満が出始めたほか、平均的にこなせば５円、頑張った人には１０円という絶対評価の積み

上げ方式だったため、店舗業績が厳しくなると昇給は頭打ちになり、「仕事に取り組む態度によら

ず、年次の古い人ほど時給が高いのはおかしい」といった不平も噴出した。 

このため同社は２００３年度、業績加給を毎年、洗い換えのある評価給に入れ替える新制度の

導入に踏み切った。評価給は２段階で構成し、一段階めは、後述する「セルフチェック制度」の結

果に基づき評価（加給）ランクと加給等級（係数）を決定し、基礎時給の 大６％まで加給する。

セルフチェックの結果が例えば８０点であれば、Ｒ２ランクの等級３（２％加給）に位置づけられ、そ

の後秋・春と連続して同ランクに残れば、翌春に等級２（７％加給）に昇給。加給水準は、「平均

的には５～６％が多い」という。 

二段階めは、第一段階の評価給が天井のＲ１に達し、以降２回連続して同ランクに残った場合

に加給するものであり、第一段階の評価給の５％を、１００円を上限として積み上げる。現在、約６

００人が対象となっており、同社では「パートナー社員も働きに応じ、基礎時給で３割程度の差が

ついてくる」とみている。また、｢パートナー社員の仕事は、本人の働く目的にもよるが、仕事に対

する意識に応じて作業能率や売れ行きが大きく違う｣とみており、「パートナー社員でもある程度、

仕事を評価し、差をつける仕組みは必要」としている。評価給の導入により、「結果的に、パートナ

ー社員間の関係は、風通しが良くなった」。 

ストア社員群のうちヘルパー社員は、基礎時給（曜日・時間帯別）＋生鮮技術加給（ 大４００

円）＋時間外勤務手当＋深夜勤務手当＋通勤手当（短時間にはなし）で構成している。 

一方、賞与については、ナショナル社員群、エリア社員群が５カ月相当なのに対し、エキスパー

ト社員は２カ月相当、パートナー社員にもおおむね１カ月相当が支給されている。ナショナル社員

群、エリア社員群の賞与は、１９９５年に業績賞与制度となり、また、２００４年からは職責に応じた

変動要素も持ち込まれ、５カ月相当のうち３カ月分は職責に応じた定額（売り場担当職で５０万円、

マネジャーで８０万円など）、２カ月分は社内資格×職責のマトリクスで、水準が決まる仕組みとな

っている。パートナー社員の賞与については、週２０時間以上の契約者に対し、「週契約賃金×４.

３３×評価別支給係数―不就業控除」を計算ベースに支給している。一般パートナーは年間ほ

ぼ１カ月水準だが、役職づきには２カ月相当が支給されている。 
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５ 教育制度 

 

Ｄ社では、社員群によらず毎日の仕事から自ら学び、考えることを重視しており、教育体系では

業務を通じた OJT を基本に、研修カリキュラムを組み合わせている（第６－２－４図参照）。 

ナショナル、エリア社員群については、４～５年で１つ昇格することを想定したジョブローテーシ

ョンがあり、おおむね３年ごとに店舗異動がある。ＯＪＴの主体は担当マネジャーであり、育成シート

に体系化されている教育項目について、いつ教え・どこまで浸透したかをチェックする。研修カリキ

ュラムには、入社時研修のほか、職種別研修としてバイヤー・ディストリビューターへの新任研修

があり、階層別研修として担当マネジャー、統括マネジャー、店長それぞれの新任時に研修が行

われる。入社時研修は合宿で１週間、お客への基本的な接し方や社内ルールなどを学ぶ。その 

 

第６－２－４図 Ｄ社の教育体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後はトレーニング店舗に配属され、入店時教育を受ける。入店時教育では、部門ごとに必要な基

礎知識・技能を、本部人事部の教育担当、営業部専属トレーナーの指導を踏まえつつ身につけ

てゆく。例えば生鮮売場には、 初の１年間にレジ操作３５時間といったＯＪＴに加え、営業トレー

ナーによる技術研修が４０時間ある。入店後１、３、６、１０カ月めには、本社人事部による確認研

修がある。 

一方、ストア社員群の教育も育成シートに基づくＯＪＴが基本だが、研修カリキュラムは主に入

社時２日間程度のものである。ただ部門によって濃淡があり、希望者にＯＪＴを補完する技術研修

を行う場合もある。営業時間が延びる近年、担当マネジャー主体のＯＪＴだけでは、ストア社員群

のとくにパートナー・ヘルパー社員の増加に追いつかなくなってきている。勤務時間・勤続年数の

短いストア社員群の教育はコストも無視できない。同社では「ＤＶＤなどを使った、目で見てすぐ業

新入社員入社時研修 パートナー・ヘルパー 
入社時研修 

部門別研修 入店時教育 

フ
ォ
ロ
ー
研
修 １カ月 

３カ月 

１０カ月 部
門
別
研
修 

生
鮮
技
能
訓
練 

接
客
訓
練 

登用時研修 

自
己
啓
発 

通
信
教
育 

英
会
話
講
座 

手
話
講
座 

１カ月研修

部門別研修 

５カ月研修

職種別研修 階層別研修 

新 任 バイヤー・ 
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務を把握できるツールの開発や、近隣で入店を集中させて行う集合研修など、工夫の余地があ

る」とみている。 

同社では一般販売職とはいえ、パートナー社員にも接客レベルの向上を求めている。そこで、

モチベーションをアップさせる教育の一環として、「すごいレジ」や、進物の包装などを扱う「すごい

サービスカウンター」といった、職務・係別ランキングの設定にも取り組んでいる。例えばレジ係に

は正確、接客、スピードという要素に基づくＲ１～Ｒ４までの資格を設定し、担当するパートナー社

員には常に自身のレベルを意識させるようにしている。 

また、同社では現在、社員の自主的な販売力向上をめざし、全ての社員群に共通する「Ｄ社ラ

イセンス制度」の設置も検討している。これは、例えばシューフィッターや精肉調理技能士、自転

車整備士やチャイルドシートアドバイザーなど、同社が指定するライセンスを取得すれば、それが

人事データに登録され、昇進や人事異動の参考データになるという構想である。 

 

６ 評価制度 

 

Ｄ社は公平で透明性の高い評価体系を実現するため、社員群を問わず、｢セルフチェック制

度｣を適用している。これはいわゆる目標管理制度であり、職場で果たすべき役割や必要な知識・

技術の習得度、社員として守るべきルールの実践――などの基本項目を評価するプロセス評価

と、各自が作成した予算管理計画の達成度合いなどを測る業績評価で構成している。年二回、

本人と一次、二次上長で評価し、さらに上長との面接を通じて評価のギャップなどを話し合う。評

価結果は賞与に反映するほか、昇進・昇格の参考資料にもなる。 

ナショナル社員群、エリア社員群のセルフチェックは１９６７年から適用しており、１９９５年に相

対評価に切り換えて、店舗やエリアごとに社員を順位づけしている。ストア社員群のうちパートナ

ー社員については以前、主に年功（勤続年数）に基づき情意を評価してきたものの、２００３年度

からは役割、技能、ルール遵守、目標達成度などを基準とするセルフチェックを適用し、正社員と

ほぼ同じ評価手法に合わせた。先述のように評価の公正・透明化を図り、パートナー社員間の納

得性を高めるねらいがある。なお、役職づきパートナーについては、正社員用のセルフチェックシ

ートを用いている。とはいえそもそも処遇体系が異なるため、評価結果を賃金に反映させていな

い。 

パートナー社員のセルフチェックは年２回、３月と９月に実施する。３月の評価は時給改定と夏

の賞与に、９月の評価は冬の賞与に反映する。セルフチェックシート（第６－２－５図参照）は、販

売共通（衣料、住居、一般食品、生鮮食品担当、食品チェッカー、商品管理担当、サービスカウ

ンター担当、電話交換担当、会計担当、共通（ＣＡ、催事、鮮度チェッカー、ＢＲ＜POS、POP＞

本部、センター勤務者）――の８種類に分かれている。評価項目は、身だしなみ、挨拶、誠実さ、

協調性、契約遵守などの「基本姿勢」（２５点）、仕事をする上での基礎項目の実行度である「基

本動作」（２５点）、担当ごとに求められる具体的な仕事内容の習熟度や実行度である「担当の役
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割」（４５点）、仕事の成果として担当部門の営業数値となる「担当の数値」（５点）――の４本であ

る。チェックはまず、パートナー社員自身が○×△または１～５段階で自己採点し、これに一次上

司（担当マネジャー）が記入する。さらに二次上司（統括マネジャー）が記入した上で、一次上司

からフィードバック面接を受ける。 

 

第６－２－５図 パートナー社員用セルフチェックシート（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 Ｄ社にみられる均衡処遇 

１ 均衡処遇の対象と内容 

 

Ｄ社では、正社員も９割方は販売職であり、一店舗あたりの正社員数が他社の３倍近い点に特

徴がある。「単純に人員だけを削減しても、縮小均衡に陥って効率は上がらない」とのスタンスから

である。同社の売場には判断業務が多分に残されているが、正社員の一般販売職もいわゆるパ

ートタイマーも、発注、補充、接客、レジ精算といった一連の職務をこなす点で際立った差異はな

い。例えば食品売場の発注業務では、ＰＯＳ情報を用い天気や地域の行事情報、売上データな

どを加味し、売れ筋選別と死に筋排除の徹底が求められるが、その判断・責任は地域の事情を

一番よく知るパートタイマーにも任せられている。だが同社では、いわゆるパートタイマーが役職に

就く機会はある程度限られており、正社員とパートタイマーの職域はいわば役職で区分されてい

る。パートタイマーの指導・監督を含む売場全体の管理業務は、正社員のみに任されている。 

そのため同社では、同じ一般販売職でもナショナル・エリア社員が○地域相場＋◎職責（役

職）＋△職種＋○職能（資格）＋△年齢・勤続＋◎評価＋◎業績――のウェートで考慮する月給

パートナー社員 
セルフチェック 

（会計担当） 

（１）基本姿勢（２５点） 

項目 

身だしなみ 

契約遵守度 

評価基準 判定欄 

会社で決められた身だしなみ 
項目は必ず守っている 

皆勤率
100％：７点、98～99％：5 点 
90～97％：4点、85～89％：3点 
84％以下：0 点 

〇すべて徹底（３点）、 

×できたりできなかったり（０点） 

・
・ 

△ 

項目 

機密保持 

評価基準 判定欄 

数値情報などが外部に漏れない 

廃棄に十分注意している 

（２）基本動作（２５点） 

よう日頃の言動、帳票等の保管 

チームワーク 
他部門やレジへの応援の上長 
指示には快く協力し、チーム 
ワークを良好に保っている 

〇 

・
・ 

５点 

△ 

項目 評価基準 

（３）担当の役割（４５点）
3-1 金銭準備（１５点）

大口現金 

・
・ 

3-2 正確な業務知識とスピーディな対応（１５点） 

５教えられる、４手際よくできる 

１教育中 △ほぼできている（２点）

人員配置 売出しやイベントなどで、会計 
業務の増加が予想される時は、 
業務に支障が出ないよう、休日 
変更等配置に協力している 

数値項目 

売上
（店計）

記入 集計欄 

／100 点 

フィードバック

本人確認印 上長印

３一人で可、２部分的にフォロー要 

・
・ 
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制なのに対し、パートナー社員は○地域相場＋○職責（役職）＋○職種＋△職能（資格）＋○評

価のウェートで処遇する時給制である。また、パートナー社員に退職金はなく、福利厚生につい

ても社員食堂、制服貸与、買い物割引制度、総合貯蓄・保険制度などが適用になる一方、社内

預金、財形貯蓄制度、従業員持ち株制度、共済会、持ち家融資制度、寮・住宅、転勤者住宅補

助制度などは適用にならないといった明らかな違いがある。同社では、「正社員がキャリア期待

（雇用期間の定めなし）、転勤リスク（会社決定に従う転勤あり）、配置転換リスク（職種は会社が

決定）、労働時間の拘束性（フルタイム・会社指定のシフト制・休日は会社都合による）、売場の

数値の責任性などを負っているのに対し、いわゆるパートタイマーは都合に合わせ有期で、契約

時に応募した職種でのみ勤務地限定で、１日２時間から働ける長さだけでよいといった大きな違

いがあるため、基本的に両者で処遇を合わせる必要はない」とみている。 

しかし一方で、現在７人いるという役職づきパートナー社員に限っては、結果として週３０時間

以上の常用（長時間）になることもあり、「職責の重要性から言えば、正社員の体系も意識してつ

けてゆきたい」という視点から、ナショナル・エリア社員の処遇をいわば点で適用し、若干のバラン

ス化を図っている。その内容は２つであり、ナショナル・エリア社員の職責手当（担当マネジャーで

約５万円）の時間単価を割り出して、職責加給として３０／４０（時間外労働があればその分も加

算）など時間比例で加算しているほか、賞与についても正社員が５カ月相当、一般パートナーが

１カ月相当なのに対し、役職づきパートナーには２カ月相当を支給している。職責要素や賞与と

いう形で均衡に配慮している理由について、Ｄ社労組は、「パートナー社員でも役職に就いてい

るのなら、職責手当の時間比例は当然である。また、業績原資はそもそも流動的であるため受け

容れやすい」などと指摘している。 

 

２ 正社員の今後の職務と採用方針 

 

Ｄ社労組は、いわゆるパートタイマーと正社員の均衡処遇の考え方について、「業績変動型賞

与や職務職能給への職責概念の導入、資格・役職手当に関するルールの見直しなど、正社員

の賃金で、勤続・経験を加味しつつも仕事に見合った体系を着実に整えつつある。こうしたなか

で、幅広い分野の調整や投入する新商品の選定、販売計画の作成と数値への責任、人材管理

――といった正社員としての職務が明確になり、同一労働同一賃金の考え方について整理され

てくると考えている」と説明する。 

Ｄ社では先述、教育体系で見たように、トレーナー部が正社員教育に特化することとなり、正社

員が指示し、パートタイマーはそれに基づくという構図が徹底されつつある。しかし現状、過渡期

にある職場では、パートタイマーと正社員の間に例えば、マネキンの着せ替えや牛肉のスライスは

正社員にお願いするといった職場慣行が、必ずしも拭い切れていないのも事実である。労組では、

パートタイマーが牛肉を切っているイメージや､正社員がパートタイマーをトレーニングしている様

子をＶＴＲに収め、定型・単純業務での職域分離をなくす取り組みも行っている。 
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また、同社では現行、５５歳で役職定年を迎え、６０歳で正式な定年となることから、優れた管理

能力を持ちながら一担当者として働きつつ、賃金は高止まりしているという課題も抱えている。こ

のため労使は、「営業力がある人を地域限定で、いわゆる正社員とパートタイマーの中間的処遇

に位置づけるイメージ」で、定年退職以降の雇用の場も含めて検討している。 

Ｄ社は１０年前、大卒を４００～５００人、高卒を～１２００人ほど採っていたものの、「正社員の仕

事がパートタイマー・アルバイトに置き換わってきたため」、ここ数年は新卒採用を抑制しており、２

００４年実績は大卒１５０人、高卒３０人まで落ち込んでいる。これに対し、２００５年採用は大卒１５

０人、高卒５００人を予定。高校新卒者の大量採用を事実上、再開するのは「高卒者は求職難で、

逆に良い人材の採用が可能になる」と見込むためである。店舗面積が従来より大きい大規模店

の積極展開に転じるにあたり、人件費を抑えつつも優秀な働き手の確保に乗り出す。 

 

第４節 労働組合の概況 

１ パートタイマー組織化の取り組み 

 

Ｄ社労組は１９７０年１０月に結成し、現在、組合員総数約１万２９１０人である。これまでは正社

員のほか、エキスパート社員約５４０人をユニオンショップで組織化してきたが、２００４年１０月の定

期大会で、パートナー社員の組織化に取り組むことを決定した。現在、その組織化対象を絞り込

んでおり、週契約時間に勤続年数をどう組み合わせるか検討中である。同社では週３０時間以上

のパートタイマーが３分の１を占め、週２０時間以上ではいわゆるパートタイマーの９６％にのぼるな

ど、他社に比べて長時間・常用の割合が高いことが、対象者の区切りを難しくしているようだ。チェ

ックオフによる組合費の徴収基準は現行、正社員が月例賃金×１.５％＋３００円（年間１２回）で

ある。 

 

２ パートタイマーの組織化理由 

 

加盟産別の組織化方針に加え、今回、組織範囲の拡大に踏み切る理由について、Ｄ社労組

は、「小売業はマンパワー産業。パートタイマーの組織化が店舗の営業力を強化し、ひいては業

績向上につながると考えている」と説明する。また、組織化を検討するにあたって座談会などを開

き、パートタイマーのニーズを集約したところ、「店舗レベルで解決できる日常の細かなニーズが多

く、少なくとも意見を聴く場を持つことが、パートタイマーの納得感に強くつながる印象だった」と話

す。パートタイマーの処遇面の不満については、｢短時間パートタイマーと長時間パートタイマーと

の違いはあるものの、（パートタイマー間の）公正な評価による、賃金での反映が納得感につなが

る｣との見方を示している。 

 

 



 

－ 71 － 

３ パートタイマーに係る運動方針 

 

同社労組によれば、運動方針には過去、パートタイマーの労働条件の改善について一切、書

き込んだことはない。強いて言えば例年、業績向上に向けた『職場環境づくり』にその意を込めて

きたという。しかし、パートタイマーの組織化を念頭に置いた２００４年運動方針では、ファミリーの

拡大方策として初めて、『パートナー社員とのコミュニケーション』『パートナー社員の組合員化』を

書き込んだ。「同じ職場に働くパートナー社員とのコミュニケーションを積極的に図り、職場におけ

る問題や課題に対して取り組んでゆくことで、一人ひとりの仕事のやりがいにつなげていくことが

大切です」（運動方針より）――Ｄ社労組は、パートタイマーに係る実質的な取り組みの一歩を踏

み出そうとしている。 
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第７章 

社員区分別処遇を志向 

―地域密着型大手総合スーパーＥ社の事例― 

 

 

第１節 企業の概況 

 

Ｅ社（本社：愛知県稲沢市）は、履物・呉服の二小売商の合併をルーツに１９５０年に設立した。

現在、専門店、コンビニエンスストアなど、企業数２０社を擁するＥグループの中心企業である。創

業当初から「地域の１番店」をめざし、商圏を独占するいわゆるドミナント方式を強みに、東海、関

東、北陸など１都１７県に１５１店舗を出店している。バブル崩壊後の１９９３年に、一時収益は悪

化したが、社員を一切整理することなく、不採算店舗の閉鎖や間接部門から現場への職種転換

で乗り切った。１９９７年には、連結売上高が１兆円を突破。ローコスト経営を徹底する一方、競合

店の出店に合わせて個性的な業態の大型店を展開し、業界４位のポジションにある。 

２００３年度決算（単体）において、営業収益は約７２０２億１４００万円（前年比４.８％減）、営業

利益は約１２８億５３００万円（同２３.６％減）、経常利益は１３０億１０００万円（同２４.０％減）である。

店舗数（単体）は１５１店、総売場面積は約１２２万８５００㎡、１㎡あたりの売上高は５６万円であ

る。 

従業員構成（２００４年１０月時点）は、正社員が５６０６人（うち男性約４３９９人、女性約１２０７

人）、パートタイマー・アルバイト（８時間換算）が約２万７７５人であり、パートタイマー・アルバイト比

率は７８.７％、一人一時間あたりの売上高は約９３５２円となっている。 

 

第２節 人事管理体系 

１ 社員区分 

 

Ｅ社の社員は、転居転勤可否と労働時間の長さを区分基準に、「正社員」「サン社員」「パート

タイマー」「アルバイト」で構成している（第７－２－１図参照）。うちサン社員は、定年退職者の再

雇用枠として１９８０年に設置された嘱託契約社員制度をベースに、人手不足に陥ったバブル期

に制度を改訂し、いわゆる主婦パートタイマーや高卒女性などの一般採用に拡げてきた社員区

分である。 

正社員とサン社員は一日７時間３０分のシフト勤務制であり、正社員には転居を伴う転勤が、サ

ン社員には転居を伴わない異動があり得る。一方、パートタイマーは、一日８時間以下かつ週３５

時間以下の勤務で転勤はない。パートタイマーは週２５時間以上３５時間以下（Ｐ1）、週２５時間

未満（Ｐ２）、週２０時間未満（Ｐ３）の３つに区分されており、構成比はＰ１：６２％、Ｐ２：３４.５％、Ｐ

３：３.５％。業務の中核を担うパートタイマーは、一日５～７時間換算となるＰ１で、Ｐ３は一日２～３
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時間、食品部門の商品補充陳列業務や閉店前後の単純提携業務を行うサポートパートタイマー

という位置づけである。厚生年金は、Ｐ１のうち週２８時間以上のパートタイマーが加入しており、

雇用保険は週３０時間以上で一般、週２０時間以上３０時間未満は短時間の加入となっている。

アルバイトについても３区分あり、「学生」が週４０時間以下、「シニア」が週２０時間未満、「短期・

臨時」が週４０時間以下である。 

 

第７－２－１図 Ｅ社の社員区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人員構成） 

正社員：約５８００人（男性約４６００人、女性約１２００人） 

サン社員（嘱託契約社員）：約４７０人（男性約５０人、女性約４２０人） 

パートタイマー：約２万人（うち男性約５００人、女性約１万９５００人） 

アルバイト 

 

社員区分に伴う雇用期間の定めは、正社員とサン社員が期間の定めのない雇用契約（６０歳

定年制、退職金あり）であり、パートタイマーはすべて１年契約（勤続１年以上で退職記念品あり）

の反復更新となっている。アルバイトは２カ月以内の契約である。正社員、サン社員、パートタイマ

ーそれぞれの間の、社員区分の転換は制度化（１９８５年「雇用形態変更規則」）されているが、

「サン社員を新たに採用する予定はなく、またパートタイマーから年齢給要素の大きい正社員へ

の変更は難しい」ため、休眠状態となっている。 

 

２ 資格制度 

 

Ｅ社の資格体系は、正社員が職層級別制度、サン社員が資格級制度であるのに対し、パート

タイマー（アルバイトも）に資格制度はない。 

正社員については従来、年齢、経験を昇級試験で積み上げる、９段階の職能等級制度（１～８

等級とＡ等級）を採用していたものの、「パートタイマー比率が年々高まり、正社員に求められる役

転居転勤なし 

 
正社員 

職層級別制度 

パート・その他に資格制度はなし 

 
約５０００人 

サン社員 
約５００人 

７時間３０分のシフト勤務 

アルバイト 
週２５時間以上 
週３５時間以下 

週２５時 
間未満

週２０時間未満 

週４０時間 
以下など 

転居転勤あり

資格級制度

転居を伴わない

（Ｐ１） （Ｐ２）

（Ｐ３）

パートタイマー
移動あり 
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割や責任が変化してきた」ため、１９９８年に抜本改正し、役割と責任の段階に連動する３つの階

層からなる職層級別制度へ移行した（第７－２－２図参照）。職層級別制度では、旧１～５等級の

いわゆる一般社員をＡ層、旧６等級以上の課長クラスをＢ層、店長・部長クラスをＣ層に分類した

（Ａ層５５％、Ｂ層２５％、Ｃ層２０％）。いわゆる一般販売職にあたるＡ層には初級、中級、上級、エ

キスパート職の４つの級を設け、Ａ層の時点で将来、管理職（Ｂ層）をめざすのか、あるいは店舗

で販売専門職（エキスパート職）をめざすかのコースを選択させている（選択登用制度）。管理職

（Ｂ層）には、３５歳以下のＡ層在籍者から登用する。管理職（Ｂ層）に相当する役職には、担当課

長、主任、バイヤー（ＢＹＲ）、マーチャンダイザー（ＦＭＤ）、マネジャー（ＭＧＲ）、開店準備委員な

どがある。一方、エキスパート職には、４０歳以下のＡ層上級者から登用する。エキスパート職には、

販売部門とチェッカー（精算）部門がある。選択・登用は試験で決まり、管理職（Ｂ層）については

人事考課、面接、筆記、論述試験、エキスパート職に関しては人事考課と面接試験を行う。Ｃ層

の店長、部長、開店準備委員長などへはＢ層の中から任用する。 

一方、サン社員については、１～５級に格付けしており、３級以上は判断業務を、２級以上はそ

の他パートタイマーの管理業務も任せられる位置づけである。昇格には一定の在該年数に加え、

人事考課で優秀な評価を収め、さらに店長・所属長の推薦を得る必要がある。 

 

第７－２－２図 Ｅ社における正社員の資格体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 賃金制度 

 

Ｅ社の賃金体系は、正社員とサン社員が月給制、パートタイマー、アルバイトは時給制である。 

正社員については、Ｂ層とＣ層が１９９８年から年功色の薄い役割・業績重視に移行したものの、

選択・登用 

Ａ層 

Ｂ層 

Ｃ層 

選択・登用 

初級 

中級 

上級
進級

担当課長 
主任 
ＢＹＲ 
ＦＭＤ 
ＭＧＲ 
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Ａ層は従来どおりの年功体系であり、同社でも現在のところ、「職務給を追求する方向性にはな

い」としている。Ａ層の賃金は、年齢給＋職能給＋進級加給＋手当（通勤、地域、住宅、特技、

特殊勤務、時間外）で構成しており、年齢給と職能給で６～７割を占め、約２％相当の定昇がある。

一方、Ｂ層、Ｃ層の賃金は役割給一本であり、年１回の人事考課により上昇する号俸が決まる。Ａ

層からＢ層への移行時は、Ａ層の基本給＋扶養手当＋調整給×１７（一時金５カ月分含む）／１６

カ月＋役職手当で設定し、その後は業績評価に応じて 高で６号俸アップする一方、Ｃ考課とな

ればダウンもあり得る。 

正社員の賞与は、Ａ層、Ｂ層が２００４年１２月の支給から、業績連動型へ移行した。半期毎の

業績を基に、担当職位、職層別支給係数を乗じて算出する。Ｃ層の賞与については、役割別の

定額に年２回、目標利益の達成度合いなどを反映する。 

一方、サン社員については、勤務成績や経験に応じて決まる、年功体系となっている。本給＋

年功格付給＋考課給＋功績給＋調整給＋資格給＋手当（通勤、時間外・休日・深夜、扶養家

族、食事補助など）で構成し、本給には満５５歳で頭打ちとなる昇給がある。サン社員の賞与は、

Ａ層と同様に業績連動型へ移行している。 

パートタイマーの賃金については、職種別・年次別のシンプルな時給制であり、職種別・年次

別基本時間給＋通勤（週契約２５時間未満には原則なし）、時間外・休日・深夜その他手当で構

成している。職種には一般衣住業務ドライ、食品レジ、その他レジ、鮮魚・塩干、精肉、青果・花、

飲食・厨房、駐車場、カート、薬剤師、その他業務などがあり、職種別採用時間給として、店ごと

に設定している。Ｐ３を除くパートタイマーは入社後、契約更改３回目まで時間給が上積みされ、1

回め：２０円、２回め：１０円、３回め：１０円がプラスされる。同社がパートタイマーに求める役割に

照らし、それ以上の賃上げは制度上認めていない。 

パートタイマーの賞与は、週契約２５時間以上、在籍半年以上で、個人評価の対象期間に勤

務し、支給日に在籍することを要件に支給している。支給額は個人基礎額（地区ごとの平均時間

給×契約時間数）×（店舗達成分（４０％）＋部門達成分（２０％）＋個人評価分（４０％））×欠勤

控除で算出する。 

 

４ 教育制度 

 

Ｅ社の教育体系では、「任せて育てる」を基本に OJT を重視している（第７－２－３図参照）。新

卒入社後は、本人希望や適性検査の結果に基づき、店舗の一般販売職として衣料品、住居関

連、食料品のいずれかの部門に配属し、店内での集合教育と、先輩社員によるマンツーマントレ

ーニングからなる「ＦＩＴ教育」が施される。一方、パートタイマーについては、一週間単位で「基本

習熟度チェック表」を活用し、正社員が OJT で指導する。 
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第７－２－３図 Ｅ社における正社員の教育体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 Ｅ社におけるパートタイマー処遇 

１ 社員区分別処遇を志向する理由 

 

Ｅ社の総合スーパーの店舗は通常、店長以下、総勢４００人ほどで運営している。役職に就い

ているのは正社員だけであり、売場責任者以上の正社員約２５人が判断業務を行い、一人あたり

１５人ほどのパートタイマーに単純・定型業務を割り当てて管理している。消費者の嗜好の多様化

に伴い、店舗で売れ筋が異なってきたことを受けて、同社ではむしろ店舗の仕入権限を拡大して

きた。店舗では例えば衣料品でも共通商品は半分にすぎず、残りは本部のリストから現場が自ら

の判断で発注するなど、売場に正社員の判断業務を多く残している点が特徴である。 

同社では「むしろ社員区分別処遇を志向している」とし、その理由について｢正社員とパートタ

イマーでは求める仕事の質が違う。だから過去、資格・賃金体系にメリハリをつけた経緯がある｣と

話す。Ｅ社はかつて、業界に先駆けたパートタイマーの積極的な戦力化で名を馳せた。「パートタ

イマーの働きがい助長」を目的に１９７９年、パートタイマー個々の能力を、正社員に倣い職能等

級制度と年功賃金に反映する、「サンレディ制度」を導入。１９８５年には、サンレディ（時給制）か

らサン社員（月給制）、サン社員から正社員への登用を制度化し、転換実績も相当数あったこと

から、いわゆる均衡処遇の先駆けに近かった。しかし、同社は１９９６年に、サンレディ制度の廃止

に踏み切った。１９９３年の経営危機に端を発し、Ｅ社トップが当時、売上高利益率３％を稼ぎ出

していたグループ子会社の食品スーパーから抜擢されるに伴って、パートタイマーの活用方針が

「チームワークで単純・定型業務をこなすものであり、個人的な能力の発揮は必要ない」と大きく

転換したことが影響した。 

サンレディ制度を廃止した当時について、Ｅ社労組は「サンレディ制度自体は先駆的なものだ

ったが、パートタイマーの個人評価はうまく機能していなかった」と振り返る。同労組によれば当時、

サンレディの考課・功績給については、「年功にすぎず評価が適切に行われていない」「同じよう

な仕事をしながらなぜ、人により昇給が違うのか」といった不満が噴出していたという。 

同社では以降、いわゆるパートタイマーは単純・定型業務とし、賃金は採用時給×労働時間に
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簡素化して、採用時給への積み増しも契約更改３回目までとする現行制度に移行した。当時６０

００人ほどのパートタイマーの原資は現在、正社員の採用抑制や、その後の出店により採用拡大

してきた、パートタイマー約１万人に回すに至っている。 

 

２ パートタイマー制度の今後 

 

Ｅ社がパートタイマーの活用方針を転換して８年経つが、現行はどれだけ能力がある人でも３

年で時給が頭打ちになるため、パートタイマーのモチベーションが上がらず、流出が激しいといっ

た課題に悩まされている。そのため同社は２００５年度中にも、現在は食品レジチェッカー業務に

のみ、一店舗 大２人まで設けているパートリーダーなどパートタイマーの役職を拡大し、登用さ

れれば職責手当がつくような、若干の制度改訂を検討している。また、他のパートタイマーを指導

できるレベルまで求めているサン社員の基本的な業務は、正社員との重なりが無視できず、「労

使ともに持ち越している課題」であるため、できれば新制度に一本化したい意向である。 

これに対しＥ社労組も、雇用形態、職種ごとの、役割・責任と配分の結びつきの明確化は重要

というスタンスにある。パートタイマー比率が８割に近づくに伴い、中高年主婦で家計の一助という

従来像は崩れ始め、５～６年前からは高校新卒者や家計を担う女性など、意欲的なパートタイマ

ーが増えている。同労組では、「新たなタイプのパートタイマーは働きたい意欲が強く、転勤も受

け容れられれば、実質的に正社員と異ならない働き方になってくる可能性がある」とみているため

である。 

 

３ 正社員の今後の職務と採用方針 

 

Ｅ社は２０００～２００３年にかけ、新卒採用を抑制してきたものの、２００４年春から再開（約１５０

人）し、２００５年春も大卒に限り約２００人を採用する予定である。新卒採用を大卒に限る理由に

ついて、同社は「正社員はあくまで将来の幹部候補であり、その仕事もどんどん高度化している。

正社員には、付加価値をつける仕事やマネジメントへの専念が求められている」としている。 

一方、同社は２００４年度に初めて中途採用を実施し、食品部門で１０人を採用した。その際、

３０歳未満の条件を付けたものの、パートタイマーからも推薦つき公募を募り、いわばここ５～６年

で急速に増えつつある高校新卒者パートタイマーに正社員登用の道を拓いている。 

 

第４節 労働組合の概況 

１ パートタイマーの組織化状況 

 

Ｅ社労組は１９７０年に結成し、２００４年５月現在、組合員総数約１万８０００人である。正社員

のうちＡ層約２７００人とＢ層約１４００人までが組合員であり、これに一般職サン社員約４８０人と、
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長時間パートタイマー約１万８１０人からなる特別勤務者組合員で構成している。パートタイマー

の組合加入条件は、毎年５月１１日時点で週２５時間以上の契約者であり、勤続に関係なく一回

目の契約更改からユニオンショップ協定を結んでいる。同社では３～４月の新規契約者も多いた

め、 短１カ月で組合員になることも少なくない。組合に加入しない場合は、必然的に契約時間

を下げざるを得ない。 

組合費はチェックオフで、徴収基準は正社員が月例賃金１５／１０００（年間１２回）＋賞与×５

／１０００（年間２回）。一方、サン社員は基本給と賞与のそれぞれ５／１０００、パートタイマーは基

本時間給×月例所定内労働時間と賞与のそれぞれ５／１０００となっている。パートタイマーが支

払う組合費総額は、正社員の１／３ほどである。 

同労組はサン社員とパートタイマーを、組合費逓減の代わりに権利も制限される、特別組合員

に位置づけている（第７－４－１図参照）。特別組合員は、中央評議員（中央執行委員及び分会

三役、代議員・評議員）に立候補できず、また分会大会の投票権も、特勤者連絡委員１人につき

１票の行使に限られている。特勤者連絡委員は、ブロック（地区）ごとに全分会より、特別組合員６

１～８０人に対し５人といった割合で選出する。また、Ｅ社には労使の話合いの場として地区経営

懇談会や中央経営協議会があるが、パートタイマー組合員はメンバーでなく、直接参加すること

はできない仕組みとなっている。 

しかし現在、同労組は特別組合員方式の見直しを考えている。主に特別組合員方式の労働

組合法上の問題からである。 

 

第７－４－１図 Ｅ社労組の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ パートタイマーの組織化理由 

 

Ｅ社労組がパートタイマーを組織化したのは１９８５年である。きっかけは１９７９年、労務コストの

圧縮をめざし、パートタイマー戦力化のインセンティブとして、労使専門委員会でサンレディ制度

を検討し始めた当時まで遡る。同労組はパートタイマーの組織化を検討した理由について４点指
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摘する。一つは、非正社員比率が高まり、その戦力化がこれまで以上に課題となるなかで、企業

の永続発展には、全従業員一体の生産性意識の高揚が必要だと考えたことである。二つめは、

パートタイマー比率が突出していた同社は、既に一部の分会支部で特別勤務者が過半数を占め

る事態に陥っており、分会・支部によっては職場労働者の代表としての地位を全うするため、組織

化が不可欠だったことである。三つめは、労働組合の社会的使命、あるいは同じ職場で働く仲間

として、特別勤務者の総合労働条件の向上をめざしたことである。そして四つめは、組織化攻勢

が激しくなるなか、組織防衛上の必要からも、同社側の賛意が得られたことである。 

Ｅ社労組は、パートタイマーの新制度（サンレディ制度）の導入に伴う１９７９年の大会で、特別

勤務者を特別組合員として、なるべく多く組織化する方針を決めた。同労組によれば当時、パー

トタイマーの組織化をめぐっては相当の議論があり、原資の拮抗になるからと、執行部内からも反

対の声もあった。だが、特別組合員方式としたことで結果として、「執行部が提案したものを否決

したり、新たな提案を出したりするのは基本的には難しい」仕組みとなり、経営側からも「クッション

があるので問題ない」と解された。また当時は、極端には１７時に帰るようなパートタイマーが大勢

を占めていたため、労組側としても「業界水準より優位であればいい」と受け止めた側面があった

という。結果、１日４時間・週５日以上契約で、入社後満１年以上のサン社員とサンレディの大半

を、１９８５年の契約更改からユニオンショップで、特別組合員資格により、一気にメンバーに加え

た。組織率は約５２％から約８５％に急上昇した。その後、サンレディ社員制度は廃止されたが、１

９９６年に現行のパートタイマー制度が導入されるに伴い、パートタイマーの加入要件を週２５時間

以上契約に拡大した。「組織率は現在、７２％である」。 

 

３ パートタイマーに係る運動方針 

 

パートタイマーの処遇改善に係る運動方針の書き込みは、現在は、「賃金というより働きやすい

職場づくりといった書き方」になっている。Ｅ社労組は現在、特勤者連絡委員会による課題の吸い

上げのほか、①特勤者自主活動②さわやかプレイス③特勤者プロジェクト④分会特勤者懇談会

――などに取り組んでいる。 

うち「特勤者自主活動」は、主に特別組合員同士が活動の中心となり、特勤者連絡委員を中

心に分会独自のカリキュラムで、店舗や工場見学、各種セミナーなどを行い、年一回、ブロックご

との特勤者連絡委員会で、各分会の活動を発表する。「さわやかプレイス」は、分会副執行委員

長（正社員）の支援のもと分会の特勤者連絡委員を中心に、食堂などで毎月、分会の取り組み

や職場の課題など、いろいろな話をして職場の改善につなげるものである。また、「特勤者プロジ

ェクト」は、特勤組合員の制度・規約の改訂時などにブロックごとに課題を集約し、中央執行委員

会と連携を取りながら課題解決に取り組むものである。一方、「分会特勤者懇談会」は年一回、

業務時間内に、契約更改に係る苦情をフェイス・トゥ・フェイスで聴き、部会本部へ集約するパート

タイマー全員集会（パートタイマーの就業時間のバラつきを考慮し、３～１０回に分けて開催）であ
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る。 

同労組は「パートタイマーの間に、賃金など直接の労働条件に関わる不満が全くないとは思わ

ないが」と指摘しつつ、さわやかプレイスなどでパートから寄せられる不満の多くは、例えば「クーラ

ーが効かない」「下駄箱が汚い」「うがい薬が欲しい」「上司の態度が悪い」といった、日常困って

いる細々したものが多いと話す。サンレディ社員制度があった当時、同労組は正社員のベアを時

間換算して引上率を算出し、パートタイマーの時給の引き上げにも積極的に貢献してきた。だが

その後、同社がパートタイマーの活用方針を転換し、人件費の抑制が至上命題となるなかで、労

組としても、パートタイマーの時給引き上げには慎重な姿勢でいる。現在は、産別 賃の改訂に

合わせて時給を引き上げること、さらにパートタイマーの募集人員をクリアできる水準であることな

どを、使用者側と確認するレベルにとどまっているという。 
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第８章 

要約と結論 

 

第３～７章では、総合スーパー５社におけるパートタイマーと正社員の位置づけにかかわる近

年の制度見直しを概観した。事例では、パートタイマー・アルバイト比率１が軒並み７０～８０％に

達しているなか、均衡処遇２を意識した労使の取り組みがみられた（第８－１－１表）。以下では事

例の特徴をまとめるとともに、均衡処遇をめぐる取り組みに関する共通点などについて論及する。 

 

第８－１－１表 各社の制度見直し 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社

特徴

０４年２月よりパートタ
イマーと正社員の資
格・評価体系を一本
化する「コミュニティ
社員制度」を適用

０２年５月よりパート
タイマーと正社員と
いう従来区分を取り
払い、両者の人材
活用体系を統合す
る「ＣＡＰ制度」を適
用

０２年４月よりパート
タイマーと正社員の
中間的社員区分「エ
クセレント社員制度」
を創設

０１年から「リーダー
パートナー制度」を
導入。また、０２年よ
りパートタイマーに
も「社内立候補制
度」を適用し、パー
トタイマーの役職登
用に徐々に向かい
つつある。

０５年度中にも、
パートタイマーを
パートタイマー
リーダーなどの
専用の役職に登
用する新制度の
導入を検討して
いる

 

 

第１節 各社の人事・処遇制度見直しの特徴 

Ａ社 パートタイマーと正社員で資格・評価体系を一本化 

「２０１０年の世界の小売ランキングで１０位以内」を目標に、拡大路線を走るＡ社は２００４年２

月、｢転居をともなう転勤ができるかどうか｣を新たな社員区分基準に、「可」である正社員のＮ、Ｒ

社員を「Ｓ、Ｍ、Ｊ職制度」に、「否」である正社員のＬ社員とパートタイマーなど非正社員を「コミュ

ニティ社員制度」に括り直した。区分基準に労働時間の長さが含まれていないのは、コミュニティ

社員もマネジメント層は１カ月単位の変形労働時間制であり、さらにマネジャー以上の役職に就く

ようになると、「実態として自発的に正社員同様の１６０時間勤務になる」ためである。背景には、

同社が業務の合理化を進め、人員構成を変革するなかで、基幹的なパートタイマーが店舗運営

の中核となってきた現場実態がある（詳細は後述２－②参照）。 

コミュニティ社員と正社員の資格・評価体系は一本化し（第８－１－２図）、すべての社員に小

型店の店長まで登用される機会を拓いた。そして、マネジャー以上の役職に就いたコミュニティ社 

１８時間換算のパートタイマー・アルバイト数÷（正社員数＋８時間換算のパートタイマー・アルバイト数） 

２（日本型）均衡処遇の概念については、厚生労働省「短時間労働者と通常労働者との均衡を考慮した処遇の考え

方」（２００４年３月）、厚生労働省パートタイム労働研究会（２００２）を参照した。それによれば、（日本型）均衡処遇とは、

正社員と職務が同じで人材活用の仕組みや運用なども実質的に異ならないパートタイム労働者については、正社員

と処遇の決定方式を合わせるなどした上で処遇（水準）の均衡を確保し、人材活用の仕組みや運用などが異なる場

合には、パートタイム労働者の意欲、能力、経験、成果などに応じた処遇で、正社員との（水準の）均衡を図るという

考え方である 
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員については、賃金の支払形態を日給月給

制に統一し、月例賃金の項目も資格給３（９）

＋能力給（１）＋手当関係に合わせるとともに、

月例賃金の水準で、同一資格・同職位にあ

るＲ社員の約９０％を確保できるよう設計し

た。 

Ａ社の制度見直しは、転居転勤がないと

いう点ではパートタイマーと異ならない正社

員をパートタイマーに転換したうえで、パート

タイマーも役職に積極的に登用して処遇の

均衡を推し進めようとする事例とみることがで

きる。 

 

Ｂ社 パートタイマーと正社員で人材活用体系を統合 

Ｂ社は、会社再建へ向けて営業力を強化するため、「転宅の可否」と「週４０時間のフルタイム

（シフト）勤務か、週３８時間上限のパートタイム勤務か」を新たな基準に社員を４つの契約に区分

し、本社を含め、パートタイマーと正社員の人材活用体系を統合する「ＣＡＰ制度」を導入した。第

８－１－３図のように、資格制度はキャップごとに別建てだが、キャップ間にある程度、処遇の整合

性を持たせることでキャップの転換を可能にし、すべてのキャップに店長までの登用機会を拓い

た。 

処遇については、キャップによらず月例賃金はおおむねベース部分＋資格部分＋役割部分

＋手当関係で構成し、役割給は時間比例で加給するほか、資格給については各キャップ間格差

を５％以内に抑えた。そして、パートタイマー（ア

クティブキャップ）と正社員（ゼネラルキャップ）

の中間的な社員区分として創設したキャリアキ

ャップ（転宅なしのフルタイムシフト勤務）につい

ては、同一資格・同役割のゼネラルキャップと、

賃金の全体水準が同等になるよう設計した。 

Ｂ社の制度見直しは、正社員やパートタイマ

ーを転宅の有無や労働時間の長さの面で重な

らない区分に再整理し、区分にかかわりなく役

職に登用することで処遇の均衡を確保しようと

している事例であるとみることができる。 

３正社員は資格と役割が絶対連動しているが、コミュニティ社員は必ずしもそうでないため、詳細には正社員でいう資

格給（９）を資格給（７）＋職位給（２）で構成している 

第８-1-２図 Ａ社の資格制度 

第８-１-３図 Ｂ社の資格制度 
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Ｃ社 パートタイマーと正社員の中間的な社員区分を創設 

一方、経営破綻に陥ったＣ社は、再建にあたり正社員数をほぼ半分に集約して完全職務給に

移行するとともに、転居転勤のない正社員であるホーム社員の人件費の削減に向けて、パートタ

イマーと正社員の中間的な社員区分となる「エクセレント社員制度」を創設した。エクセレント社員

は、転居転勤がないという点はホーム社員と同じだが、シフト勤務制の時間の融通性・長さが異な

って４おり、現在はホーム社員とほぼ同数の約４００人を数える。同社はエクセレント社員制度の創

設にあたり、資格上限をホーム社員と同一にし

て（第８－１－４図）、マネジャーまでの登用機

会を拓いた。また、期間の定めのない雇用（６０

歳定年制）とし、その月例賃金は職責給＋役

割給＋手当関係で構成する月給制に合わせ

る一方、水準についても基本給に限り同じ職

責・役割にあるホーム社員の時間比例で６／８

あるいは７／８を確保できるよう設計した５。 

Ｃ社の制度見直しは、転居転勤がないという

点では共通する正社員層とパートタイマーで、

労働時間の長さに基づく時間比例原則により均衡を図った社員区分を用意して、パートタイマー

に中核的な役割を担ってもらおうとする事例と言える。 

 

Ｄ社 パートタイマーにも管理職立候補制を適用 

一方、Ｄ社は１９８６年から、社員を転居転勤範囲で区分する「ナショナル・エリア・ストア社員群

制度」を適用しており、正社員とパートタイマーでは資格（第８－１－５図）・処遇とも別建てにして

いる。同社は、正社員とパートタイマー間の処遇については、「正社員がキャリア期待や転勤リス

ク、配置転換リスク、労働時間の拘束性、売り場の数値の責任性などを負っているのに対し、パ

ートタイマーは契約した期間、勤務地限定で応募した職種に限り、一日２時間から働ける長さでよ

いといった大きな違いがあるため、基本的に合わせる必要はない」というスタンスにある。 

しかし一方で、２００１年には「リーダーパートナー制」を導入し、優秀なパートタイマーは役職に

就けるようにしたほか、２００２年には「社内立候補制度」の適用対象にパートナーも加え、パートタ

イマーの役職登用をめざしてきた。だが現在のところ、パートタイマーの役職登用は担当マネジャ

ーやレジチェッカーマスター、サービスカウンターチーフなど７人を数えるにとどまっている。同社

の場合、リーダーパートナーに登用され、役職に就くことになっても時給制に変わりない。ただ、役 

４ホーム社員は８時間、エクセレント社員は６時間あるいは７時間で、暦日の半分は契約時間どおりのシフトでなくては

ならない 

５ただし、エクセレント社員の基本給には、時間帯加給がつくようになっており、終業（２２時）を２０日分含んで初めて６

／８あるいは７／８水準が確保される 

第８-1-４図 Ｃ社の資格制度 

N社員 Z社員 H社員 エクセレント社員
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職づきパートナーは「結果として週３０時間以上の常用になる」ことから、正社員・ナショナル・エリ

ア社員の職責手当の時間比例（例えば３０／４０で時間外労働があればその分も）で、職責加給

を加算するなどしている。 

同社はまた、２００４年３月、正社員のうち国内１８地域内で転居転勤がある「エリア社員群」に

ついて、従来どおりの「広域」に加え、新たに原則、赴任を伴う異動がない「狭域」を設け、エリア

社員群の半数以上（大半は女性）が「狭域」に移

行した。これまで、エリア社員群とは言え役職づき

でない社員の転居転勤は稀だったのに加え、出

産や介護など転居転勤できない事情を生じても、

社員群転換の申請があがりにくい事情もあったこ

とから、社員区分を実態に即して修正した格好で

ある。 

Ｄ社の一連の制度改訂は、役職登用されるよう

なパートタイマーに限っては、可能な部分から処

遇の均衡を図ろうとする事例ではあるものの、同

時に正社員サイドの体系を職務に応じた賃金や

転居転勤の実態に即した社員区分に改める向き

にある点で先の３社と異なっている。 

 

Ｅ社 社員区分別処遇を志向 

一方、Ｅ社は、かつてはパートタイマー個々の能力を正社員にならった職能等級制度で測り、

年功賃金に反映する均衡処遇の先駆けに近い制度を採っていたが、１９９６年にパートタイマー

の活用方針を大きく転換し、シンプルな時給制に置き換えた。「パートタイマーはチームワークで

単純・定型業務をこなすもので個人的な能力の発揮は必要ない」との考え方をベースに、時給の

昇給も３回までとした。 

同社は現在、「転居転勤の可否」と「一日７時間３０分のシフト勤務制か一日８時間以下かつ週

３５時間以下の契約時間内か」の組み合わせで社員を区分しており、賃金は社員ごとに完全別

建てである。「正社員とパートタイマーでは求める仕事の質が違う」とし、「現在のところ社員区分

別処遇を志向している」。 

しかし現在、パートタイマーのモチベーションが上がりにくく、定着率が思わしくないといった課

題を抱えている。同社は２００５年度中にも、パートタイマーリーダーなどの役職を拡大し、登用さ

れれば若干の職責手当が付くような制度改訂を検討している。 

Ｅ社の制度見直しは、人材活用戦略としてパートタイマーと正社員の職務（役職登用）などを

区分することで、基本的には正社員とパートタイマーの処遇差を合理的理由を持って是認する方

向にある事例だと考えられる。 

第８-1-５図 Ｄ社の資格制度 
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第２節 均衡処遇をめぐる４つの傾向 

以上の比較から、均衡処遇をめぐる労使の取り組みの共通点を探ると、次で述べるような４つ

の傾向が浮き彫りになった。 

 

１ 賃金制度の見直しと均衡処遇 

一つめは、年功的な賃金制度を見直し、いわゆる仕事基準による能力・成果主義的な制度へ

のシフトに合わせて、パートタイマーと正社員の間の処遇を見直しており、とくに基本給のうち職

責、役割といった職務によって決まる賃金項目と、賞与でもとくに職務に応じる基本・基準部分か

ら、均衡化に着手する傾向がうかがえるということである６。具体的な内容を整理すると、概要以下

の通りである（第８－２－１表）。 

 

第８－２－１表 パートタイマーと正社員の賃金面での均衡の具体的内容 

賃金支払形態 決定方式 水準

日給月給制
（基本給）資格給（７）＋職
位給（２）＋能力給（１）②

月例賃金の全体水準で
約９０％を確保するよう設
計

(賞与）基準部分＋業績変
動部分０～２カ月

（賞与）基準部分の水準
を７５％確保

（基本給）(キャリアベース給＋
キャリア資格給＋役割給で構成

し)、役割給のみ同額で支給

基本給のうち資格給の同
資格間格差を５％内に抑
え、年収全体水準でも同
等を確保

（賞与）基本部分＋キャリア業

績部分で構成し、基本部分は
役割連動で、算定基礎×４
カ月

（基本給）（アクティブベース部
分＋アクティブ資格部分＋役割

部分で構成し）、役割部分の
み役割給の時間比例で支
給

基本給のうち資格給の同
資格間格差が５％内に
収まるよう設計

（賞与）同上

Ｃ社
エクセレント社員⑥

（パートタイマーと正社
員の中間的な社員）

同役割の
ホーム社員

月給制
（基本給）職責給（５）＋役
割給（５）

労働時間の長さ（６時間
あるいは７時間）に応じ、
基本給水準で６／８ある
いは７／８を確保⑦するよ
う設計

Ｄ社
リーダーパートナー⑧

（いわゆる役職づき
パートタイマー）

正社員
正社員の所定内手当のうち
職責手当の時間比例で、
職責加給を付加

（賞与）正社員５カ月、一
般パートナー１カ月のとこ
ろ、２カ月支給

Ｅ社⑨

比較正社員と合わせている均衡処遇の具体的内容

同資格、同役割の
ゼネラルキャップ④

キャリアキャップ③

（パートタイマーと正社
員の中間的な社員）

　　は、正社員同様、期間の定めのない雇用契約　（６０歳定年制）である

対象パートタイマーなど 比較正社員

Ａ社

コミュニティ社員
マネジメント層①

（いわゆる役職づき
パートタイマー）

同資格・同職位の
リージョナル社員

同資格、同役割の
キャリアキャップ

一定資格（Ａ３）以上の
アクティブキャップ⑤

（いわゆる役職づき
パートタイマー）

⑥一日６時間あるいは７時間のシフト勤務制（ただし主契約時間をずらせるのは暦日の半分だけ）。エクセレント社員

②正社員は資格と役割が絶対連動しているが、コミュニティ社員は必ずしもそうでないため、資格給を資格給＋

Ｂ社

⑨パートタイマーと正社員の仕事は質的に異なるとして、社員区分別処遇を志向

⑦ただし、エクセレント社員の基本給には時間帯加給がつくようになっており、終業（２２時）を２０日分含んで初めて

⑧結果として週３０時間以上の常用（長時間）である

①月間１４０時間も制度上可能だが、実態として自発的に１６０時間勤務になるマネジャー以上のパートタイマー

③正社員同様、フルタイム勤務だが転宅不可
④フルタイム勤務で転宅可能な正社員
⑤パートタイム勤務で転宅不可

　　職位給で構成している

　　同水準が確保される

 

 

６短時間労働の活用と均衡処遇に関する研究会（２００３）は、「Company-entry 社員群」と「Job-entry 社員群」が職務

等級制度で統合されるタイプでより、資格体系・処遇方法が明確になり、均衡の確保が容易になると提言している。 
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これらをみると、各社ともいわゆる均衡は、結果として労働時間の融通性や長さについても正社

員並みになる役職づきパートタイマー、あるいはパートタイマー・正社員の中間的な社員と、その

役職を主に分け合う正社員との比較で図られている。均衡処遇の判断要素となる基本給につい

てみると、パートタイマーと正社員の間に限れば、Ｂ社とＤ社が一部賃金項目に限り決定方式を

合わせるにとどまる一方、Ａ社とＣ社では基本給全体の決定方式を合わせ、水準の均衡まで確

保するより踏み込んだ形になっていることがわかる。これはＡ～Ｄの４社に共通して、職務・能力、

業績重視にシフトしつつあるものの、Ａ社とＣ社でより職務に連動する賃金項目のウェートが高い

ためと考えられる。 

この点に関し、現段階ではまだ年齢給が２割、職務職能給が４割超を占め、年功的な賃金項

目のウェートが小さくないＤ社の労組は、職務に応じて決まる賃金項目に限って均衡に取り組ん

でいる理由について、 

①正社員かパートタイマーかを問わず、まったく同じ役職（職責）を任されるのなら、それに伴う

賃金項目を時間比例にするという原則は、正社員からみても受け容れやすい 

②正社員で仕事に見合った処遇をつくってきているなかで、業績原資はそもそも流動的である 

――などと説明している。 

賃金制度から年功的な要素（人基準）が縮小し、職務要素（仕事基準）が重視される傾向が強

まるほど、均衡処遇を促す契機になるとみることができる。 

 

２ パートタイマーの質的基幹化と均衡処遇 

二つめは、パートタイマーの質的基幹化が進展している企業ほど、均衡処遇に積極的に取り

組んでいる傾向がみられるということである。パートタイマーの量的拡大をパートタイマー・アルバイ

ト比率で、質的基幹化の程度をマネジャー職以上の役職づきパートタイマー数でみると、以下の

通りである。 

 

第８－２－２表 パートタイマーの量的拡大と質的基幹化 

 

 

 

 

 

制度の導入時点が異なるため一概に比較はできないが、おおむね母数のパートタイマー総数

に比した役職づきパートタイマー数は、Ａ社やＣ社で多く、パートタイマーの質的基幹化がより進

んでいるとみることができる。一方、第８－２－１表でみたように、Ａ社やＣ社でより踏み込んだ形の

均衡確保が図れている。すなわち、「パートタイマーの基幹労働力化の進展が均衡への取り組み

を促す」という、計量分析に基づく佐藤＝佐野＝原（２００３）の指摘が、事例をもって確認できると

Ａ社
パートタイマー・ 
アルバイト比率 

Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 

約７８％ 約７８％約７４％ 約７１％ 約７８.５％ 

パートタイマーの 
役職登用 

８０人（見込み含む） 
／約７万９０００人の
コミュニティ社員中 
（制度は０４年導入） 

「数人」／約４万人
のアクティブキャッ
プ中（制度は０２年
導入） 

約１０人／約４００人
のエクセレント社員
中（全パートタイ 
マーでは５５００人 
中）（制度は０２年導
入） 

７人／約３万６１００ 
人のパートナー社 
員中（制度は０１年 
導入） 

登用する仕組みは
ない 
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言えそうである。 

Ａ社やＣ社は、パートタイマーの質的基幹化の進展から、均衡処遇にもつながるパートタイマー

と正社員双方に関係する制度見直しに踏み込んだ背景について、次のように説明している。 

Ａ社は業務の合理化を進めつつ人員構成を変革することを理由に、２００２年から３年間、新卒

採用を見送ってきた。新規出店の続くなか、現場の正社員数が限られてくると、｢任せられるもの

ならパートタイマーにもどんどん頼んでいくのが心情」（労組）。「正社員で職域を囲い込むような

発想、余裕などない｣（同）なかで、１９９９年に導入したパートタイマー主任制度や、それを正社員

の役職に乗り入れたマネジャー（みなし）制度などを活用しつつ、パートタイマーの質的基幹化は

進展した。そうして、正社員並みに月間１５０時間程度働くパートタイマーが現れると、「現場から

は相応の賃金を支払ってもいいのではないかという声が上がり始めた」（Ａ社）という。そして、「（各

店舗の裁量で高い）時給を獲得するパートタイマーが全国で３００人にも達してきたことから、制度

の抜本改訂が必要になってきた｣（同）。改訂に臨んだ労組は、｢現場ではすでにパートタイマー

の売場長、マネジャーがありきだったため、水準確保を含む会社側からの改訂案は当然というス

タンス（で受け容れた）｣と振り返り、同社側も「制度の導入前後で原資変化はない。原資的には

めざすというより、実態を制度にした結果そうなった」と、基幹化の進展と処遇改善の関係を説明

する。 

一方、経営危機のため、数次にわたる早期希望退職を実施してきたＣ社では、「ホーム社員数

が逼迫してきた職場で、パートタイマーに中核的な役割を担ってもらうよう意識してきた」結果とし

て、パートタイマーの質的基幹化が進展してきた。「人的生産性を向上させるためには正社員の

職務をより人件費の低いパートタイマーに任せる必要があった」ことから、正社員とパートタイマー

の中間にあたる社員区分の創設に至ったが、労組はこのプロセスについて、「業界先駆けに見え

るだろうが、旧態依然のオペレーションでは（コスト的にも）現場が回らなくなったからこそやらざる

を得なかったのが本音だ」と率直に語っている。また、均衡処遇化に抵抗感がなかった理由につ

いても、「（パートタイマーが）それだけの原資をすでに旧制度で持っており、労組としても正社員

から削って配分するというようなことを一切していないからではないか」と指摘している。 

 

３ 均衡処遇に伴う社員区分の適正化 

三つめは、Ａ～Ｃ社の事例に共通して、パートタイマーと正社員双方に関係する制度見直しに

際し、社員区分の適正化が図られており（第８－２－３表）、その過程では転居転勤の有無という 

第８－２－３表 各社の制度見直しに伴う社員区分の適正化 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

社員区分の適

正化対象と措置

転居転勤のない ロー

カ ル社員 約１８００人

を、０４年２月にコミュ

ニティ社員に転換（３

年間は現給を保障し、

その後の３年間で水準

ダウン）

転居転勤がなく異動も

通勤圏内に限る ホー

ム社員約１０００人は、

０２年３月以降は 社員

区分上あり得なくなっ

たが、当面 は正 社員

待遇に 内包 しつ つも

自然減待ち

転居転勤のないホー

ム社員に対し、０２年

の制度改訂前に厳し

い評価を行 った うえ

で、残る約４００人に

ついては自然減待ち
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働き方の実態を基準にすると、転居転勤がないという点でパートタイマーと一致する、当該社員

層の整理・統合が図られているということである。 

これらに共通して、社員区分の適正化の 大の見直し対象となったのは、主に高卒・短大卒

枠のいわゆる女性一般職である７、８。バブル経済前後の人手不足に数多く採用され、年功的に

処遇されてきた結果、資格の上限に貼りつき、賃金も高水準に達していたという。同社員層の揺

らぎは、各社の指摘に基づけば、いわゆる役職づきパートタイマーの台頭と無関係ではない。店

舗では、同社員層の中心業務だったレジチェッカーマスターや衣料部門マネジャーといった役職

から、パートタイマーの侵食が進んできた面があるという９。 

 

４ パートタイマーの労組組織化と均衡処遇 

四つめは、パートタイマーと正社員双方に関係する制度見直しに踏み切った企業で、組合側

から均衡処遇の推進を要求した事例はなかったということである。そして制度見直しに臨む労組

の関心事は、むしろ社員区分に係る制度見直しと抱き合わせの形で行う、パートタイマーの組織

化・組織拡大にあるようだった１０。事例のいくつかでは、組織拡大をめざす労組の思惑とパートタ 

第８－２－４表 各社におけるパートタイマーの組織化範囲と組合費徴収基準 

 

 

 

 

 

 

 

７連合総研（２００３）により、女性の多い一般職正社員から、派遣や非正社員への業務移管が起きていることが示され

ている。また高原（２００３）は、労働省「賃金構造基本統計調査」の職種別賃金と労働者構成比、および労働者数の

増減を検討し、低賃金職種において女性正社員と女性パートタイマー間で代替が生じていると指摘している 

８佐藤＝佐野＝原（２００３）は、厚生労働省（２００２）の均衡処遇論を念頭に、正社員と非正社員の雇用区分の内実

が同一にもかかわらず、別の区分として労働条件を設定する点が、賃金決定方法を同一にするのを妨げていると指

摘し、仕事内容やキャリアの実態に即し働き方の多様化に対応した適切な区分設定が、均衡処遇の実現には欠か

せないという見解を示しているが、この点についても、今回の事例を持って確認できると言っていいだろう 

９同社員層の揺らぎはまた、業界淘汰のなかで店舗が閉鎖し、もはや（県内）異動さえできないところもあるという、「限

定勤務地制度」の行き詰まりに因るところでもある。また、雇用情勢の悪化とともに新規高卒・短大卒女性が初職とし

てパートタイマーを選択するケースが増えたことなどから、市場に照らした合理性が追求されてきた結果とも言える 

１０本田（２００２）は、パートタイマーが組織化されている企業の方が、パートタイマーの個別的賃金管理の導入が進ん

でいることを示し、それは実際にはパートタイマーの組織化が、処遇改善の目的で新制度を導入し、その特定区分に

含まれるパートタイマーをそのまま組織化対象とする形で、進められることに因るとしている 

Ａ社 

組合費 
徴収基準 

正社員 

パートタ 
イマー 

月例 

一時金 

一時金 

月例 

１.８％ 

１.０％ 
１.８％ 

１.０％ 

１.２％＋上部団体費 

総額の１.０％

１.２％＋上部団体費

総額の１.０％

１.８％＋７４５円 １.５％＋３００円 

総額の１.８％

1.5％ 

１.５％ 1.5％ 
0.5％ 

0.5％ 

組織化範囲と組合員数 

総組合員数 

長時間コミュ
ニティ社員 
約４３００人 

アクティブキャップ
Ａ２以上 
約１万５６００人 

エクセレント社員約４００
人、フーズエキスパート
社員約１００人、パート
ナー社員約３０２０人

エキスパート
社員 
約５４０人 

サン社員約４８０人、
長時間パートタイ 
マー約１万８１０人 

約１万７９００人 約２万３５００人 約１万２９１０人 約４５８０人 約１万８０００人

（０４年末現在）

Ｂ社 Ｅ社 Ｃ社 Ｄ社 
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イマーの戦力化を引き出したい会社側の意向が一致する形で、大幅な組織率アップが実現して

いるケースがみられた。 

Ａ社労組は、新たな人事ビジョンの中核である「コミュニティ社員制度」の導入から半年後の２０

０４年８月、長時間コミュニティ社員（Ｊ３・Ｊ２・職務Ⅲ・職務Ｓで社会保険適用者）約４３００人を、新

たにユニオンショップで組織化し、「組織率は一気に４ポイント高まり１７.８％となった」。パートタイ

マーの組織化に取り組んだ理由について、同労組は「効率化の過程で職場風土が悪くなり、解

決には全従業員レベルからの声と知恵が必要になった。また、正社員だけ守られればいいという

ことが考えられなくなってきた」としている。今後もコミュニティ社員の組織化範囲を職務Ⅰ以上・

週２０時間以上まで拡げ、組合員総数は、２００６年度までに６万人を超える見込みである。同労

組はコミュニティ社員の組合費を、正社員と同率にしている。パートタイマーを「同じ職場に働く仲

間」と位置づける、同労組の基本的なスタンスを示すものとも言える。同年秋の定期大会では、コ

ミュニティ社員の組合員からすでに、非専従ながら中央執行委員が誕生するなど、組合活動面で

も基幹的役割を担いつつある。 

Ｂ社労組は、それまで定時社員（パートタイマーから試験登用された売場責任者の代行役）に

とどまっていたパートタイマーの組織化範囲を、「ＣＡＰ制度」の導入に伴い、ユニオンショップでＡ

２資格以上（＝週２０時間以上）のアクティブキャップまで拡大した。その結果、組合員数は約 1 万

２０００人増加し、「組織率は約２３％から約４７％まで上昇した」（Ｂ社）。同社における組織化成功

の背景には、仕事と役割を機軸にパートタイマーから管理職までの人事処遇コンセプトを一貫さ

せたいＢ社側の意向と、度重なるリストラで組織率の低下に直面した労組側の組織化意欲の一

致がある。 

また、外部組合からの組織防衛を動機に、他の総合スーパーに先駆け１９７９年からパートタイ

マーを組織化してきたＣ社労組も、今回の人事制度改革に際し、ユニオンショップで組織化範囲

を拡大した。エクセレント社員約４００人のほか、入社後６カ月以上のパートナー社員約３０２０人を

一気にメンバーに加え、「組織率は約３７％から約８２％まで一気に高まった」という。 

一方、Ｄ社労組は「過去、パートタイマーの労働条件改善について、運動方針に一切書き込ん

だことはない」というが、２００４年秋の定期大会で、パートナー社員の組織化に取り組むことを決

めた。現在、その対象を絞り込んでおり、他の労組と同じ週労働時間の長短と社会保険適非に

加え、勤続年数をどう組み合わせるかを検討中だという。同社では、週３０時間以上のパートタイ

マーが３分の１を占め、週２０時間以上では９６％にのぼるなど、他社に比べ常用（長時間）パート

タイマーの割合が高いためである。 

以上に共通して、労組がパートタイマーを組織化・組織拡大する理由は、その量的基幹化によ

り労働組合の代表性、交渉力が問われだしたからに他ならない。しかしそれでも、制度改訂と機

を同じくする理由には、労組の説明によれば 

①社員区分（実質的に労働時間の長さ、社会保険の適用など労働条件）に加入条件を直

結できるため、パートタイマーの抵抗感が少ない形で一様に広げやすい 
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②組織化・組織拡大に伴うコストや手間が軽減され、また場合によっては、パートタイマー組

合員の直近の時給アップ（組織化直後の運動成果）にもつなげやすい 

――ことなどが関係している。なおヒアリング調査を通じて、パートタイマーの組織化に企業側が

反対したケースは見当たらなかった。 

また、各労組におけるパートタイマー組織化後の運動展開の前面には、処遇改善といった労

働条件向上の取り組みより、むしろパートタイマーの不満を聴くなど働きやすい職場づくりが押し

出される傾向がみられた。例えばＡ社労組は、パートタイマー勧誘用パンフレットの冒頭で、①「し

たい！」思いが「できる！」になります②仲間の輪が広がります③「あなたの声が活かされます」④

相談相手が増えます⑤今の生活、将来の生活不安を回避する知恵を提供します――の５つの

「出来マス」を掲げ、「同じ職場に働く仲間として、雇用形態は違ってもお互いが信頼し合い、笑

顔と対話あふれる、風通しの良い職場風土を目指します」（パンフレットより）とアピールしている。 

各事例に共通して、パートタイマーの処遇改善に関して考慮するポイントとしては、正社員との

比較というより、地域や業界水準でみての優位性や、労働時間の長さの確保、採用時点の違い

や評価に伴うパートタイマー間の公正さなどにウェートを置いている（置くことになる）ということだっ

た。 

均衡処遇の推進にあたっては、パートタイマーと正社員の利害が相反する「労労利害」の対立

も、発生し得るとの指摘もある。賃上げ自体が難しい時代に入り、正社員の賃下げにもつながりか

ねない均衡処遇の推進に、労組が積極的になりづらい可能性もあると言えるだろう１１、１２、１３。ヒアリ

ング調査を通じて、パートタイマーの処遇改善にあたり、正社員の既得権益が見直しに直面する

実態も出てきているだけに、労組側には意識改革も求められている。 

 

第３節 小括（今後の検討課題を含めて） 

均衡処遇が重要な政策イシューとなるなかで、パートタイマーの量的拡大が著しい総合スーパ

ー業界における今回のヒアリング事例調査では、パートタイマーにとどまらず、正社員の働き方や

処遇にもかかわる各社の制度見直しの内容を明らかにした。 

１１連合の「パートタイム労働者等実態調査結果」（２００３年７月～２００４年１月、２４８６組合回答）によると、パートタイ

ム労働者等が存在する職場は、有効回答２４８６単組の８６.５％を占めるものの、有効回答７１２組合の約４３％がパー

トタイム労働者の処遇改善に「取り組む予定がない」とし、同約５３％が組織化に「取り組む予定がない」としている。 

１２脇坂（２００４）は、どのような企業が均衡を考慮している・していないかへの労働組合の関与について、組合のある企

業が影響を与えているわけではなく、それどころか社員と「仕事内容・責任が全く同じパート」では、組合のない企業の

方が均衡を考慮していることを示しており、労働組合（従業員組織）は正社員のみの組合の利益を優先するが故に、

非正社員の均衡問題に否定的なのかという疑問を投げかけている。 

１３禿（２００３）は生協の事例分析を通じ、賃金格差を埋めるためにパートタイマー職員の職域拡大を促進するほどに、

却って正規職員との処遇格差問題は先鋭化することになり、職域拡大が抑えられないために正規職員の能力不足

問題が提起されることになった経緯を示している。 
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改めてまとめると、Ａ社は転居転勤がないという点ではパートタイマーと同じ正社員をパートタイ

マーに統合したうえで、パートタイマーも積極的に役職に登用し処遇の均衡を確保しようとしてお

り、Ｂ社は正社員やパートタイマーを転宅の有無や労働時間の長さの面で重ならない区分に再

整理し、区分にかかわりなく役職に登用することで処遇の均衡を確保しようとしていた。またＣ社は、

転居転勤がないという点では共通する正社員層と時間比例原則で処遇の均衡を図る社員区分

を用意して、パートタイマーに中核的な役割を担ってもらおうとしていた。一方、Ｄ社は役職に登

用したパートタイマーについては処遇の若干の均衡を図ろうとするものだが、同時に正社員の体

系を職務に応じた賃金や、転居転勤の実態に即した社員区分に改める方向にある点で前述の３

社とは異なっていた。またＥ社は、人材活用戦略として、パートタイマーは単純・定型業務のみとし、

正社員との間で職務（役職登用）などの区分を明確にすることで、基本的には処遇差を是認する

向きにあった。 

本章ではこうした違いをなぜ生じるかについて、「均衡処遇をめぐる４つの傾向」のなかで考察

し、次の２点を明らかにした。 

① 正社員を抑制するなかパートタイマーの質的基幹化にも熱心な企業ほど、パートタイマー

と正社員の比較で処遇を見直す傾向にある一方、パートタイマーの量的拡大は進めるが、

質的な基幹化戦略を採らないまたは熱心に進めていない企業では、基本的には正社員と

パートタイマーに求めるものには大きな違いがあるとして、合理的理由をもって格差を是認

する向きにある 

② 年功的な賃金制度を見直し、いわゆる仕事基準による能力・成果主義的な制度へのシフ

トに合わせて、パートタイマーと正社員の間の処遇を見直しており、とくに基本給のうち職

責、役割といった職務によって決まる賃金項目から、均衡化に着手する傾向がうかがえる 

すなわちパートタイマーと正社員の位置づけにかかわる制度見直しの取り組みかたの違いは、

パートタイマーの基幹化方針をはじめとする個別企業の人材活用戦略や、正社員の処遇の見直

しなどに応じていることが浮き彫りになった。しかし一方、正社員、パートタイマーを問わず社員に

納得して働いてもらえるようにすることが必要になるなかで、いずれの事例も近年、パートタイマー

か正社員かを超えて、仕事・働き方と処遇の対応関係を明確にしようとする向きにある点では一

致していた。この点で、いずれの事例も広い意味では均衡処遇を考慮していると言えそうであり、

すなわち労使には、実態を踏まえて可能な部分から、仕事・働き方と処遇の対応関係を見直すこ

とが、ひいては均衡処遇につながることを理解してもらうことが重要と考えられる１４。 

本報告書の５つの事例には、労組が均衡処遇の推進を直接、要求したものは見当たらない。

パートタイマーの組織化後も、労組が均衡処遇の推進に積極的になりづらい可能性については、

先述したとおりである。本調査では、各社の事例をパートタイマー自身がどう受け止めているかま

では追跡できなかった。それだけに各社の制度見直しが、パートタイマーの納得性にどの程度つ

ながっているのか、さらに組織化されたパートタイマーがどのように処遇決定にかかわっていくのか

は、今後の課題の一つだろうと思われる。また、本報告書で指摘したように、均衡処遇に伴う社員
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区分の適正化によって、女性一般職から正社員がパートタイマーへの転換や自然減を迫られる

面もある。均衡処遇の取り組みを正社員個々がどう受け止めるのか。そうした視点での調査研究

も必要だと思われる。 

１４日本経団連（２００４）は、改正パートタイム労働指針を踏まえた、有期雇用従業員の人事・賃金管理のあり方として、

「長期雇用従業員の人事・処遇制度との均衡確保型」「長期雇用従業員の人事・処遇制度見直しによる均衡確保

型」｢長期雇用従業員との担当職務の区分明確化型｣や｢長期雇用従業員の人材活用の仕組みと異なる制度の明

確化型｣――の４つのモデルを提示している 
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・本田一成（１９９３）「パートタイム労働者の基幹労働力化と処遇制度」『日本労働研究機構研究紀

要』第６号 

 本田一成（１９９８）「パートタイマーの個別賃金管理の変容」『日本労働研究雑誌』第４６０号 

 本田一成（２００２）「チェーンストアにおけるパートタイマーの基幹労働力化と報酬制度に関する実

証的研究」『経営情報』８月号など 

・脇坂明（２００３）「パートタイマーと社員の処遇の均衡」『雇用管理の現状と新たな働き方の可能性に

関する調査研究』・連合総合生活開発研究所 
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資料１ 

ベテラン・パートタイマーに対するヒアリング 

 

１ ヒアリング対象者の選定方法 

 

第３～７章のヒアリング事例調査は、企業と労働組合を対象に実施したが、均衡処遇の当事者

であるパートタイマーの意見を直接ヒアリングする機会はなかった。そこで、報告書をとりまとめるに

当たっての参考資料とするため、勤続年数の長いいわゆる「ベテラン･パートタイマー」の意見を聴

取した。 

ヒアリング対象は、現在パートタイマーとして仕事をしており、かつパートタイマーが組織化され

ている企業で組合役員を務めている人で、パートタイマーの意見を集約できる立場にある人とし

た。人選は組合本部の推薦を受ける形で行った。なお、事例報告した企業・労働組合の関係者

ではない。 

ヒアリングは、こちらの設問をベースに座談会形式で行い、その概要は労働政策研究・研修機

構発行の月刊誌『ビジネス・レーバー・トレンド』２００５年１月号の特集の一部として発表済みであ

るが、座談会という時間的制約もあり、十分ヒアリングできなかった項目について別途、参加者に

対し加筆を依頼した。なお、Ｆ、Ｇ両氏のヒアリング内容は追加加筆があるものだが、Ｈ氏につい

ては座談会での発言を再構成した内容だけを掲載している。 

 

２ ヒアリング実施方法 

 

回答いただいたヒアリング項目は以下のとおりである。 

① 労組役員に就任した経緯 

② 経営側のパートタイマーに関する人事労務管理、考え方等 

③ 労組のパートタイマーに対する対応、パートタイマーの労働条件に関する取り組

み 

④ パートタイマーの組織化 

⑤ パートタイマーの仕事に対する意識、労組に対する意識 

⑥ パートタイマーの処遇 

⑦ 正社員とパートタイマーの均衡処遇 

⑧ サービス残業 

⑨ 労組役員として取り組んでいる（取り組みたい）課題 

⑩ 労組、経営、行政への要望 

⑪ その他（自由記述） 
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３ ヒアリング結果 

 

パートタイマーＦ氏 

＜プロフィール＞ 

地方の総合スーパーで働く４０歳代の女性で、勤続２２年。組合ではパートタイマーのまとめ役

を務める（非専従）。 

 

①労組役員に就任した経緯 

労組の女性委員会での活動後、書記長から説得された。 

 

②経営側のパートタイマーに関する人事労務管理、考え方等 

現在、従業員に占めるパートタイマーの比率は８０％を超えた位で、うち長時間パートタイマー

（準社員的なパートタイマー）が約７００人いる。パートタイマーといっても実は長時間パートタイマ

ーは、どちらかというと経営側、マネジメント層にいて、一般的なパートタイマーを管理している。い

わばパートタイマーがパートタイマーを管理している。会社はパートタイマーをさらに活用していこ

うという方針にあり、いまの流通は、パートタイマーは正社員の５分の１ぐらいの安い労働コストで

使えると考えているのが実情である。正社員との差は、やはり教育の場がないことである。正社員

は社内のマネジメントスクールなどで研修を受けている。 

 

③労組のパートタイマーに対する対応、パートの労働条件に関する取り組み 

労働組合はパートタイマーのことも考えていると言いながら、春の交渉の時期になると、結局は

正社員の賃上げにこだわっている。 

 

④パートタイマーの組織化 

流通の組合員が「パートタイマーに食べさせてもらっている」という意識を持たない限り、パート

タイマーを組合員にするのは難しいのではないか。要は、現行の正社員組合員が組織化を面倒

くさいと思っている。「別に組織化なんかされたくないわ」という「パートさん」がいるなかで、「そんな

考え方じゃだめよ」と言い続けるには、やはり大変なエネルギーが要る。ただ、長時間パートタイマ

ー以外のパートタイマーを表立って組織化すると労組が表明したら、経営側は抵抗するだろう。

賃上げにつながるからである。 

 

⑤パートタイマーの仕事に対する意識、労組に対する意識 

パートタイマーは、空いている時間だけ働けばいいというつもりで、「スーパーのパートにでも行

くか」という気持ちで入社してくる。でも実際に入社してみると、仕事が面白くなる。家庭の中だけ

にいた人が外に出たら、「あなたの力、主婦の力が必要なのよ」と言われるからだ。冬だと、「さあ、
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お鍋の材料をどんなのにするの」と問われ、うちではこういう料理をすると答えれば、「じゃあ、それ

を売場に置いて売ってみなさい」と言われ、並べると、実際売れたりする。それが面白い。面白くて、

いろんなことをやる。陳列の仕方を変えてみたり価格を変えてみたり、買ってもらおうと思っていろ

んなことをやる。時間も手間も暇もかけて。それが結果的にサービス残業につながっていってしま

っているところがある。どちらかというと、経営者はそこに甘えているのではないかという気がする。

パートタイマー本人もそれが苦痛であるかといったらそうではないし、パートタイマーだから給料が

安くても仕方がないわと思い込んでいる。そこが問題である。 

昨年、４カ所で１カ所につき１００人位ずつの集会をやった。その中でパートタイマーから上がっ

てきた声には、「早く組合員にしてほしい」という声と、そこに来ていない人、要は参加もしてこない

人たちの声というのがある。参加しない人たちに聞くと、「別に組合なんかなくたっていいじゃない。

どうせ私たちはパート。組合がなにをしてくれるの」という思いがある。かつてパートタイマーにアン

ケートをとったことがある。組合に加入して、組合員になろうといわれたらなりますかという質問に、

約３割が「なりたい」と答えた。それ以外では、何をやっているかわからないから、組合員にはなら

ないという回答が多かった。あなたが組合に入るとしたらどんな組合がいいですかという問で、「今

の会社の労働組合」と「今の会社のパートだけの労働組合」と「他の組織の労働組合」の三択で

聞くと、回答で多かったのは「今の会社のパートだけの労働組合」である。やはり、正社員と自分

たちは違うという意識が根強い。一緒にものを考えても、一緒に扱ってはもらえないだろう、自分た

ちの意見は聞いてもらえないだろうというのがあると思う。 

 

⑥パートタイマーの処遇 

年収だけなら、一部の長時間パートタイマーは若い正社員より上かもしれない。 

 

⑦正社員とパートタイマーの均衡処遇 

正社員はやはりいい、退職金があるから。いくら月例で格差はないと言われていても、退職金を

月給にしたらおそらく毎月４万円位の上乗せになる。その４万円分が上乗せになっている正社員

と「同じ働きをしなさい。処遇は同じだ」と言われても、納得できない。もちろん、正社員は退職金も

ある代わりに異動も、意に沿わない配置転換もあるので、処遇に差があるのは「納得はできないけ

れども理解できる」。 

賃金（項目）は、基本給、部門加給、等級加給がある。これは正社員もパートタイマーも同じで

ある。違うのは、雇用形態によって評価が反映される部分である。パートタイマーは等級加給の部

分に評価が反映されるが、正社員は基本給のところに評価が入る。そうなると、やはり格差は埋ま

らない。でも、自分から手を挙げて正社員になりたいと応募できる制度もある。高い人では年収５０

０万円を超えているパートタイマーもいる。正社員でも段階があって、年収２８０万円がいたりする。 
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⑧サービス残業 

サービス残業は、表向きはやってはいけないというが、パートタイマーの管理者には１０時間で

やる仕事を「５時間でやりなさい」と言い、「できないのは能力がないからだ」と言う人もいる。 

 

⑨労組役員として取り組んでいる（取り組みたい）課題 

長時間パートタイマーは全員組織化したので、次に一般パートタイマーを組織化したい。 

 

 

パートタイマーＧ氏 

＜プロフィール＞ 

地方の総合スーパーで働く４０代の女性。１９７９年、パートタイマーとして入社した。専従事務と

して採用されたが、乳製品部門の業務も兼任している。１９８８年、店舗閉鎖のため現在の店舗に

異動。現在、専従事務を担当しながらレジ打ち、サービスカウンター等のフロア業務の応援にも

入っている。組合では中央執行委員（非専従）を務める。同組合はパートタイマーをほぼ全員組

織化している。 

 

①労組役員に就任した経緯 

入社１０年目に、会社設立１５周年記念の懸賞論文に応募して優勝した後、誘われた。 

 

②経営側のパートタイマーに関する人事労務管理、考え方等 

人件費削減のため正社員を減らしていく考えで、その代わりにパートタイマーをレベルアップさ

せ正社員と同じ仕事をさせようとしている。ただし、地域密着型の経営で、パートタイマーには地

元に住む主婦が多く、地元でしか行わない催事・祭りなどを知っている。主婦はお客様でもあり、

そうむげにもできなので処遇はそれなりに考えてくれている。 

 

③労組のパートタイマーに対する対応、パートの労働条件に関する取り組み 

正社員もパートタイマーも同じ組合員という考え方で、差別は全くない。レクリエーションなどが

あっても、参加する人はパートタイマーの方が多いくらい。どちらかというと、パートタイマーの方が

活動もしっかりしており、正社員は目立たない。 

 

④パートタイマーの仕事に対する意識、労組に対する意識 

正社員にもパートタイマーにも、組合員であるという意識がない人がいる。ただ組合費を払って

いるだけで、本当に関心ない人もいる。今後は、そういう人たちにいかに組合員としての意識を持

たせるかが課題である。 
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⑤パートタイマーの処遇 

優秀でもパートタイマー、優秀でなくても正社員という面がある。いま、正社員とパートタイマー

の人事制度改革を同時に検討している。これまでは年功序列で、何もやらなくても給与が上がっ

ていたが、今後は能力・成果主義にして、能力がある人間は給料が高いが、能力がない人はそれ

なりでストップというような制度を作り始めている。正社員については、２００５年４月から能力・成果

主義の人事制度改革を行うことになった。一方、パートタイマーについては２０年前に能力別等級

制度を作ったが、現在は活用されていない。 

 

⑥正社員とパートタイマーの均衡処遇 

採用条件が違うから難しいと思う。まず、正社員には転勤があるが、パートタイマーには原則、

転勤がない。正社員の就業時間は７.７５時間で、パートナーは６時間～７.５時間の間。責任を取

るか、取らないかの違いもある。利益などに関する数字の責任は正社員がとり、パートタイマーはと

らない。パートタイマーも一応、発注や在庫管理はするが、それがマイナス評価につながることは

ない。予算を１００％クリアできて、Ａ評価をとれば賃上げ率も上がるが、売れなくてもＤ評価になる

ということはなく、Ｂ評価止まりである。ボーナスは正社員の７５％と決まっている。 

正社員のいない部門では、パートタイマーが正社員と変わらない責任を負っている。それでも

給与面では著しく差別されている。短時間のアルバイトが増加するなか、パートタイマーの職務に

はレベルアップを要求されるのに、処遇は後回しになっている。 

 

⑦サービス残業 

残業は、生鮮部門の正社員に多くみられるが、正社員にも問題がないわけではない。残業は

上司に申請して承認を得る規則になっているが、申請すると理由を聞かれたり、嫌な顔をされるか

ら申請しない人が多い。逆にみれば、申請しないから時間にけじめがなくなるし、休憩室で一服し

ながら事務処理をするなど、悪循環になる。それをわかっていて見て見ぬふりをする上司も問題

だと思う。利益を上げるため、経費節減は究極の課題だが、サービス残業を黙認するよりも時間を

大限、効率よく使う指導をすべきだと思う。とはいえ職種によっては、責任感がある人なら退社

時間だからといって作業の途中では帰れない。かといって、残業を申請すれば能力がないと思わ

れそう・・・。永遠の課題だと思う。 

 

⑧労組役員として取り組んでいる（取り組みたい）課題 

正社員にもパータイマーにも、組合活動にもっと興味を持ってもらいたい。組合に入っている人

でも、組合活動に協力するどころか、組合員としての自覚のない人、組合費が高いと不満を言う

人など様々である。中央執行委員を務めているが、「暇だからやっているんでしょ」と言われたこと

がある。さすがに悲しかった。組合活動に参加することは、会社に関心を持つことにつながると思

う。 
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現在、パートタイマーをエリア別に集めて経営陣との懇談会を開いている。正社員には会議な

どを通じて、経営方針などを直接、聞く機会があるが、パートタイマーにはそれがない。それなら組

合でその場を設けようということになりスタートした。経営陣との日程調整は専従に頼んだ。パート

タイマーならではの考え方や疑問、質問などを経営側に直接聞いてもらうことは、パートタイマー

の意識向上に非常に役に立つと思う。せっかくこの会社に入社したのだから、たかがパートで終

わってほしくないし、終わりたくないという思いがある。 

 

 

パートタイマーＨ氏 

＜プロフィール＞ 

地方の総合スーパーで働く５０歳代の女性。勤続２５年を数える。労組では「パート部会」の代

表（非専従）を務める。同組合のパートタイマー組織率は６割である。２２年前に入社した後、精肉

部門で部門長（約６年間）を務め、発注、販売、売上計上、仕入れなど店舗業務全般を担当して

いる。現在は従業員約４０人規模の店舗の鮮魚部門（水産部）に配属。１日６時間契約である。 

 

①労組役員に就任した経緯 

４年前、いずれ「パート組合」の三役にしたいという執行部の思惑で、入社当時からすでにあっ

た「パート部会」の代表に指名された。 

 

②経営側のパートタイマーに関する人事労務管理、考え方等 

会社が今後、要求してくるのは、オールマイティに仕事をこなすパートタイマーだと思う。会社は

正社員が減ってきており、正社員を配置するとコストがかかるためパートタイマーを雇っている。だ

がそれもいま、税金、社会保険問題で１日当たりの勤務時間が３時間半のパートタイマーしか募

集していない。なんとか１週間で１０時間程度に抑えたいというのが経営側の希望である。しかし、

３時間半の募集では応募が来ない。人手が足りないということで、オールマイティなパートタイマー

が求められている。現在、正社員がいない店舗が増えてきて、こうした店舗ではパートタイマーが

部門長になっている。パートタイマーには部門長手当がなかったが、３年程前から一部の部門に

限って部門長手当が支給されるようになった。 

 

④パートタイマーの組織化 

組合加入は強制ではなく、入りたければ入りなさいというスタンスである。長時間パートタイマー

には、採用されてから２カ月ぐらい経つと組合から入りませんかという声かけはしている。 

 

⑤パートタイマーの仕事に対する意識、労組に対する意識 

労組へ加入したいというパータイマーは半分位いる。 
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⑥パートタイマーの処遇 

パートタイマーには、長時間パートタイマーと短時間パートタイマーの２種類ある。正社員の給

料が上がれば、長時間パートタイマーの時給も同じパーセンテージで必ず上がる。短時間パート

タイマーは年収の上限が１０３万円で、それ以上あがらない契約になっている。従来パートタイマ

ーも毎年、定期昇給で必ず１０円上がり、売上実績のよいときはかなり上がっていた。すると、非課

税限度額の年収１０３万円を超えたくないパートタイマーが年末に休んでしまう。それでは困るの

で、長時間パートタイマーと短時間パートタイマーに区分けした。組合員になっているのは現在、

長時間パートタイマーだけである。 

 

⑦正社員とパートタイマーの均衡処遇 

現場では、正社員同様にパートタイマーも商品発注をする。発注するということには、在庫の管

理業務も含まれている。正社員とパートタイマーを、仕事の違いで区分けすることは難しいのでは

ないか。小さい店舗では、パートタイマーも包丁を持ち、パックし、並べ、洗う、一連の作業すべて

を行うことになる。一方、大きい店舗は人員数があるので、処理する人、パックする人、並べる人な

ど、仕事ごとに担当パートタイマーがいる。だから、職務の範囲を一律に区分けするのは難しいと

思う。私は時給は勤続年数で決めて、例えば５０歳になったら時給のベースアップなしでもいいと

考えている。能力が落ちてきて、３０代、４０代みたいに動けないからである。もう一つは、刺身が切

れれば手当をいくらという仕組みにしてくれればと思う。転勤の有無についていえば、パートタイマ

ーも通勤できる範囲内に限るが転勤はある。もちろん正社員だと、転居を伴う転勤がある。 

 

⑧サービス残業 

現在は１日６時間の契約だが、４時間契約だったころ残業が続いた。問屋との値引き交渉もし

ていたため、残業せざるを得なかった。上司と話をすると、正社員に任せて帰ればいいじゃないか

という話になるが、正社員は皆、自分の担当部門で精一杯である。だから、パートタイマーでも残

業をするし、サービス残業をしてしまう人もいる。他店舗の長時間パートタイマーから、サービス残

業が１、２時間あるという電話が自宅に来るが、会社がどうというより私は本人を叱っている。「退社

時間です。この仕事はどうしますか」となぜ言えないのか。はっきり言うことで上は変わっていく。自

分が変わらなければ相手は変わらない。 初に自分が変わる必要がある。とはいえ別の会社で、

労働組合がないところは、もっと過酷な状況でサービス残業がものすごいとも聞く。 

 

⑨労組役員として取り組んでいる（取り組みたい）課題 

パートタイマーは５０歳代が中心で、親の介護を理由に辞職する人が多い。現行の介護休暇

制度が使いにくいため、もっと使いやすいものにしたい。また、若いパートタイマー向けに、子ども

の看護休暇制度の創設にも取り組みたい。 
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ベテラン・パートタイマーに対するヒアリング結果より 

若干のまとめ 

 

企業労使やパートタイマー自身のヒアリング調査を通じて明らかになったのは、企業内組合を

軸にしたパートタイマーの組織化については、さまざまな課題をクリアしなければならないということ

だろう。 

組織化にあたっては、まず組織形態のあり方が問われてくる。企業労使のヒアリング調査にお

けるＡ社労組のように、正社員もパートタイマーも組合員資格や権利・義務を同一にして、同じメ

ンバーとして組織拡大するのか、Ｅ社労組のようにパートタイマーは別組織（協議会方式）とし、権

利・義務も別立てにするのかといった、組織のあり方に関して、整理が求められる。 

とはいえ、 大の課題は新しくメンバーとなるパートタイマーからの「信頼感」になるだろう。パー

トタイマー組織化のもうひとつの形態である 1 人でも加盟できる地域ユニオンで構成する全国ユニ

オン（連合加盟）の代表は、組織される先が企業別組合であるかどうかは問題ではないと指摘し

ている。要するに、組合が本気でパートタイマーの処遇改善などに取り組むかどうかの姿勢や本

気度にかかっているという。パートタイマーの組織化の前提としては、労組が開かれた組織として

パートタイマーからの「信頼感」を得ることができる組織に脱皮できるかどうかに、かかっているとい

える。 

ベテラン・パートタイマーのヒアリングの発言にあるように、多くのパートタイマーは組合の必要性

を認めている。しかし、パートタイマーの組織化や待遇改善の方針がスローガン倒れになり、結局

正社員の既得権益や利益を優先する活動から脱皮できないならば、パートタイマーとの信頼関

係を構築することはできないだろう。 

あわせて、企業労使のヒアリング調査を通じて、パートタイマーの処遇改善にあたり、正社員の

既得権益が見直しに直面する実態もでてきているだけに、労組側には意識改革も求められること

になるだろう。 
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資料２ 

均衡処遇をめぐる政労使の動向 

 

１ パートタイム労働施策の推移 

（１）パートタイム労働法の制定から改正まで 

１９９３年に事業主による「パートタイム労働者」の雇用管理改善について、包括的な努力義務

を規定する「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（パートタイム労働法）が制定さ

れた。背景には、「パートタイム労働者」が１９９１年に８００万人を超え、雇用の不安定さや、正規

労働と比べた賃金その他労働条件面の格差など、「パートタイム労働者」をめぐるさまざまな問題

が表面化してきたことがある。同法は、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通

常労働者の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」（「パートタイム労働者」）について、労

働基準法、労働安全衛生法、 低賃金法、育児介護休業法などすべての法が適用されることを

改めて明示した。併せて、いわゆる均衡処遇について「就業の実態、通常労働者との均衡等を

考慮した、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他雇用管理の改

善を図るために必要な措置を講じ、その能力を有効に発揮することができるよう努めなければなら

ない」（第３条）とし、努力義務を規定した。 

しかし当時としては、「パートタイム労働者」の処遇のあり方について労使の意見の隔たりが大き

かったこともあり、同法の付帯決議には「施行後３年を経過した場合において検討を加え、必要な

措置を講ずる」との附則が盛り込まれた。旧労働省は１９９６年１０月、「パートタイム労働に係わる

調査研究会」を設置して、パートタイム労働対策のあり方について検討を開始した。その結果は１

９９８年２月に、女性少年問題審議会建議として、①労働条件をめぐるトラブルの防止②有期労

働契約の「パートタイム労働者」の雇用の安定の確保③通常労働者との均衡を考慮した処遇・労

働条件の確保――など、中心的な課題がまとめられた。うち①に関しては、１９９４年４月に改正パ

ートタイム労働法が施行され、雇い入れ通知書の義務化が明記されるとともに、同時に改正され

た労働基準法第５条（労働条件の明示）に賃金、労働時間その他の労働条件の明示が盛り込ま

れ、より強い法的強制力を持って規制されることになった。また②に関してはその後、旧労働省

「有期労働契約の反復更新に関する調査研究会」で、契約の更新・解雇の実態や判例などが詳

細に検討され、２００２年１２月に「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」が示さ

れた。この結果、建議で「どのように『通常の労働者との均衡』を考えるかの指標が形成されておら

ず、具体的な取り組みにつながりにくい」とされた、③の均衡指標に係る検討が残された課題とし

てクローズアップされ、２０００年４月の「パートタイム労働に係る雇用管理研究会」（座長＝佐藤博

樹・東京大学社会科学研究所教授）報告、２００２年７月の「パートタイム労働研究会」（同）報告

――が発表された。 
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（２）均衡指標と法的扱いに関する議論 

「パートタイム労働に係る雇用管理研究会」（通称：モノサシ研）報告は、パートタイム労働者と

通常労働者の均衡を考慮した、処遇や労働条件の考え方（指標）について、正社員との職務（権

限と責任）の同一性の有無を基準に、パートタイム労働者を２つ（ＡとＢ）のタイプに分けて整理し

た。すなわち、正社員と同じ職務を行うパートタイム労働者（Ａタイプ）については、処遇や労働条

件の決定方式を正社員と合わせていく方法があるが、合理的な理由がある場合には決定方式を

異にすることはあり得るとし、一方、正社員と異なる職務を行うパートタイム労働者（Ｂタイプ）につ

いては、合理的な雇用管理の構築や働き方に係る納得性を高めるための条件整備を通じて、正

社員との均衡を考慮した雇用管理を図る必要があるとした。 

 

【正社員と同じ職務を行うパートタイム労働者（Ａタイプ）に係る均衡を考慮した雇用管理のあり方】 

（１）処遇や労働条件のあり方 

・まず、処遇や労働条件の決定方式（例：賃金の構成要素、支払形態）を正社員と合わせていく方法がある。 

ただし、合理的な理由がある場合には、決定方式を異にすることはあり得る。 

・決定方式を合わせられない場合であっても、処遇や労働条件の水準について正社員とのバランスを図って

いく方法が考えられる。ただし、正社員と比較して、例えば、残業、休日出勤、配置転換、転勤がない又は少

ないといった事情がある場合、合理的な差を設けることもあり得る。 

・同じ職務を行う正社員に賞与や退職金が支給されている場合には、パートタイム労働者に対しても、合理的

な内容により賞与や退職金に係る制度が設けられることが適切であると考えられる。 

・さらに、正社員との処遇や労働条件に差がある場合、パートタイム労働者の納得度を高めるためには、①決

定方式や水準に違いが設けられている事情の明確化及び情報提供、②相談や苦情に応ずる体制の整備が

必要となる。 

（２）働き方の選択性を高めるための条件整備 

・正社員への転換制度を設ける等、採用後改めて選択(乗換え)の機会を付与することが、パートタイム労働

者の意欲や納得度を高め、能力発揮にも資するものと考えられる。 

【正社員と異なる職務を行うパートタイム労働者（Ｂタイプ）に係る均衡を考慮した雇用管理のあり方】 

 Ｂタイプのパートタイム労働者については、正社員との間で具体的な比較を行うことは困難であるが、以下の

ような正社員との均衡を考慮した雇用管理が図られることが必要である。 

（１）合理的な雇用管理の構築 

就業の実態等に応じ、また、職務やそのレベル、職務遂行能力に見合った処遇や労働条件を考えることが

重要である。 

（２）働き方に係る納得性を高めるための条件整備 

処遇・労働条件の違い等に関する必要な情報の提供及び相談体制の整備を行うことや、選択(乗換え)の

機会を付与することが、その意欲や納得度を高めることにつながることとなる。 

（パートタイム労働に係る雇用管理研究会報告概要より抜粋）   
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こうして「パートタイム労働に係る雇用管理研究会」報告が、労使に対する情報提供に留まった

のに対し、２００２年の「パートタイム労働研究会」では、「この考え方を法律上明らかにすることによ

り、ルールの実効性をさらに高めていくことが考えられる」とし、法制化する場合のタイプや、均衡

処遇ルールの実現に向けた道筋のあり方まで踏み込んで議論した。すなわち、法制化のタイプに

ついては「均等処遇原則タイプ」と「均衡配慮義務タイプ」の相互補完的な組み合わせが考えら

れるとする一方、こうした日本型均衡処遇ルールの導入に際しては、直ちに行うのでは「パートタ

イム労働者」の雇用機会の減少やフルタイム有期、直傭形態以外の派遣労働者、構内下請など

への代替、さらには「パートタイム労働者」と正社員の職務の分離などが考えられるため、「合理的

理由」や「均衡配慮措置」の内容を含めて何が均衡かのガイドラインを早急に策定し、社会全体

の共通認識を深めながら、法律の制定に係る国民的な合意形成を進める必要があると提言し

た。 

 

【日本型均衡処遇ルールの考え方】 

(1)フルかパートかの違いだけで、現在の職務・責任のみならず、異動の幅、頻度などで判断されるキャリア管理実態

の違いも明らかでない場合は、処遇の決定方式を合わせ、その決定方式の下で各人をどう評価するかは企業のルー

ルに委ねる。（パートの中でこうしたケースに該当する者は全体の４～５％） 

(2)合理的な理由があり、処遇決定方式を合わせられない場合でも現在の職務が同じであれば、処遇水準の均衡に

配慮すべき。具体的には、処遇水準の均衡に向けて、パートにも能力向上等に応じた処遇の仕組みを作るなどの配

慮が必要。（ちなみに正社員と同様の仕事をしているパートが納得できると考えている水準はパート、正社員、事業所

いずれからみても、正社員の約８割が平均値） 

（パートタイム労働研究会 終報告のポイントより抜粋） 

【働きに応じた公正な処遇のための６つのルール】 

 

 

※合理的理由：異動の幅、頻度など 

キャリア管理実態の違いが明らかである 

こと。 

 

 

 

 

ルール１：パート社員の処遇について常用フルタイム社員との違いやその理由について十分な説明を行うこと 

ルール２：処遇の決定プロセスに、パート社員の意思が反映されるよう、工夫すること 

ルール３：パート社員についても仕事の内容・役割の変化や能力の向上に伴い処遇を向上させる仕組みを作ること 

ルール５ 
同一処遇決定方式 

ルール４ パートの正社員転換制度 

ルール２ 処遇決定プロセスへの参画 

ルール１ 処遇の違い・理由の説明 

ルール６ 
処遇水準の均衡への配慮 

仕事・責任が同じ 仕事・責任が同じ 仕事・責任が異なる 
処遇差の合理的理由なし 合理的理由あり 

求
め
ら
れ
る
ル
ー
ル 

６つのルールと仕事の同一性等との関係図 

ルール３ 仕事の内容・役割の変化、能力の向上に応じた処遇の仕組み 
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ルール４：パート社員の意欲、能力、適性等に応じて、常用フルタイム社員（あるいは短時間正社員）への転換の道を

開くこと 

ルール５：フルかパートかの違いだけで、現在の仕事、責任が同じであり、また異動の幅、頻度などで判断されるキャリ

ア管理実態の違いも明らかでない場合は、処遇決定方式を合わせること 

ルール６：ルール５に照らして、処遇決定方式を異にする合理性がある場合でも、現在の仕事、責任が同じであれば、

処遇の水準の均衡に配慮すること 

(「短時間労働者の均衡処遇に関するガイドライン案｣より抜粋) 

 

なお、いわゆる「合理的理由」については、２０００年の「パートタイム労働に係る雇用管理研究

会」が「例えば残業、休日出勤、配置転換、転勤がない又は少ない事情がある」と具体的に例示

したのに対し、２００２年の「パートタイム労働研究会」では、「異動の幅、頻度などキャリア管理実

態の違いが明らかでない」としており、個別事業所の雇用システムの実態に即し、柔軟に認めるこ

とが必要になるとしている点で違いがある。 

 

同報告を受け、厚生労働省は２００２年９月より、労働政策審議会雇用均等分科会で、｢日本

型均衡処遇ルール｣のあり方と、その普及推進策など今後のパートタイム労働対策について、労

使を含めた検討をスタートした。しかし議論は冒頭から噛み合わず、｢パート・有期契約労働法案｣

（後述）の制定をめざして、均等待遇原則の法制化と有期労働契約の厳正化を求める労働者側

に対し、使用者側はあくまで、個別企業労使による自主決着に委ねるべきであり、法規制を設け

るべきではないと強く反発。議論は平行線をたどった。さらに１１月に入り、議論が｢合理的理由｣

に及ぶと、労働者側は後述する｢『均等待遇』の判断基準と実践の方法｣を基に、｢合理的理由に

なるのは①職務の違い（職務内容の難易度、労働負荷、業務に要求される知識・技能、責任の

度合い）②職務遂行能力の違い③成果・業績の違いのみ｣と主張。一方、使用者側は｢外形的な

基準のみでなく、何より企業・職場の実情に即し、貢献度を個別、仔細に評価すべき｣として、①

配置転換の有無、残業配分の自由度、残業、貢献度、雇用期間、労働時間の長短、時間帯②

長期的人材育成に基づく方針、期待度、退職リスク、年齢・勤続年数など③成果・業績④地域の

物価・賃金水準、労働力の需給状況――などすべてを「合理的理由」に連ね、労使の対立の溝

は一段と深くなった。 

年明け（２００３年）１月下旬には、使用者側が｢パートタイム労働者の処遇問題に関する見解｣

を発表し、｢短時間就労者の処遇改善という結果とならざるをえない規制を設け、行政指導を強

化しようとする姿勢には反対する｣として、法的な規制強化に断固反対の姿勢を鮮明にした。これ

が議論に一つの終止符を打つ結果となり、事務局からは打開策として、当面は現行のパート労

働法に基づく指針に、均衡考慮を盛り込むにとどめるとする報告書案が提示され、公労使の意見

を踏まえた若干の修正を経て３月中旬、｢今後のパートタイム労働対策の方向について｣（報告）

がとりまとめられた。報告は｢パートタイム労働法をはじめ、労働関係・社会保障関係法制の整備
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が行われてきていることなども踏まえつつ、今後とも必要な法的整備が着実に行われてゆくべきで

あるが、当面は通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方を指針に示すことによって、その

考え方の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要｣との方向性を明示した。また、焦点の一つ

になった、「合理的理由」という表現は避け、その実質的な内容も「異動の幅、頻度、役割の変化

や育成のあり方その他の労働者の人材活用の仕組みや運用等について、その事業所における

通常労働者との差異が明らかな実態にある」として幅を持たせた。こうした点に 後まで反発した

労働者側からの要請で、報告書には労働者側委員の連名による｢『今後のパートタイム労働対策

の方向について』(報告)に反対する意見書｣が添えられることとなり、改めてこのテーマが労使の

歩み寄り難い政策イシューであることを印象づけた。 

 

（３）パートタイム労働指針の改正 

厚生労働相は同報告を踏まえ、労働政策審議会に対し２００３年７月に、「事業主が講ずべき

短時間労働者の雇用管理の改善策のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」

を諮問した。同告示案は７月下旬に答申され、これを受けて厚生労働省は８月、いわゆるパート

労働指針を改訂し、１０月に施行した。概要は以下のとおりである。 

【改正パートタイム労働指針の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートタイム労働者について、労働者保護法令を遵守するとともに、そ

の就業の実態、正社員との均衡を考慮して処遇（解説１） 

中でも、正社員と職務が同じパートタイム労働者（解説２） 

人材活用の仕組みや運用などが正社員と実質

的に異ならないパートタイム労働者か（解説３） 

正社員と処遇の決定方法を合わせるな

どの措置を講じた上で、意欲、能力、経

験、成果などに応じて処遇することによ

り、正社員との均衡の確保を図るよう努め

る（解説４） 

パートタイム労働者の意欲、能力、経験、

成果などに応じた処遇についての措置を

講ずることによって、正社員との均衡を図

るよう努める 

基本的考え方 

正社員へ転換するための条件の整備（解説５） 

職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに応じた       

処遇についての措置の実施（解説６） 

労使の話合いを促進するための措置の実施（解説７） 

追加された事業主が講ずべき措置  

人材活用の仕組み・運用が同じ 人材活用の仕組み・運用が異なる 
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（解説１）パートタイム労働者にも労働基準法、 低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法、男女雇用機会均等

法、育児・介護休業法、雇用保険法などの労働者保護法令は適用されている。また、「就業の実態、正社員との均

衡などを考慮して処遇」とは、パートタイム労働者の業務の内容、配置転換の有無、契約期間、勤続年数、経験、

職業能力などを個別に判断するのでなく、これらの就業の実態を総合的に勘案し、パートタイム労働者と正社員と

を比較したときのバランスを考慮して処遇することをいう。 

（解説２）「職務が同じ」かどうかは、まず「職務の範囲」を比較し、その場合、通常従事する作業が同じかどうかにつ

いて、個々の作業の幅や組み合わせについても比較して判断する。作業後の清掃など臨時的・付随的な作業に

違いがあっても、同じ職務と考えられる。ただし、作業の幅や組み合わせが大きく異なる場合、例えば正社員がパ

ートタイム労働者の行う作業に加えて、生産計画の策定、顧客対応なども行うような場合には、職務そのものが違う

と考えられる。個々の作業を比較するに当たっては、トラブル発生時や臨時・緊急時の対応、ノルマなどが同じよう

に職務上の「責任」として含まれているか、与えられた権限の範囲についても考慮する。また、作業を行うに当たっ

て必要 低限の能力や難易度、複雑度などの「職務レベル」、肉体的・精神的負担などの「労働の負荷」なども含

めて判断する。 

（解説３）「人材活用の仕組みや運用など」が実質的に異ならないかどうかは、人事異動の幅・頻度、役割の変化

（責任・権限の重さの変化）など、労働者が時間的経過の中でどのような職務経験を積む仕組みがあるのかというこ

とと、その仕組みが実際に運用されているかの実態をみて判断する。人事異動には転勤も入るが、同じ事業所内

の異動や異なる職種への異動も含まれ、その範囲を幅として比べる。頻度についても回数だけを比べるのではなく、

幅とも関連してみることが必要である。このような人材育成のあり方は、時間的経過の中で、労働者にどのような職

務経験を積ませていく仕組みがあるかについて、制度化または慣行化され客観的に把握できるものによって、みて

いくこととなる。以上のようなことを例示として、総合的に「人材活用の仕組みや運用など」を判断していくが、制度の

有無だけ違っていると判断するのではなく、運用も含めて判断する。単に労働時間が短いだけでは、「人材活用の

仕組みや運用など」が異なることにはならない。 

（解説４）「処遇の決定方法を合わせるなど」とは、例えば賃金については、正社員とパートタイム労働者で同じ体系

の賃金表を適用する、支給基準、査定・考課基準、支払形態などを合わせること、またこれに相当するような取組

みが考えられる。処遇の決定方法が同じでも、査定や業績評価などを行うに当たって、意欲、能力、経験、成果な

どを勘案することにより、個々の労働者の賃金水準は違ってくる。 

（解説５）「転換するための条件の整備」としては、パートタイム労働者から正社員へ転換する制度の導入のほかに、

例えば能力・経験に応じた職務ランクを設けて一定のランク以上のパートタイム労働者は正社員とする制度の導入、

正社員への転換に向けた教育訓練・能力開発を行うこと、正社員への転換に関する情報提供などが考えられる。 

（解説６）パートタイム労働者の賃金を単一の時給にするのではなく、職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに

応じて処遇するような措置を講ずる。措置としては、例えばこれらを踏まえた賃金水準の見直し、昇給・昇格制度や

成績による考課制度の整備、職務手当・役職手当・成果手当の支給などが考えられる。なお意欲、能力、経験、成

果などのうち、どの要素に基づいて判断するかは各企業の実情に応じて決められるべきものだが、総合的・客観的

な判断がなされるべきものである。パートタイム労働者の処遇が意欲などを含めた総合的な評価の結果である場合

も、評価の要素・基準などについて客観的な説明ができることが求められる。 
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（解説７）労使の話合いを促進するための措置は次の①～③ 

①パートタイム労働者から、雇い入れた後、本人の処遇について説明を求められたときは、説明するように努める。 

 事業主は、雇い入れた後、パートタイム労働者から処遇について説明を求められたときは、誠意をもって求められ

た内容について説明するように努める。その際、パートタイム労働者と正社員の職務の内容、人材活用の仕組みや

運用などとの関係についても説明することなどによって、納得性を高めることが大切である。パートタイム労働者が処

遇について説明を求めたことを理由として、そのパートタイム労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと

は当然である。 

②パートタイム労働者の雇用管理の改善などの措置を講じるときは、パートタイム労働者の意見を聴く機会を設ける

ための適当な方法を工夫するように努める。 

「意見を聴く機会を設けるための適当な方法」としては、例えば、職場での労使協議、職場懇談会、意見聴取、

アンケートなどがあげられる。事業所の実情に応じて、パートタイム労働者の意見を聴くことができる方法を工夫する

よう努める。 

③パートタイム労働者から処遇について苦情の申出を受けたときは、事業所内の苦情処理の仕組みを活用するな

どして、自主的な解決を図るように努める。 

「苦情処理の仕組みを活用するなど」には、事業所内の苦情処理制度を活用するほか、人事担当者が窓口にな

って苦情に対応することも含まれる。また、短時間雇用管理者が選任されている事業所では、短時間雇用管理者

を活用することも考えられる。苦情処理の仕組みなどについては、パートタイム労働者に周知を図ることが望まれる。 

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局「短時間労働者と通常労働者との均衡を考慮した処遇の考え方（２００４年３月）より抜粋」） 

 

現在、その周知徹底に努める状況にあるが、同報告が「改正指針の社会的な浸透状況を含め

た実態把握を指針改正の一定期間経過後に行う必要があり、これらの状況に社会的制度等の影響

も考慮しつつ、求められる施策について幅広い検討を加え、必要な措置を講ずることが重要である」と

して、次回検討に至る一つの契機とした、パートタイム労働者への厚生年金の適用拡大は、２００

４年の年金制度改革では見送られることとなった。 

そうしたなか２００３年１０月からは、労働基準局長の私的研究会「仕事と生活の調和に関する

検討会議」（座長＝諏訪康雄・法政大学大学院政策科学研究科教授）が、均衡処遇を課題の

一つに取り上げ、「働き方の多様化が進む中で働く者の納得度を高めるためには、賃金等処遇

の差が認められる合理的な理由を整理し、判断基準を明確化した上で、働き方相互間での賃金

等処遇の均衡の実現に向けた労使の積極的な取組を促すことが必要である」、「具体的にどの

程度の法的効力を持たせるかの議論は必要だが、理念の共有を図るために、企業の側が何らか

の形で均衡処遇の実現に向けた取組を行う必要があることを、法令上明確にすることが必要と考

えられる」――などと提言した。合理的理由の明確化と、日本型均衡処遇ルールの法制化の必

要に言及している。 

一方、｢パートタイム労働研究会｣報告が、いわばフルタイム正社員とパートタイム非正社員の

バイパスとして、政策的に広げていく方向性が考えられるとした｢短時間制社員｣については、２０
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０２年１２月の｢多様な働き方とワークシェアリングに関する政労使合意｣を基に、その定義などが

検討されてきたが、労使の一致をみていない。 

厚生労働省は、労使代表を交えた

実務者レベルの｢ワークシェアリング

普及推進会議｣を設置するとともに、

百貨店や情報サービスなど４業種で、

多様就業型ワークシェアリング導入モ

デルの開拓に着手しており、｢多様就

業型ワークシェアリング制度導入実務

検討会｣（座長＝今野浩一郎・学習

院大学経済学部経営学科教授）が２

００６年春を目途に、報告をまとめるこ

とにしている。 

 

２ 改正パートタイム労働指針を踏まえた労使の動向 

（１）労働組合サイド 

労働者側の連合は、２００１年１０月の定期大会で、「パートタイム労働者及び期間の定めのあ

る労働契約により雇用されている労働者（有期契約労働者）の適正な労働条件の整備及び均等

待遇の確保に関する法」（案）の制定を求めてゆくことを確認している。今回の一連の労働政策審

議会雇用均等分科会でも、これをベースに議論を展開したが、今後も追求してゆくスタンスにある。

「パート・有期契約労働法」（案）は、「合理的理由（｢『均等待遇』の判断基準と実践の方法」に詳

細１）がある場合を除き、「パートタイム労働者」の処遇について所定労働時間が短いことを理由に、

類似の通常の労働者と差別的取扱いをしてはならない」と規定している。いわゆる均等待遇原則

を定めるものだが、「パートタイム労働者」の有期契約労働者としての側面からもセットで、同法に

違反する労働契約を締結した場合は、｢期間の定めのない労働契約が締結されたものとみなし、

違反者を１００万円以下の罰金に処す｣などとしている点に特徴がある。 

連合の支持を背景に、野党・民主党は２００４年６月、「短時間労働者と通常労働者との均等な

待遇の確保等に関する法律案」をまとめ、国会に提出した。同法案はいわゆる均等待遇原則を

盛り込む一方、有期契約労働者の問題については取り上げておらず（別途扱い）、この点で両者

のスタンスには微妙なズレがある。 

 

（２）使用者サイド 

一方、使用者側・日本経団連は２００４年５月、「多様化する雇用・就労形態における人材活性

化と人事・賃金管理」と題する報告書を発表（別添資料参照）し、いわゆる非正規従業員を含め 

１
詳細は、連合のホームページ（http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/news/weekly/no016/03_a.html）を参照 

（パートタイム労働研究会報告書別添図表より抜粋）

短時間制社員の概念  

フルタイム
正社員 ※短時間正社員 

※ここでは、｢フルタイム正社員より一週間の所定労働時間は短いが、  
フルタイム正社員と同様の役割・責任を担い、同様の能力評価や  
賃金決定方式の適用を受ける労働者｣とする。  

内部労働市場

・育児・介護との両立 
・引退へのソフトランディング 
・自己啓発・趣味との両立 

キャリアアップ（基幹化） 

補助的パート 

主婦等 

フリーター等 

若年者等 

家事・育児等との両立を求める層 拘束性の少ない働き方を求める層 
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た全従業員の人材活性化策と人事・賃金管理のあり方を示した２。同報告では、経営戦略として

人材戦略を位置づけ、１９９５年に旧日経連が「新時代の日本的経営」のなかで提起した「雇用ポ

ートフォリオ」（雇用の 適編成）の高度化を図る必要性を訴えるとともに、長期雇用従業員につ

いては複線型の人事・賃金管理へ転換して「仕事・役割・貢献度」と「賃金」の整合性を確保し、

一方、有期雇用従業員は雇用契約締結時に仕事・役割を明確に説明しコミュニケーションの充

実などを図ることが、肝要であるとの見方を明らかにしている。 

同報告はまた、労働基準法改正（２００４年１月施行）による有期契約期間の拡大などへの対

応策や、改正パートタイム労働指針の解釈についても盛り込んでいる。うち後者に関しては、有期

雇用従業員の人事管理の今後の方向性として、①長期雇用従業員の人事・処遇制度との均衡

確保型②長期雇用従業員の人事・処遇制度見直しによる均衡確保型③長期雇用従業員との担

当職務の区分明確化型④長期雇用従業員の人材活用の仕組みと異なる制度の明確化型――

の４つに整理。タイプ①は長期雇用従業員に適用している現行の処遇決定方式を有期雇用従

業員にも適用し、処遇の均衡を確保してゆく手法であり、｢この型を実際に採用できるのは、限ら

れた企業となる｣としている。また、タイプ②では、長期雇用従業員の賃金制度を職務特性に応じ

た複線型・多立型の賃金体系に改めた上で、その処遇決定方法を有期雇用従業員にも適用す

るとしており、「職務特性に応じて合理的な賃金体系、賃金水準が構築され、現行の賃金水準を

引き下げることができれば、人件費コストの非効率な増加等は避けることができよう」と指摘してい

る。タイプ③は、｢人材活用戦略として、有期雇用従業員と長期雇用従業員に同じ職務を担わせ

ない｣手法であり、報告書では「職場の職務編成を明確に区分しておくことにより、均衡処遇の確

保による人件費の増加やトラブルを回避することができる」としている。タイプ④については、人材

活用の仕組みや運用は異なる管理を行うとしても、実態が長期雇用従業員と混在する可能性や、

職務が恒常的など雇止めの有効性が懸念される場合は、「トラブルの発生を防止する観点から、

更新回数を抑えることがひとつの方法として考えられよう」とコメントしている。 

 

【有期雇用従業員の活用と人事管理の方向性】 

前章において、労働基準法やパートタイム労働指針の改正内容と有期労働契約における雇止

めの問題などをみた。今後は、短時間労働者の均衡処遇に努める一方、有期雇用従業員の雇

止めの問題にも留意しつつ、人材の活性化と有効活用を図っていかなければならない。 

とりわけ、雇止めをめぐるトラブルを回避するためには、有期雇用従業員との契約手続、更新

手続、長期雇用従業員との仕事の同一性の有無、労働条件の同一性の有無などに留意する必

要があり、長期雇用を前提としたシステムである定昇制度や退職金、配置転換・転勤などの適用

についても、慎重な対応を行うことが大切となろう。ここでは、これらを踏まえての長期雇用従業員

と有期雇用従業員との人事・賃金管理のあり方について、以下の型の分類を提示してみたい。 
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１ 長期雇用従業員の人事・処遇制度との均衡確保型 

この型は、有期雇用従業員の活用を進め、職務、人材活用の仕組み・運用を長期雇用従業

員のそれと同様に行っていく方針の企業において、長期雇用従業員に適用している現行の処

遇の決定方法を有期雇用従業員にも適用させ、処遇の均衡を確保していくものである。 

この型では、長期雇用従業員への即戦力としての登用も容易となろう。 

ただし、有期雇用従業員と同様な職務・仕組みにある長期雇用従業員の賃金制度が年功型

であった場合は、人件費コストの増加を招くことになる。また、職務の恒常性、長期雇用従業員と

の職務、労働条件の同一性の観点から、雇止めが難しくなる場合があることにも留意しておく必

要があろう。 

いずれにせよ、この型を実際に採用できるのは、限られた企業となるものと思われる。 

 

２ 長期雇用従業員の人事・処遇制度見直しによる均衡確保型 

有期雇用従業員の職務、人材活用の仕組み・運用を長期雇用従業員のそれと同様に行って

いくと同時に、長期雇用従業員に適用している処遇の決定方法を有期雇用従業員にも適用させ、

処遇の均衡を確保していくもので、前記した１の型と同様であるが、これを行う前に、長期雇用従

業員の賃金制度を職務特性に応じた複線型・多立型の賃金体系に改めるというものである。 

職務特性に応じて、合理的な賃金体系、賃金水準が構築され、現行の賃金水準を引き下げる

ことができれば、人件費コストの非効率な増加等は避けることができよう。 

ただし、職務に対応して賃金水準は合理的ではあるが、長期勤続として魅力に欠ける場合は、

同一職務を定年まで続ける設定の企業においては、長期雇用従業員の確保が困難になる可能

性があろう。 

 

３ 長期雇用従業員との担当職務の区分明確化型 

この型は、企業の人材活用戦略として、有期雇用従業員と長期雇用従業員に同じ職務を担

わせないものである。 

何より重要なのは、長期雇用従業員と有期雇用従業員の職場の職務編成を明確に区分して

おくことにより、均衡処遇の確保による人件費の増加やトラブルを回避することができる。 

ただし、長期雇用従業員の担当職務領域においては、業務量変動への対応力が低下する可

能性があり、職務区分にあたっては慎重な検討が必要となろう。 

 

４長期雇用従業員の人材活用の仕組みと異なる制度の明確化型 

有期雇用従業員と長期雇用従業員との職務は同じで、人材活用の仕組みや運用は異なる管

理を行うことで、処遇の均衡を図るよう努めていく型である。 

ただし、有期雇用従業員を更新によって長期間雇用する可能性があり、人材活用の仕組み・

運用の実態が長期雇用従業員と混在してしまう可能性があるとか、職務が恒常的であるなど雇
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止めの有効性が懸念されるような場合は、前述の１または２の型を選択するか、あるいは、これら

の問題によるトラブルの発生を防止する観点から、更新回数を抑えることがひとつの方法として

考えられよう。 

なお、新入社員など育成段階にある長期雇用従業員については、職務が有期雇用従業員と

同じになる場合もあるが、こういったケースについては、人材活用の仕組みが異なるということを

明確に示しておく必要がある。 

いずれにしても、先行きが不透明で売上高も生産量も不安定な中で、企業は、その存続・発

展に向けて、多様な人材を効率的に活用して適正かつ柔軟なコスト管理を行うとともに、さまざま

な雇用・就労形態の従業員を「公正性」「納得性」などの観点で活性化していくことが肝要である。

雇用ポートフォリオの視点から、職務編成を明確に区分しておくことが重要である。 

（日本経団連「多様化する雇用・就労形態における人材活性化と人事・賃金管理」より抜粋） 

２
詳細は日本経団連のホームページ（http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/041/honbun.html#s6）を

参照 
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年代 主な出来事 政府 労働者側 使用者側

１９８９年６月、「パートタイム労働者の処遇及び労働
条件等について考慮すべき事項に関する指針」を制
定し、福利厚生施設の利用や退職金支給の努力義
務などを指示。
１９８９年の雇用保険法改正で週２２時間以上働く
パート労働者に適用を拡大

１９９４年８月、「短時間労働者対策基本方針」策定

２０００年４月、「パートタイム労働に係る雇用管理研
究会」報告（１９９８年１２月～）

２００２年７月、「パートタイム労働研究会」報告（２００１
年３月～）

パートタイム労働者をめぐる主な出来事と政労使の動向

１９９５年５月、旧日経連が新時代
の｢日本的経営｣を発表。「雇用
ポートフォリオ」の観点から、従業
員を、(1)長期蓄積能力活用型(2)
高度専門能力活用型(3)雇用柔軟
型――の３つのタイプに分類し、
各社の実状に応じた組み合わせ
が必要だと主張
１９９６年、「新時代の『日本的経
営』」のフォローアップ調査を実施

１９９６年、パート労
働者が１０００万人を
突破（１０１５万人）
１９９６年、長野地裁
は丸子警報器に対
し、パートが同等の
仕事をしているにも
係わらず、「賃金が
正社員の８割以下
の場合は均等待遇
の理念に違反する
格差である」として、
会社に約１４００万円
の支払いを命じる判
決
１９９９年、丸子警報
器訴訟が和解

１９９８年２月、「短時間労働対策の在り方について
（女性少年問題審議会）」建議（１９９７年９月～）
１９９９年２月、建議を踏まえ、改正事業主指針を施行
１９９９年４月、改正労働基準法施行

１９８８年、連合と総評が、「パートタイ
ム労働法（仮称）についての考え方」
をまとめ、社会、公明、民社、社民連
の４野党政審会長らに対し、共同法
案を国会に提出するよう要請
１９８９年､連合は「パートタイム労働対
策基本方針」（１９８８年の民間連合の
方針を継承）を確立し、フルタイム型
パート労働者の正規従業員化を進め
ることと、パート労働者に対する政策
の柱を１）労働基準の徹底、２）パート
労働法（仮称）の制定、労働基準法
の改正、社会保険関係法の改正要
求など法規対策、３）労働条件の向
上、４）組織化の推進－－と確認

１９７０年、日経連が「パートタイ
マーの雇用関係についての要望
書」を労働、厚生、大蔵の３省に提
出し、パートに対する社会保険の
適用除外、労働者保護の緩、有給
休暇の比例付与の限定などを求
める

１９８０年代
前半

１９８４年１２月、パートタイム労働対策要綱を策定し、
パートタイム労働者の定義を「その者の１日、１週また
は１ヵ月の所定労働時間が当該事業場において同
種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間
よりも相当程度短い労働者」とすることが適当であると
提起。さらに、①雇い入れ通知書による労働条件の
明示②就業規則の作成－などを軸とするパート雇用
管理改善の指導を強化

１９８３年、旧日経連を含む使用者
側３団体が、労相に対し、１９８３年
度の 低賃金改定を見送るよう要
望書を提出

１９８０年前

１９６９年、婦人少年問題審議会がパートの保護と労
働条件の向上、パート雇用制度の整備を柱とする
パート労働者の雇用対策に関する建議を発表
１９７０年、労働省婦人少年局長の通達として「パート
タイム雇用は､身分的区分ではなく、短時間就労とい
うひとつの雇用形態であり、パートタイマ-労働時間
以外の点においては、フルタイムの労働者と何ら異
なるものではない」との定義を初めて示す

１９７５年、労働４団体から全国一律
低賃金制度の要求

１９８０年代
後半

１９８６年、パート労
働者が５００万人突
破（５０３万人）

１９８８年６月、公労使「パートタイム労働問題専門家
会議」を設置→パートタイム労働者福祉法（仮称）を
検討
１９８８年の労働基準法改正時、有給休暇のパート労
働者への比例付与を条文化

１９８０年、ゼンセン同盟が臨時・パー
トの組織化方針を決定
１９８１年、総評が｢臨時・パートの本
工化｣方針を転換し、パートという雇
用形態のまま、労働条件改善に取り
組む方向性を打ち出す。（｢パートタ
イマー組織化によせて｣）

１９９０年代
後半

１９９７年８月、「パートタイム労働に係る調査研究会」
報告（１９９６年１０月～）

東商が、｢パートタイム労働者福祉
法｣（仮称）は必要ないとする、｢
パートタイム労働政策に関する意
見｣を発表

１９９０年代
前半

１９９１年、パート労
働者が８００万人突
破（８０２万人）
１９９２年２月、社会、
公明、民社、社民連
が共同提案でパート
タイム労働法案を参
議院に提出
１９９３年、パート労
働者数９２９万人

１９９２年、連合はパート労働基本対
策と公務関係のパート労働対策を統
合し、民間、公務の一体的取り組み
を開始
連合はパート労働者を特定の対象と
する法規制が必要との観点から、政
府案を「不十分」とし、野党共同提案
の法案を軸に政府案の修正を求める

日経連はじめ、経営側は、パート
労働法案について、行政指導の
強化につながり、経営者の自主的
な努力を阻害する恐れがあるとし
て、法制化に反対の姿勢を示す

１９９２年１２月、公労使「パートタイム労働問題に関す
る研究会」報告（１９９２年７月～１０月）

１９９３年５月、「短時間労働者の雇用管理の改善等
に関する法律（パートタイム労働法）」案提出→６月、
パートタイム労働法案成立→１２月、「事業主が講ず
べき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措
置に関する指針（事業主指針）」とともに施行

２００３年１月、日本経団連が｢パー
トタイム労働者の処遇問題に関す
る見解｣を発表
２００４年５月、日本経団連が｢多様
化する雇用・就労形態における人
材活性化と人事・賃金管理｣を発
表

２０００年
以降

２００１年、パート労
働者数が１２０５万人
を突破
２００２～０３年、共産
党が｢パート・有期労
働者均等待遇法案｣
を参議院に提出

２００１年１０月、連合が｢パート・有期
契約労働法案｣の制定に取り組む方
針、時給１０年以上引上げと企業内

賃の協定化をミニマム課題とする
方針－－などを決定

２００２年５月、旧日経連が｢ダイ
バーシティ・マネジメントの方向性｣
と｢成果主義時代の賃金システム
のあり方｣を発表

２００４年６月、民主
党が｢パート労働者
の均等待遇確保法
案｣を衆議院に提出

２００２年１２月、｢多様な働き方とワークシェアリングに関する政労使合意｣

２００３年３月、労働政策審議会雇用均等分科会報告
（２００２年９月～）
２００３年８月、事業主指針を改正→１０月、施行

２００３年、連合が｢『均等待遇』の判
断基準と実践の方法｣（1月）と｢パート
労働者等の組織化推進ガイドライン｣
（２月）を策定
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